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まえがき  
 
 神奈川県自治総合研究センターでは、研究事業の一環として、地方自治体の

行政運営上の課題を研究テーマに設け、テーマに関する部局の職員と当センタ

ーの職員等で研究チームを設置して研究を行っています。  
 平成 17 年度は、自治総合研究センターの自主的な研究である独自研究を進
めるとともに、部局共同研究チームを２チーム発足させています。  
 本報告書は、このうち部局共同研究チームによる「指定管理者制度」を研究

テーマとした調査研究の成果をまとめたものです。  
 平成 15 年の地方自治法の一部改正による指定管理者制度の導入に伴い、第
三セクター等に管理・運営を委託していた公の施設については、平成 18 年度
中に指定管理者制度へ移行するか、地方公共団体自らが管理・運営するかを決

定し、実行しなければならないこととなりました。本県では、管理委託制度に

より管理・運営を委託していた施設の大部分について、平成 18 年 4 月から指
定管理者制度を導入すべく準備を進め、平成 17 年 9 月議会で指定の議決を受
けたところです。  
 本研究では、こうした現状を踏まえ、指定の議決後に検討が求められている

事項、特にモニタリングに関する事項、個人情報保護に関する事項、基本協定

書及び年度協定書に規定する事項を検討しています。  
 本報告書が、今後の行政施策を進める上で参考となれば幸いです。  
 最後になりましたが、今回の研究に際して、助言をいただいた多数の関係者

の皆様に対し、心より感謝します。  
 
２００５（平成１７）年１２月  
 

神奈川県自治総合研究センター  
所 長  松本 浩  
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報告書の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【目 次】 
 本稿では、指定の議決後に検討が求められている事項、特に①モニタリングに関する事

項（第２章）、②個人情報保護に関する事項（第３章）及び③基本協定書及び年度協定書

に規定する事項（第４章）を検討する。 
 
第１章 指定管理者制度について 

… 次章以降で検討する事項の前提として、指定管理者制度の特徴、本県における

指定管理者制度の導入状況等を整理 
第２章 モニタリングについて 

… 指定管理業務のサービス水準を維持するための仕組み、指定管理業務のサービ

ス水準を向上させるための仕組み、財務状況のモニタリングの仕組み等を検討 
第３章 個人情報保護について 

… 個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）や神奈川県

個人情報保護条例（以下「個人情報保護条例」という。）が指定管理者に求める

義務・責務を整理した上で、基本協定における規定事項、指定管理者が自ら作成

する「個人情報保護方針」及び「個人情報保護規程」を検討 
第４章 基本協定書等の例 

… 前章までの検討を踏まえ、基本協定書及び年度協定書の例を提示 

 
第１章 指定管理者制度について 
第１節 指定管理者制度とは 

 指定管理者制度 管理委託制度 
委ねられる者  法人その他の団体 

（民間事業者も含む） 
 地方公共団体の出資法人のうち一定要

件を満たすもの、公共団体、公共的団体 
委ねる業務の範囲  施設の使用許可を含む  公権力の行使に関わる事項は委託でき

ない 
委ねる方式  指定（行政処分）  委託契約 

 
第２節 指定管理者制度の特徴 
 ○ 指定管理者制度の骨格は地方自治法第 244条の 2に規定されているが、制度の詳細

は地方公共団体が設計する必要がある。 
 ○ 本稿では、制度の詳細の設計に際してＰＦＩを参考にした。指定管理者制度とＰＦ

Ｉはともに、民間活力を導入する制度であることから、事後的なチェックの仕組みが

重要となる。 
 ○ ただし、指定管理者制度とＰＦＩには違いがあることにも留意する必要がある。 
  ・ 指定管理者制度では一件々々の施設に対する県の支出額が比較的低廉 
  ・ 指定管理者制度には地方自治法第 234条以下が適用されない。 
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  → 指定管理者制度では、県の支出額に見合った事後チェックの仕組みを構築し、地

方自治法に担保されている事後的なチェックの仕組み（履行確認制度）を勘案しな

がら制度設計を行う必要がある。 
 
第３節 本県における指定管理者制度の導入状況 
１ 本県における指定管理者制度への対応 
 本県で採用されている事業プロセスと各段階で特に留意すべき点（運営段階に影響を

与える点）は次のとおり整理できる。 
事業プロセス 留意点 
募集の公告 ○ 仕様書は可能な限り具体的に作成することが望ましい。 

 
 
 
 
 
○ モニタリングのメカニズムを記載する。 
 モニタリングの手続、指定管理者に課されるペナルティの要件

と効果を定める。 

基

本

協

定

書

作

成

前

の

段

階 
申請の受付 ○ 指定管理者に選定された者の提案書のうち、モニタリングを行

う必要がある事項については、基本協定書に添付される仕様書に

記載することが望ましい。 
基本協定書作成の段階 ○ 基本協定書に添付される仕様書は募集要項に添付した仕様書

と基本的には同じ内容になる。ただし、募集要項に添付した仕様

書の内容を明確化する必要がある等の場合には、募集要項に添付

した仕様書と基本協定書に添付する仕様書が必ずしも同じ内容

になる必要はない。 
○ 基本協定書に添付する仕様書を作成する際には、①公平性の確

保、②モニタリングの容易性、③募集要項に添付した仕様書の精

度の向上、に留意する。 
基本協定書作成後の段

階 
○ 年度協定書を作成する。 
 年度協定書には指定管理料の支払（額及び支払方法）について

規定し、事業計画を添付する。 

① 施設の設置目的を明確化 

② 設置目的を達成するための機能を明確化 

③ 機能を達成するための業務を明確化 

④ 業務に要求される水準（要求水準）を明確化 

⑤ 要求水準を達成するための業務遂行方法を明確化 

 
２ 指定管理者制度が導入される施設 
  本県で指定管理者制度が導入される施設の特徴は次のとおり。 
 ○ 病院、福祉施設については規律密度の高い法令による施設の管理・運営が求められ

ることから、基本協定書等に特別な規定がなくとも適切な管理・運営が行われ得るが、

それ以外の施設については、適切な管理・運営を担保するために基本協定書等による

規律が必要になる。 
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 ○ 指定管理者の収入が県からの指定管理料により支えられるスキームを採用している

施設が多いことから、基本協定書等のなかでは、県からの指定管理料の支出に係る規

定や、指定管理料の支出と他の規定との関連にも注意を払う必要がある。 
 
第２章 モニタリングについて 
第１節 指定管理業務のサービス水準の維持 
１ 指定管理者制度における履行確認制度 
○ 指定管理者制度には地方自治法第 234条の 2に規定された履行確認制度が直接適用
されるものではないが、履行確認制度の趣旨等に鑑み、指定管理者制度でも履行確認

制度を準用することが望ましい。 
○ ここでは、履行確認制度における監督・検査を拡張し、指定管理者に対するペナル

ティ等を加えた仕組み全体を「モニタリング」と呼ぶ。 
 

２ モニタリングの仕組み 
 ○ モニタリングとして、①月例モニタリングと②随時モニタリングが考えられる。 
  ・ 指定管理者は、日報を作成し、自ら指定管理業務の遂行状況を評価する。 
  ・ 県は、月例モニタリングとして、指定管理者から提出される月例報告書（月報：

日報を月ごとにまとめたもの）を基に、指定管理業務の遂行状況を評価する。 
  ・ 県は、随時モニタリングとして、管理物件への立入等により、随時に指定管理業

務の遂行状況を評価する。 
 ○ モニタリングの結果、指定管理業務が仕様書を充足していない場合には、県は、①

改善勧告→指定管理料の減額→指定の取消し等というプロセス、又は②改善勧告→指

定の取消し等というプロセスにより、業務改善を促す。 
 ○ 改善勧告の要件と効果は次のとおり整理できる。 

 要件・効果 

改善勧告の要件  県が指定管理者の業務が仕様書を充足していないと評価した場合 
改善勧告の効果  県は指定管理者に対して改善勧告書を交付し、指定管理者は改善

計画書に基づき業務の改善を図る。 
・ 改善勧告書には、①改善が必要な事項（仕様書のどの項目が充

足されていないか）、②仕様書を充足していなかった年月日、③改

善計画書の提出期限、を記載する。 
・ 改善計画書とは、指定管理者が県に対して提出する書類であり、

どのような方法で、いつまでに改善を図るかを記載した書類であ

る。県は改善計画書の内容を承認する（県は改善計画書の妥当性を

評価し、妥当と判断するまで修正を要求する）。 
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 ○ 指定管理料の減額の性質、要件と効果は次のとおり整理できる。 
 要件・効果 

指定管理料の減額

の性質 
 県が指定管理者に対する違約金請求権（違約罰）を取得し、当

該違約金を指定管理料から差し引くことによって、結果的に指定

管理料を減額する。 
指定管理料の減額

の要件 
 改善計画書に記載されている改善の期限が到来した段階でモニ

タリングを行う。このモニタリングは、立入による現地での業務

遂行状況の評価（随時モニタリング）による。当該モニタリング

においては、改善計画書に記載されている内容が実施され、仕様

書を充足したか否かを評価する。その結果、仕様書を充足してい

ないと判断した場合には、「減額の決定」を行う。 
指定管理料の減額

の効果 
 「改善勧告」の基となる月例モニタリングが属する支払期から

「減額の決定」が行われた日が属する支払期までの指定管理料の

10％を減額する。 
 ○ 指定の取消し等の要件と効果は次のとおり整理できる。 

 要件・効果 

指定の取消し等の要件 条例に規定された要件に該当する場合 
指定の取消し等の効果 指定の取消し又は期間を定めての業務の全部若しくは一部の

停止 
 ○ 以上をモニタリングの手続としてまとめると次のような図となる。 
  ① 減額を行う手続 
   ※ 履行確認を改善勧告の後に行われる随時モニタリングの前に

．．
位置付けるケース 

月 例 モ ニ タ リ ン グ

改 善 勧 告

NO

履 行 確 認

減 額 の 決 定

NO

随 時 モ ニ タ リ ン グ

随 時 モ ニ タ リ ン グ

指 定 の 取 消 し 等

YE S

Y E S

N O

条
例
で
定
め
た
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
取
消
等
へ

指 定 管 理 料 の 支
払 (精 算 )留 保

指 定 管 理 料 の
支 払 (精 算 )

指 定 管 理 料 の 支 払 (精
算 )(減 額 後 の 額 )

指 定 管 理 料 の 支 払 (精
算 )（ 履 行 が 確 認 さ れ
た 期 間 の み ）

YE S

業

務

の

継

続
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  ② 減額を行わない手続 
   ※ 履行確認を改善勧告の後に行われる随時モニタリングの前に

．．
位置付けたケース 

月例モニタリング

改善勧告

NO

履行確認

随時モニタリング

指定の取消し等

業

務

の

継

続

YES

YES

NO

条
例
で
定
め
た
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
取
消
等

指定管理料
の支払(精
算)留保

指定管理
料の支払
(精算)

指定管理料の支払
(精算)（履行が確認
された期間のみ）

 
第２節 指定管理業務のサービス水準の向上 
１ 利用者満足度調査の考え方 
 ○ 指定管理者は仕様書に基づいた利用者満足度調査を行い、利用者満足度調査報告書

を県へ提出する（県は利用者満足度調査を公表）。仕様書には次の事項を規定する。 
  ・ 調査対象：施設利用者 
  ・ 調査頻度：定期的な調査と随時の調査 
  ・ 調査項目：接客対応、施設・設備などの満足度 
 ○ ただし、１年目の利用者満足度調査の結果を基に、調査対象、調査頻度、調査項目 

等を再検討し、柔軟に対応することが必要である。 
 ○ 利用者満足度調査結果のフィードバックは、指定管理者の自主的な業務改善を基本

とするが、県は指定管理者の業務改善が適切か否かを評価し、適切でないと判断した

場合には指定管理者と協議する。 
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 ○ 以上の利用者満足度調査のスキームを図示すると次のようになる。 

 
施 設 利 用 者 

 

利用者満足度調査 

（窓口）アンケート 

簡易アンケート 

（HP）アンケート 

詳細アンケート 

（郵送等）アンケート

指 定 管 理 者 

利用者満足度調査報告書を作成 

集計→分析→検討→対応・改善策の検討（※） 神

奈

川

県

必要に応じて、改善

勧告、協議の申入 

※重大な苦情

等へは迅速

に対応 

「利用者満足度調査報告書」の公表 
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２ 県による苦情対応の考え方 
  県に寄せられた利用者等からの苦情への対応手順は次のとおりになる。 

等が指定管

 
３節 財務状況のモニタリング 

全であれば提供されるサービス水準が低下するおそれ

指定管理者制度

担当課 
施設担当課 指定管

理者 
利用

者等

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    

 

①苦情受付 ●

 
 
 
回

 
答

YES 

④苦情原因の調査 

NO

⑤対応策の立案 

 

⑧ 

苦 

情 

受 

付 

票

②即時対応が可能か

③重大な苦情か 

対応協議 

YES
指導 

⑦指定管理者制度

に関する方針へ

の反映を検討 

⑥翌年度「事業計画」への反映を公表 

集計・分

析・検討 

 ※ 以上は、利用者等が県に苦情を寄せた場合の対応手順であるが、利用者

理者に対して苦情を寄せるケースも想定できる。この場合には、指定管理者が当該苦

情の内容等を日報に記録するとともに、速やかに県へ報告し、対応等を協議すること

が必要になる。 

第

１ 財務モニタリングの必要性 
 指定管理者の財務状況が不健

があるし、また、財務状況が悪化し倒産等の事態に陥った場合には指定管理者によるサ

ービス提供自体が行えなくなる。また、指定管理者が提供するサービスが公共サービス

であることから、指定管理者から継続的にサービスが提供される状態を確保する必要が

ある。そのためにも、県が指定管理者の財務状況の健全性を確認し、必要な場合には指

導・助言を行い、指定管理者の財務状況の健全性を保つことが求められる。 
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２

財務状況を把握することが必要となる。 
事項を

  ：指定管理者は、指定管理業務に係る収入及び支出を他の業務に係る収

  ・ 定期的な報 より一定期間内に財務書類（指定

  ・ 随時の報告：指 告 

 県による指定管理者の財務状況の評価 
財務書類の乖離をチェック、②財務健全性を

 ○ に財務書類の評価を委託することも考えられる。 

 財務状況の評価結果の活用 
た結果が芳しくない場合には次の対応を行う。 

説明を

 ○ 指導・助言 
制への準備：直営によるサービス提供又は新たな指定管理者 

 
第４節 第三者機関による評価 

ングについて、第三者機関から意見をもらい、モニタ

３章 個人情報保護について 
基

伴って取得した個人情報を紛失・漏えいしないような仕組み

２節 個人情報保護法における事業者の責務 
者）は「その事業の用に供する個人情

 指定管理者による財務状況の報告 
 ○ 地方自治法上、県は指定管理者の

 ○ 基本協定書では、県による指定管理者の財務状況の把握について、具体的な

規定する。 
・ 区分経理

入及び支出と区分して経理する。 
告：指定管理者は、会計年度最終日

管理業務に係る貸借対照表及び収支計算書等）を報告 
定管理者は、監査委員等の要請がある場合には随時に報

  ・ 財務書類の公表：県は、指定管理者から提出のあった書類を公表する。 
 
３

 ○ 県職員によって、①提案書等と実際の

指標等によりチェックする。こうした評価を行うためには、職員の能力開発が必要に

なる。 
 専門家

 
４

  提出された財務書類を評価し

 ○ 協議の場の設定：協議の場を設け、指定管理者から財務状況の悪化原因等の

求める。 
 県による

 ○ 新たなサービス提供体

によるサービス提供へスムーズに移行する準備を整える。 

 県が行う指定管理業務のモニタリ

リングの透明性・公平性・客観性を高める方法も有効である。 
 
第

第１節 本的な考え方 
 指定管理者が業務の実施に

を構築することが必要である。 
 
第

 個人情報保護法の適用対象者（個人情報取扱事業

報データ-ベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去
６月以内のいずれかの日において 5,000件を超える者」となっており、この者に対しては
利用目的の特定等の様々な義務が課されている。また、個人情報取扱事業者は、各省庁が

策定している事業分野に応じたガイドラインを遵守することが求められている。 
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第３節 県個人情報保護条例における個人情報保護 
 ○ 個人情報保護条例により、①実施機関（知事等の執行機関及び議会）には個人情報

 ○ 人情報保護条例により個人情報の漏えい・不正

 ○

 ○ 管理者は、①個人情報保護条例に基づき事業者一般に適用される「事業者が保

 ○ 理者の規模や組織形態は様々であり、また、指定管理者が負うべき義務につ

 
４節 基本協定書等における個人情報の保護 

、②関係法令等及び県の指示の遵守、

５節 指定管理者が定めるべき個人情報取扱規程等 
方を記した「個人情報保護方針

○ めに、指定管理者自らが「個人情

 
第４章 基本協定書等の例 

の取扱い制限等の様々な義務が課され、②個人情報の本人に対しては自己情報の開示

請求権等の権利が付与されている。 
 また、指定管理業務の従事者は、個

使用をしてはならないという義務を負い、これに反した場合には罰則が適用される。 
 したがって、指定管理者は、行政文書を扱う行政権能の一部を担う者として、自ら

の従業者が行う個人情報の取扱いに関して適切かつ厳正な措置を取ることが求められ

る。 
 指定

有する個人情報の取扱いに関する指針」に沿って個人情報の保護に取り組むことが望

ましいし、②県出資の第三セクターの場合には他の事業者に率先して積極的に個人情

報保護に努める必要があり、さらに、③実施機関と同等の義務を負うべきとの意見も

ある。 
 指定管

いての考え方も様々である。本県としては、①事業者選定に際して、積極的に個人情

報保護に取り組む者を加点評価するとともに、②個人情報保護に関して率先した対応

を求めるべく、基本協定書を作成し、指定管理者自らに個人情報取扱規程を作成して

もらう必要がある。 

第

 基本協定書に規定する事項として、①秘密の保持

③収集の制限、④利用目的の特定及び制限、⑤委託の原則禁止、⑥複写、複製の禁止、⑦

県による調査への協力、勧告、⑧資料等の返還、⑨個人情報の適正管理、⑩本人からの情

報開示請求に関わる費用の負担、が考えられる。 
 
第

○ 指定管理者は、個人情報保護に関わる基本的な考え

（プライバシーポリシー）」を対外的に公表する。 
 「個人情報保護方針」に示した内容を担保するた

報取扱規程」を作成する。この規程の内容として、①規程の目的・趣旨、②基本協定

書において規定した個人情報保護に関する事項（但し、地方公共団体の調査、勧告に

係る規定を除く。）、③本人（代理人を含む）の開示請求、訂正・追加・削除及び利用

の停止の請求に対する対応（及び手続）、④苦情への対応、⑤責任体制、⑥その他（指

定管理者としての社会的責任に起因する率先性）、が考えられる。 

 → 本文参照 
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第１章 指定管理者制度について 
 平成 15年の地方自治法の一部改正１による指定管理者制度の導入に伴い、第三セクター

等に管理・運営を委託していた公の施設については、平成 18年度中２に指定管理者制度へ

移行するか、地方公共団体自らが管理・運営するかを決定し、実行しなければならないこ

ととなった。本県では、管理委託制度により管理・運営を委託していた施設（一部直営に

より管理・運営していた施設を含む。）の大部分について、平成 18年 4月から指定管理者
制度を導入すべく準備を進め、平成 17年 9月議会で指定の議決を受けたところである３。 
 今後は、指定の議決を受けた指定管理者と県との間で、指定管理業務の円滑な実施に向

けて、例えば、指定管理者が提供するサービスの履行状況の確認方法、指定管理者として

行政サービスの一翼を担う上での責務（例えば個人情報保護）などについて具体の調整が

必要となる。 
 そこで、本稿では指定の議決後に検討が求められている事項、特に①モニタリングに関

する事項（第２章参照）、②個人情報保護に関する事項（第３章参照）、③基本協定書及

び年度協定書に規定する事項（第４章参照）を検討する。 
 なお、本章では、次章以下で検討する事項の前提として、指定管理者制度の特徴等（

第１節及び第２節参照）、本県における指定管理者制度の導入状況等（第３節参照）を整

理する。 
 
第１節 指定管理者制度とは 
 従前、公の施設の管理・運営は、管理委託制度により一定要件を満たす地方公共団体の

出資法人等に管理を委託することが可能であったが、指定管理者制度の導入により地方公

共団体の指定を受けた指定管理者（民間事業者を含む。）が管理を代行することが可能にな

った。指定管理者制度と管理委託制度の主たる相違点は次のとおりである４。 
 指定管理者制度 管理委託制度 

委ねられる者  法人その他の団体 
（民間事業者も含む） 

 地方公共団体の出資法人のう

ち一定要件を満たすもの、公共団

体、公共的団体 
委ねる業務の範囲  施設の使用許可を含む  公権力の行使に関わる事項は

委託できない 
委ねる方式  指定（行政処分）  委託契約 

                                                 
１ 地方自治法の一部を改正する法律（平成 15年法律第 81号。平成 15年 6月 6日成立、同年 6月 13日
公布、同年 9月 2日施行） 
２ 正確には、地方自治法の一部改正による経過措置により平成 18年 9月 2日までとなっている。 
３ 津久井やまゆり園のように直営施設に指定管理者制度を導入し、平成 17年 4月から管理・運営を開始
している施設もあるし、平成 18年 4月から指定管理者による管理・運営を開始するが、指定の議決は平
成 17年 2月議会で行われた施設もある（例えば、ライトセンター等の福祉施設）。 
４ 指定管理者制度に関しては既にいくつかの文献があるので、本稿では制度自体の説明は最低限にとど
めたい。なお、参考となる文献として、成田頼明監修『指定管理者制度のすべて』（2005）、出井信夫『指
定管理者制度』（2005）、三野靖『指定管理者制度』（2005）、地域協働型マネジメント研究会『指定管理
者制度ハンドブック』（2004）、株式会社三菱総合研究所『指定管理者制度導入実践ガイド』（2004）、稲
葉馨「公の施設法制と指定管理者制度」東北大学法学 67巻 5号（2004）、小幡純子「『公の営造物』概念
に関する試論」三邊夏雄編『法治国家と行政訴訟』（2004）等が挙げられる。 
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第２節 指定管理者制度の特徴 
 指定管理者制度は地方自治法第 244条の２に規定されているが、地方自治法は制度の骨
格のみを規定しており、制度運用に際して必要になる事項は地方公共団体が条例等に規定

することとなっている。それゆえ、地方公共団体には制度の詳細を設計することが求めら

れている。例えば、指定の手続をどのように行うのか（公募にするのか否か、また公募に

した場合に具体的にどのような手続にするのか）、指定管理者がどのような基準を基に業務

を行うのか、またその基準どおりに業務が行われることをどのように担保するのか等、実

に広範な事項を設計する必要がある。 
 本稿では、こうした制度設計に際してＰＦＩ（Private Finance Initiative）を参考にし
た５。指定管理者制度が導入されたのは、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応

するために、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上や経費削減等を図るためであ

り、このような民間活力導入のための制度の先例として、既にＰＦＩが導入され、本県で

も５件の実施事例がある。こうした経験を踏まえ、指定管理者制度でもＰＦＩで使われて

いる「道具」を参照することが実務的に有益と考えた。 
 指定管理者制度とＰＦＩはともに、民間活力を導入する制度であることから、民間企業

等に委ねたサービス水準を維持・向上させるための担保措置（モニタリング・評価の仕組

み、監督・検査体制の整備等）が必要になる。つまり、両制度とも事後的なチェックの仕

組みが重要となるのだが、こうした仕組みの構築には先例を参考とすることが有益である。 
 ただし、指定管理者制度とＰＦＩには違いがあることにも留意する必要がある。 

① 規模・期間に違いがある。 

  ＰＦIは資本的投資を含むことから事業規模が大きい（事業費が大きい）施設に導

入され、導入されている施設数も少ない。また、投資した事業経費を回収する必要

があることから事業期間が比較的長期になる傾向がある。これに対して、指定管理

者制度は、事業規模が小さい（事業費が小さい）施設でも導入可能であり、導入さ

れる施設数も多い。また、事業期間も比較的短期となっている。したがって、ＰＦ

Ｉでは一件々々の施設に対する県の支出総額が多くなるが、指定管理者制度では一

件々々の施設に対する県の支出総額が比較的低廉である。

② 委ねる方式に違いがある。 

  指定管理者制度では指定（行政処分）により業務を委ねるが、ＰＦＩでは契約に

より委ねる。行政処分により業務を委ねることと、契約により業務を委ねることの

違いとして、例えば法適用の側面では、地方自治法第 234 条以下（第 9章第 6節契
約）の適用があるか否かという違いを生じさせる６。 

 以上のことから、指定管理者制度では、県の支出額に見合った事後チェックの仕組み（可

                                                 
５ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11年法律第 117号）により導
入された。ＰＦＩに関して参考となる文献として、柏木昇監修『ＰＦＩ実務のエッセンス』（2004）等が
挙げられる。 
６ 指定による業務の委任と契約による業務の委任との違いについては、詳細な法的検討を行う必要があ
るが、本稿はこの違いの検討を目的とするものではないのでこれ以上は触れないこととする。ただし、法

適用の側面の違いを認識することは重要である。地方自治法第 234条以下では、委託契約の場合の事後
的なチェックの仕組みを用意しているからである（詳細は第２章参照）。 
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能な限り経費をかけない仕組み）を構築することが求められるし、地方自治法に担保され

ている事後的なチェックの仕組み（履行確認制度）を勘案しながら制度設計を行う必要が

ある。 
 
第３節 本県における指定管理者制度の導入状況 
１ 本県における指定管理者制度への対応 

(1) 推進体制 
   本県では、公の施設の管理について全庁的視点に立って指導・助言を行う室課がな

く、施設を所管している室課が個別に管理を担っていた。しかしながら、指定管理者

制度に対しては全庁的に共通の認識と手続の下に取り組む必要があることから、民間

活力導入を推進している総務部行政システム改革推進課が制度導入に際しての指

導・助言を行うこととなった。 
 

(2) 指定管理者制度に関する方針の策定 
ア 指定管理者に関する方針 
 本県における指定管理者制度導入に際しての全庁的な方針として、以下が策定さ

れている。 
○ 公の施設の管理における指定管理者制度の導入に関する留意事項（平成 16年 1
月 15日）（以下「留意事項」という。） 

○ 「公の施設の管理における指定管理者制度の導入に関する留意事項」の運用に

ついて（平成 16年 9月 7日７）（以下「留意事項の運用」という。） 
イ 指定管理者の指定に向けての作業スケジュール 
 「留意事項の運用」のなかで、平成 18 年 4 月に指定管理者制度を導入する作業
スケジュールが示されている。指定管理者の募集から指定管理者による管理の開始

までのプロセスは次のとおりである。 
時期 作業内容 

4月 指定管理者の募集を公告 
５月 申請受付 
９月 指定議案の提出 
10月 指定管理者の議決、指定の告示 
11月 基本協定の締結 
２月 18年度当初予算案提出 

 
17年度 

３月 年度協定の締結 
18年度 ４月 指定管理者による管理の開始 

審査 

交渉 

 
(3) 事業プロセス 
 「留意事項の運用」のなかに示された作業スケジュールから事業プロセスを抽出す

ると、次表のとおりとなる。なお本稿は主に運営段階での課題への対応を目的として

                                                 
７ 平成 16年９月 7日以降も逐次追加の通知がなされている。 
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いることから、事業プロセスの中で運営段階に影響を与える事項について検討してい

くこととする。 
事業プロセス 運営段階で影響を与える事項 

①募集要項の公告 
 

○ 仕様書を添付する８

  指定管理者が行う施設の維持管理、運営等に関して、県が要求

する業務水準や業務遂行方法等を規定する。 
○ モニタリングのメカニズムを規定する９

  県が行うモニタリングについて、①どのような手続か（手続）、

②どのような場合にペナルティ等が指定管理者に課されるか（要

件）、③ペナルティ等の内容は何か（効果）、を規定する。 
②申請の受付 ○ 提案書を受け付ける 

  募集要項に基づき、応募者が業務の遂行方法等を記した提案書

を県へ提出する。 
● 指定管理者の指定の議決 

○ 仕様書を添付する 
  県と指定管理者とが交渉を行い、募集要項の公告時に県が提示

した仕様書及び指定管理者が提出した提案書を基に、指定管理期

間全般にわたって指定管理者が行う業務の水準、遂行方法等を定

める。 

③基本協定書の作

成 

○ モニタリングのメカニズムを規定する 
  県と指定管理者とが交渉を行い、募集要項公告時に県が提示し

たモニタリングのメカニズム及び申請受付時に指定管理者が提

出した提案書を基に、モニタリングの手続、要件、効果等を規定

する。 
④年度協定書の作

成 
 

○ 事業計画を作成する 
  指定管理者は年間の事業遂行方法を記載した事業計画を作成

し、県の承認を得る。 
⑤指定管理者によ

る管理の開始 
 基本協定書及び年度協定書に基づき、指定管理者による業務が行

われる。 

 
 以下では、基本協定書作成前の段階（①募集要項の公告、②申請の受付）、基本協定書

作成の段階（③基本協定書の作成）、基本協定書作成後の段階（④年度協定書の作成、⑤

指定管理者による管理の開始）に分けて、各段階で運営段階に影響を与える事項を整理す

る。 
 

                                                 
８ 募集要項には、①○○施設の維持管理及び運営等に関する業務の基準、②指定管理業務の内容、③管
理の基準等の形で添付又は規定されている。 
９ 募集要項には、①事業実施業況の監視等、②○○施設の維持管理及び運営等に関する業務の基準、③
事業継続が困難になった場合における措置に関する事項等の形で規定されている。 
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ア 基本協定書作成前の段階での留意事項 
 基本協定書の作成前の段階では、「募集要項の公告」と「申請の受付」が行われ

る。 
 「募集要項の公告」で留意すべき事項は、「仕様書をどのように作成すべきか」

及び「募集要項にどのようなモニタリングのメカニズムを記載すべきか」である。 
 「申請の受付」で留意すべき事項は、「運営段階で（指定管理業務開始後に）申

請書をどのように扱うか」である。 
(ｱ) 仕様書をどのように作成すべきか 
ａ 仕様書とは 
 仕様書とは、契約等の目的となるサービスの内容を詳細に定めたものであり、

契約書等の附属書類として広義の契約書等を構成する。したがって、仕様書は、

発注者側にとって履行の確認・給付の完了の確認等を行う場合の基礎書類であ

るとともに、相手方にとっても見積・サービスの履行等を行う場合における基

準となる重要な書類である１０。 
 最終的に仕様書は基本協定書作成の段階で確定するものであることから、募

集の公告時に詳細な仕様書を添付する必要はないという意見もあり得るが、応

募者は募集要項に添付又は規定された仕様書を基に提案書を作成することを

考慮すると、募集の段階で可能な限り具体的な仕様書を作成することが望まし

い。 
◆ 参考 仕様書の種類 
 仕様書の種類として、①仕様発注の際に用いられるインプット仕様書と②性能発注

の際に用いられるアウトプット仕様書がある。 
● インプット仕様書 
 インプット仕様書とは、指定管理者が提供するサービスの提供方法に着目して、その

遂行方法を詳細に定めた仕様書を指す。例として、事務室の清掃について、「１日１回、

床（弾性床）の隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集

めたごみは所定の場所に搬出する。」１１と規定することが挙げられる。 
● アウトプット仕様書 
 アウトプット仕様書とは、指定管理者が提供するサービスの性能や機能に着目して、

これを実現することを要求する仕様書を指す１２。アウトプット仕様書はインプット仕様

書に比べ、応募者の創意工夫を活かす余地が大きい。例として、清掃について、「施設

の環境・衛生及び性能を維持するために、業務の支障のない状態を保つため、適切なタ

イミングで清掃を実施する。建物内は目に見える塵埃、土・砂、汚れ、洗剤等の残留物、

ごみ等がなく、衛生的で見た目にも清潔でなければならない。清掃箇所の用途・性能、

仕上げ等を踏まえ、個別箇所ごとに日常清掃及び定期清掃を組み合わせて清掃を行うこ

と。適切なタイミングで鼠・害虫等の駆除を行う。」１３と規定することが挙げられる。 

                                                 
１０ 以上、高柳岸夫『官公庁契約精義（平成 14年増補改訂版）』（2002）・166及び 306頁参照 
１１ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修『建築保全業務共通仕様書（平成 15年版）』・239頁以下参照 
１２ 柏木昇監修『ＰＦＩ実務のエッセンス』（2004）・28頁の注 11 
１３ 神奈川県「海洋総合文化ゾーン体験学習施設等特定事業 要求水準書」（2001年 5月 17日公表）・3
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ｂ 指定管理者制度における仕様書の考え方 
 仕様書の作成方法として、次の手順で作成することが考えられる。 
 ① 施設の設置目的を明確にする（定義する）。 
 ② 当該目的を達成するためにどのような機能が必要かを明確にする（定義

する）。 
 ③ 当該機能を達成するためにどのような業務が必要かを明確にする（定義

する）。 
 ④ 施設の設置目的及び機能を達成するために、当該業務にどのような水準

が要求されるのかを明確にする（定義する）１４。 
  ＝業務の要求水準（アウトプット仕様） 
 ⑤ 業務の要求水準を達成するために、いかなる業務の細目が必要かを明確

にする（定義する）。 
 ⑥ 業務の要求水準を達成するために、業務の細目にいかなる水準が要求さ

れるかを明確にする（定義する）。 
  ＝業務の細目の要求水準（アウトプット仕様） 
 ⑦ 業務の細目の要求水準を達成するための業務遂行方法を明確にする（定

義する）。 
  ＝インプット仕様 

 
■ 仕様書のイメージ 
施設の設置目的 機能 業務 水準 業務の細目 水準 遂行方法 

   
   

 
 
 

 

   
  

 
 
 
 

  

 

 
 

  

   

 
 この部分を事業者提案に委ねるのが性能発注 
 
 

一般的にはこの部分のみを取り出して仕様書としている。 
 
(ｲ) 募集要項にはどのようなモニタリングのメカニズムを記載すべきか 
 モニタリングとは、指定管理者が行った指定管理業務が基本協定書で定められ

た条件（主として仕様書）を充足しているか否かを県が評価することをいう。 
                                                                                                                                               
頁以下参照 
１４ 客観的かつ可能な限り定量的な指標で明確に規定する必要がある。 
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 モニタリングのメカニズムでは、①モニタリングの手続（モニタリングに関し

て県と指定管理者とがどのような手続を履践していくか）を定めるとともに、②

指定管理者に課されるペナルティの要件（どのような場合にペナルティが課され

るか）と③効果（どのようなペナルティが課されるのか）を定める必要がある。

（→モニタリングのメカニズムの詳細は第 2章参照） 

 
(ｳ) 運営段階で申請書（提案書）をどのように扱うか 
ａ 提案書とは 
 提案書とは、応募者が募集要項に基づき主としてどのように事業を遂行する

のかを記載した書類である。 
ｂ 運営段階での提案書の扱い 
 指定管理者から提出された提案書に記載されている内容は、基本協定書に添

付される仕様書の構成要素として反映することが望ましい。というのも、提案

内容のうち運営段階でモニタリングを行う必要があると想定される事項につ

いては、基本協定書に添付される仕様書に記載することにより、運営段階での

提案内容の実行性を担保することが望ましいと考えられるからである１５。 
 

イ 基本協定書作成の段階での留意事項 
 基本協定書の作成段階では、「仕様書をどのように作成すべきか」、「基本協定書

にモニタリングのメカニズムをどのように規定するか」が問題となる。 
(ｱ) 仕様書をどのように作成すべきか 
ａ 募集要項に添付した仕様書の変更の可能性 
 基本協定書に添付される仕様書は、県と指定管理者とが交渉を行い、募集要

項に添付した仕様書及び指定管理者が提出した提案書を基に、指定管理期間全

般にわたって指定管理者が行う業務の水準、遂行方法等を定めたものである。 
 募集要項に添付した仕様書は、募集の条件であることから、原則的には変更

できないと考えられる。したがって、基本協定書に添付される仕様書は募集要

項に添付した仕様書と基本的には同じ内容になると考えられる１６。 
 しかしながら、基本協定書作成時に行う県と指定管理者との交渉において、

①募集要項に添付した仕様書の内容を明確化する必要がある、②提案内容を明

確化して基本協定書に添付する仕様書に記載する必要がある、などの理由が明

らかな場合には、募集要項に添付した仕様書と基本協定書に添付する仕様書が

必ずしも同じ内容である必要はない。 

                                                 
１５ モニタリングの際に提案内容を参照することは煩雑であるし、人事異動等により審査を直接担当した
職員がモニタリングを担当するとは限らないため、提案書のなかからモニタリングに必要となる情報を抜

き出しておくことは、継続的な行政を遂行する上でも望ましいと考えられる。 
１６ なお、指定管理者の選定には入札制度（地方自治法第 234条以下）の適用はないが、一般競争入札に
おける公募内容の変更が次のように考えられていることが参考になる。一般競争入札においては、公告内

容の変更がその主要部分を変更することとなり、そのために競争参加者の利害に影響するものであるとき

は、公告内容を変更する手続（公告と同様の手続）によることが適当である（地方自治制度研究会編『地

方財務実務提要』（加除式）・5921-4頁）。 
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ｂ 基本協定書に添付する仕様書を作成する際の留意点 
 仕様書を作成する際には、①公平性の確保、②モニタリングの容易性及び③

募集公告時に示した仕様書の精度の向上、に留意する必要がある。 
(a) 公募の公平性の確保 
 応募者は募集要項に添付した仕様書に基づき応募してくるので、指定管理

者決定後に、県と指定管理者との交渉により任意に募集要項に添付した仕様

書を変更してしまうと、落選者に対しての公平性が損なわれる可能性がある。 
 それゆえ、基本協定書に添付する仕様書の作成に当たっては次の点に留意

する必要がある。 
① 落選者が指定管理者よりも有利な条件や価格を提示することが明らか

に可能となるような条件変更は行わない１７。 
② 既に募集要項に添付した仕様書で明確化されている内容は変更しない

１８。 
③ 募集要項に添付した仕様書の変更が合理的であり、かつ、落選者からの

クレームに耐え得るものである１９。 
④ 審査において加点した提案内容は変更しない。つまり、加点した提案内

容と異なる内容を基本協定書に添付する仕様書に記載しない。 
(b) モニタリングの容易性 
 運営段階でのモニタリングの際に提案書の内容を参照することは県及び

指定管理者の双方にとって煩雑であるので、提案書に記載されている内容の

うちモニタリングに係る事項については基本協定書に添付する仕様書に記

載することが望ましい。 
(c) 仕様書の精度の向上 
 募集要項に添付した仕様書は、検討時間等の制約、業務の複雑性等から必

ずしも完成度の高いものとなっていない場合がある。その場合には、以下の

点について、募集要項に添付した仕様書を再評価した上で、不足部分等を補

うことが求められる。 
① 他施設の仕様書との比較 
 基本協定書に添付する仕様書を作成する段階では、本県の他施設、他都

道府県の同種の施設について募集要項が公表されているため、そうした施

設との比較を行うことにより、不足部分等を補うことができる。 
② 施設の目的との整合 
 公の施設の管理・運営は、施設の設置目的を充足することを究極的な目

標にしていることから、募集要項に添付した仕様書に記載している業務の

水準・遂行方法等を充足することにより、施設の設置目的を達成すること

ができるかについて再検討し、不足部分があれば補う必要がある。 

                                                 
１７ 民間資金等に活用による公共施設等の整備等の促進に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ「ＰＦＩ
事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続きについて」（平成 15年 2月 20日公表）参照 
１８ 柏木昇監修『ＰＦＩ実務のエッセンス』（2004）・56頁 
１９ 柏木昇監修『ＰＦＩ実務のエッセンス』（2004）・56頁 
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(ｲ) 基本協定書にモニタリングのメカニズムをどのように規定するか 
    →モニタリングのメカニズムの詳細は第 2章参照

 
ウ 基本協定書作成後の段階での留意事項 
 基本協定書作成後の段階では、「年度協定書の作成」が問題となる。 
年度協定書には、主として指定管理料の支払（額及び支払方法）について規定す

る。また、年度協定書には当該年度の事業計画を添付する。 
 
エ 今後の検討課題 
 以上のように、現在の事業プロセスは、募集→申請→審査→指定管理者候補者の

選定→指定→基本協定書の作成→年度協定書の作成→指定管理業務の開始、という

流れとなっている。こうした事業プロセスが妥当なものであったか否かは、今回の

指定が終了した段階で検証を行う必要がある。 
 一つの選択肢として、募集→申請→審査→指定管理者候補者の選定→基本協定書

（案）の作成→指定→年度協定書の作成→指定管理業務の開始、という流れも考え

られる２０。 
 
２ 指定管理者制度が導入される施設 
 本県で指定管理者が導入される施設の特徴は次のように整理できる。 

  ① 本県では病院及び福祉施設に指定管理者制度が導入される。 
 これらの施設では、規律密度の高い法令により施設が管理・運営される。したが

って、指定管理者にも規律密度の高い法令に従った管理・運営が求められ、基本協

定書等に特別な規定がなくとも適切な管理・運営が行われ得ると考えられる。一方、

それ以外の施設については、施設の管理・運営に関する法令の規律密度が比較的高

くないことから、適切な管理・運営を担保するためには、基本協定書等による規律

が必要になる。 
② 指定管理者の収入が県からの指定管理料によって支えられるスキームを選択して

いる施設が多い。 
 指定管理者制度では、利用者からの利用料を指定管理者の収入とすることができ、

指定管理者が利用料による独立採算により収支を賄うスキームも考えられるが、本

県では、利用者からの利用料と県からの指定管理料とを組み合わせたスキームを選

                                                 
２０ 一つの選択肢として示したプロセスは、①指定管理業務の詳細を規定した基本協定書やその附属書類
としての仕様書の内容を指定議案の提案の際に議会に説明することができる、②現在のプロセスでは、指

定後に基本協定書の締結に至らない可能性があり、こうしたリスクを避けられる、というメリットがある。

なお、成田頼明監修『指定管理者制度のすべて』（2005）・131頁では、ＰＦＩと指定管理者制度を同時
に行う場合のプロセスとしてではあるが、同様のプロセスが提示されている。 
 なお、「指定」の前に「基本協定書（案）の作成」が行われることにより、指定議案が否決されたとき

に問題が生じる可能性がある。同様の問題は、議会の議決が必要となる請負契約の場合に締結される仮契

約でも生じる可能性があるが、議会の議決前に締結される仮契約の法的性質は「議会の議決を得たときに

特定の契約（本契約）を締結する旨の契約」（予約説）であり、議会の議決が得られなかった（本契約を

締結できなかった）ことを理由として相手方が損害賠償を請求することはできないと解されていることが

参考になる（地方自治制度研究会編『地方財務実務提要』（加除式）・5986～5988頁）。 
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択している例が多い。したがって、基本協定書等のなかでは、県からの指定管理料

の支出に係る規定や、指定管理料の支出と他の規定との関連にも注意を払う必要が

ある２１。 

                                                 
２１ なお、指定管理料は県の支出となることから、公金の支出を規律する法令等（例えば「神奈川県財務
規則」（昭和 29年 2月 1日神奈川県規則第 5号））と基本協定書等との整合にも注意する必要がある。 
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第２章 モニタリングについて 
 指定管理者制度では、複数年度にわたり業務を民間事業者等に委ねることから、指定管

理者が提供するサービスの水準を維持する仕組みが必要となる。この仕組みとして、指定

管理者のモラルハザードを防ぐために、指定管理者の業務遂行結果が仕様書を充足してい

ない場合に県が改善等を勧告し、ペナルティ等を課すことが考えられる。具体的には、指

定管理者が管理・運営する施設には県職員が常駐していないという実態を踏まえ、指定管

理者が①実際に行った業務の内容等を記録した「日報」を自ら毎日作成し、自己評価を加

え、②当該「日報」を月毎にまとめ、自己評価を加えた上で県の確認を受け、③県が随時

に現場の状況を確認するといった仕組みである。（詳細は第１節参照）

 また、指定管理者制度は民間事業者等の創意工夫を活かし、指定管理者が提供するサー

ビス水準の向上を目的としていることから、サービス水準の向上を促すための仕組みを整

える必要がある。その仕組みとして、例えば、①実際にサービスを受ける利用者の満足度

を調査し、調査結果をサービスの見直しに反映すること、②利用者の苦情等を県が受け付

け、それをサービスの見直しに反映することが考えられる。（詳細は第２節参照）

 さらに、指定管理業務が継続的に提供されるためには指定管理者の財務状況が良好に保

たれている必要があることから、それを評価する仕組みが必要になる。（詳細は第３節参

照）

 
第１節 指定管理業務のサービス水準の維持 
 指定管理業務のサービス水準を維持するためには、指定管理者に自ら業務の実施状況を

常に評価することが求められるのは当然であるが、そうした指定管理者の評価結果を県に

定期的に提出させたり、県が指定管理者の業務遂行状況を随時に確認したりするモニタリ

ングと、その結果に応じて必要な勧告等を行う仕組みが必要になる。こうした仕組みと同

様のものとして、従前の管理委託制度では受託者の業務の履行を確認する制度（履行確認

制度１）があった。しかし、指定管理者制度では、指定管理者が実施する業務の確認方法、

確認結果と指定管理料との連動等が明らかになっていない。 
 そこで、指定管理者制度における履行確認制度の位置付け及び必要性を確認した上で、

モニタリングの仕組みを構築することとする。 
 
１ 指定管理者制度における履行確認制度 
  従前の管理委託制度の場合には、地方自治法第 234条の 2第 1項に基づき委託業務の
履行の確認を行った上で支払を行っている。これに対して、指定管理者制度には地方自

治法第 234条の 2第 1項が適用されないことから２、履行確認をどのように行うかが問題

                                                  
１ 履行確認制度は、地方自治法第 234条の 2に規定されており、地方公共団体は契約の適正な履行を確保
するため又はその受ける給付の完了の確認をするため必要な監督又は検査をしなければならないとされて

いる。この場合の監督は「契約の性質又は目的により検査のみでは、契約の目的を達するに必ずしも十分

でないものについて、相手方の当該契約の履行途中において、立会い、指示その他適当な方法によって適

正な履行を図ろうとするもの」とされ、契約期間中の履行状況の確認が認められている（松本英昭『逐条

地方自治法（第 2次改訂版）』（2004）・805頁）。 
２ 成田頼明監修『指定管理者制度のすべて』（2005）・23頁では、指定管理者制度には地方自治法 234条
の契約に関する規定の適用はないとされていることから、同法第 234条の 2「契約の履行の確保」につい
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となる。 
(1) 履行確認制度 
 法律上、県が金銭等を支出した場合に金銭授受者の履行を確認する旨が定められて

いるのは、①地方自治法及び政府契約の支払遅延防止法等に関する法律（以下「支払

遅延防止法」という。）に基づく監督・検査制度と②補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律（以下「補助金適正化法」という。）に基づく調査制度がある。 
 まず、地方自治法 234条の 2第 1項３は、地方自治体が締結する契約について、契約
の適正な履行を確保するため又は給付の完了の確認を行うために、必要な監督又は検

査を行わなければならないと規定しており、同法施行令第 167 条の 15４には検査の方
法等が規定されている。また、支払遅延防止法第 4条５は、地方自治体が締結する契約
において、契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期を明らかにしなければな

らないと規定しており、同法第 5条６は検査の期日等を規定している。 

                                                                                                                                                  
ても適用されないと考えられる。 
３ 地方自治法第 234条の 2第 1項「普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は
物件の買い入れその他の契約を締結した場合において、当該普通地方公共団の職員は、政令の定めるとこ

ろにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認（給付の完了前に代価の一

部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。）

をするため必要な監督又は検査をしなければならない。」 
４ 地方自治法施行令第 167条の 15第 1項「地方自治法第 234条の 2第 1項の規定による監督は、立会い、
指示その他の方法によって行わなければならない。」 
 同法同令同条第 2項「地方自治法第 234条の 2第 1項の規定による検査は、契約書、仕様書又は設計書
その他の関係書類（当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）に基づいて行わなけれ

ばならない。」 
 同法同令同条第 3項「普通地方公共団体の長は、地方自治法第 234条の 2第 1項に規定する契約につい
て、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の

事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保さ

れると認められるときは、同項の規定による検査の一部を省略することができる。」 
 同法同令同条第 4項「普通地方公共団体の長は、地方自治法第 234条の 2第 1項に規定する契約につい
て、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により当該普通地方公共団体の職員によっ

て監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、当該普通地方公共団体の

職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。」 
５ 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 4条「政府契約の当事者は、前条の趣旨に従い、その契約の
締結に際しては、給付の内容、対価の額、給付の完了の時期その他必要な事項のほか、次に掲げる事項を

書面（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）

（財務省令で定めるものに限る。）を含む。第 10条において同じ。）により明らかにしなければならない。
ただし、他の法令により契約（その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的

記録を含む。）の作成を省略することができるものについては、この限りではない。 
一 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期 
二 対価の支払の時期 
三 各当事者の履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 
四 契約に関する紛争の解決」 
６ 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 5条第 1項「前条第 1号の時期は、国が相手方から給付を終
了した旨の通知を受けた日から工事については 14日、その他の給付については 10日以内の日としなけれ
ばならない。」 
 同法第 2項「国が相手方のなした給付を検査しその給付の内容の全部又は一部が契約に違反し又は不当
であることを発見したときは、国は、その是正又は改善を求めることができる。この場合においては、前

項の時期は、国が相手方から是正又は改善した給付を終了した旨の通知を受けた日から前項の規定により

約定した期間以内の日とする。」 
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 次に、補助金適正化法第 15 条７は、補助事業等の成果の報告を受けた場合には、こ
の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合するか否かを調査し、

適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知

しなければならないと規定している。 
 このように、契約又は補助金の交付に係る履行の状況については、随時又は完了時

点における監督・検査等の方法が整備されている。 
 

(2) 指定管理者制度における履行確認の必要性 
 一方、県から指定管理者に対して支払われる指定管理料は、地方自治法第 234条の 2
にいう契約に基づき支出されるものではなく、また、補助金として支出されるもので

もないことから、県が指定管理料を支払うに際して、履行確認を行う制度は基本的に

はないと考えられる。 
 しかしながら、指定管理料は契約に基づく支出又は補助金としての支出と同様、公

金の支出という性質を持っている。地方自治法並びに支払遅延防止法に規定された履

行確認制度及び補助金適正化法の調査制度は、契約又は補助の目的を達成するために、

契約内容又は補助内容の履行を確認する制度である。両制度とも公金を支出すること

から、当該履行状況が適正になされ、目的が達成されたのかを厳格に確認しており、

こうした制度趣旨は指定管理者制度にも当てはまると考えられる。さらに、指定管理

者制度は、公の施設の管理の適正を期するために知事の調査・指示権能を認めており、

監査や包括外部監査、さらには住民監査や住民訴訟の対象になっていることを考慮す

ると、指定管理料の支出に係る手続の適正性が当然要請されていると考えられる。 
 したがって、指定管理者制度においても、指定の目的を達成するためには指定管理

者が履行した内容を県が確認した上で、公金を支出する仕組みが当然要請されており、

指定管理者制度でも履行確認制度を準用する方法が望ましいと考えられる。 
 

(3) 指定管理者制度での履行確認制度の位置付け 
 指定管理者制度では事後チェックの仕組みが重要となることから（第１章第２節参

照）、指定管理者制度における事後的なチェックとして、履行確認制度だけで十分か否

かが問題となる。そこで、従前の管理委託制度での履行確認制度の運用状況を確認し

た上で、指定管理者制度における履行確認制度の位置付けを検討する。 
ア 管理委託制度での履行確認制度の運用状況 
 管理委託制度での委託料の支払方法として「精算払」８と「概算払」９が可能であ

                                                  
７ 補助金適正化法第 15条「各省各庁の長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を
受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る

補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうか調

査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければ

ならない。」 
８ 「精算払」とは、支出の原因となる契約の相手方の給付の完了した後において代金を支払うことをいう。
地方公共団体の支出は債権者のためでなければこれをすることができない（地方自治法第 232条の５第 1
項）ため、支出に当たっては、①債務が確定していること、②支払の時期が到来していること、③債権者

が確定していること及び④請求があったことを充足していることが原則となる。この原則に対する特例的

な支出として「概算払」が位置付けられている（神奈川県出納局指導課「会計事務の手引」（平成 17年 3
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るが、本県の管理委託制度では「概算払」を行っている事例が多い。 
 「概算払」では①概算払→②受託者による業務の遂行→③履行確認→④精算とい

うプロセスをとるが、概算払の支払時期と履行確認の対象となる期間は様々に設定

されている。例えば、「月ごとに概算払し、履行確認を年度末に行うケース」、「四半

期ごとに概算払し、四半期ごとに履行確認を行うケース」などがある。「概算払」の

精算は「支出の終了後直ちに精算しなければならない」１０とされていることから、

履行確認も委託業務の確定後直ちに行うのが原則となっている。しかしながら、受

託者から提供される役務の内容は様々であり、年度末にならないと受託者から提供

される役務の内容が確定しない場合もあれば、概算払の支払期ごとに受託者から提

供される役務の内容が確定するケースもある。 
 このように従前の管理委託制度では、「概算払」の支払期と履行確認時期が様々に

設定されている。 
 また、履行確認の内容は、①履行途中には業務の遂行状況を監督し、必要な指示

を行い１１、②履行完了後の検査により、履行が完全に行われていなければ、受託者

に是正又は改善を求め１２、③最終的に業務が完全に履行されたことを検査した後に

委託料を支払う１３、こととなっている。つまり、履行確認制度では完全に履行され

たことが確認できなければ支払はできないものとなっていることに留意する必要が

ある。 
イ 指定管理者制度における履行確認制度の位置付け 
 指定管理者制度が導入される公の施設の特徴として、施設に県職員が常駐してい

ないことが挙げられる。このことを前提に、「月ごとに指定管理料を概算払し、年度

末に履行を確認するケース」を想定すると、次の問題点を指摘できる。 
 ① 県は、監督・検査の結果に応じての是正又は改善を要求できるが、指定管理

者から定期的な報告を受けるなどの詳細な監督・検査の仕組みが決まっていな

い。また、ペナルティとして指定管理料を減額する等の措置をとることができ

るのかが決まっていない１４。 

                                                                                                                                                  
月）・172頁参照）。 
９ 「概算払」とは、債務関係が発生しているが支払時期が未到来であり、その支払うべき債務金額も未確
定であるものについて概算金額をもって支出することをいう（「神奈川県財務規則の運用について」（昭和

39年 12月 1日 39財第 228号、39審第 210号）第 76条第 1項）。なお、地方自治法施行令第 162条及び
「神奈川県財務規則」（昭和 29年 2月 1日神奈川県規則第 5号）第 76条に「概算払」できる場合が規定
されている。 
１０ 「神奈川県財務規則の運用について」第 105条 
１１ 地方自治法第 234条の 2第 1項にいう「監督」とは、「契約の性質又は目的により検査のみでは契約の
目的を達するには必ずしも十分でないものについて、相手方の当該契約の履行途中において、立会い、指

示その他の適当な方法によってその適正な履行を図ろうとするもの」とされている（松本英昭『新版 逐条
地方自治法（第 2次改訂版）』（2004）・805頁）。 
１２ 支払遅延防止法第 5条第 2項が「国が相手方のなした給付を検査しその給付の内容の全部又は一部が
契約に違反し又は不当であることを発見したときは、国は、その是正又は改善を求めることができる。」と

規定している。 
１３ 支払遅延防止法第 6条第 1項では、「国が給付の完了の確認又は検査を終了した後相手方から適法な支
払請求を受けた日から工事代金については 40日、その他の給付に対する対価については 30日・・・以内
の日としなければならない」とされ、履行確認の後に支払う旨が規定されている。 
１４ 県が改善等を要求し、結果的に改善がなされれば問題は生じないが、減額等の措置が規定されていれば、
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 ② 県は、年度末の検査の際に、一年間の業務の履行を一度に確認する必要があ

り、年度末に業務が集中する。 
 一方、監督・検査の詳細や指定管理者に課すペナルティ等を基本協定書等にあら

かじめ規定しておくことによって次のようなメリットが見込まれる。 
  ① 県側には、指定管理者のモラルハザードを防ぐことを期待できる。また、担

当者の人事異動等があったとしても、事後チェックを一連のシステムとして実

行することができる。 
  ② 一方、指定管理者側には、予見可能性が高まる。 
 そこで、履行確認の一部として、監督・検査の仕組みを整え、また、指定管理者

に対して合理的なペナルティを課すことを検討することが必要となる１５。ここでは、

従前の履行確認制度における監督・検査を拡張し、ペナルティ等を加えた仕組み全

体を「モニタリング」と呼ぶこととする。 
 

２ モニタリングの仕組み 
(1) モニタリングの種類 
 県が指定管理者の業務遂行状況を確認する方法として次を考えることができる。 
 ① 日報の作成 
   指定管理者は、業務遂行状況を日報に毎日記録し、自己評価を加える１６。 
 ② 月例モニタリング 
   指定管理者は、自らが作成した日報を月ごとにまとめ、自己評価を加えた報告

書（月例報告書１７）を、毎月県へ提出する。県は、月例報告書を基に、当該月の

指定管理者の業務遂行状況を確認する。 
 ③ 随時モニタリング 
   県は、必要に応じて、指定管理者が管理する施設への立入等により、現地で業

務遂行状況を確認するとともに、指定管理者から関係書類の提出を求め、その内

容を確認する。 
 ④ 狭義の履行確認（以下「履行確認」という。） 
   履行確認制度では、県が検査により、指定管理者による業務遂行が完全になさ

れたことを確認しなければ支払はできないこととなっている。したがって、指定

管理料の支払前に、指定管理料の支払の対象期間に実施された「月例モニタリン

グ」及び「随時モニタリング」の結果を基に、指定管理者の業務が完全に遂行さ

れたか否かを確認することが必要となる。 

                                                                                                                                                  
①指定管理者が自力で改善を行うことを促し、②指定管理者が頻繁に業務の改善が必要となるような状況

を避ける、ための動機付けのシステムになり得るとされている（柏木昇監修『ＰＦＩ実務のエッセンス』

（2005）・133頁）。 
１５ なお、履行確認制度における監督・検査について規定した地方自治法第 234条の 2は「『必要な監督又
は検査』を行わなければならないとし、必ずしも監督検査の画一化を意図していない。」と解されているこ

とから（松本英昭『新版 逐条地方自治法（第 2次改訂版）』（2004）・806頁）、監督・検査の趣旨を尊重し
た独自の仕組みを構築することは可能と考えられる。 
１６ 日報の例については参考資料①参照 
１７ 月例報告書の例については参考資料①参照 
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   「精算払」の場合には、指定管理者は、 
   ① 支払の対象期間中の「月例報告書」をまとめ、自己評価を加えた「業務総

括書」を県へ提出し、 
   ② 県は当該「業務総括書」を基に、支払対象期間の業務が完全に遂行された

か否かを確認し、 
   ③ 完全に遂行されたことが確認されれば支払を行う、 
  というプロセスが考えられる。 

 また、「概算払」の場合には、まず、指定管理者から提供される役務が確定する

時期を特定し、その時期に精算を行うことを定めた上で、 
 ① 県は概算により支払を行い、 
 ② 指定管理者は精算の対象となる期間中の「月例報告書」をまとめ、自己評

価を加えた「業務総括書」を県へ提出し、 
 ③ 県は当該「業務総括書」を基に、精算の対象となる期間の業務が完全に遂

行されたか否かを確認し、 
 ④ 完全に遂行されたことが確認されれば精算を行う、 
というプロセスが考えられる。 
 以上のプロセスで、「精算払」の場合の②の確認と「概算払」の場合の③の確認

をここでは「履行確認」と呼ぶこととする。 
 

(2) 県による改善勧告等 
 モニタリングの結果、指定管理者の業務が適切に行われていない場合には、指定管

理者自らによる業務改善を促すことが必要である。そのためには、県が業務改善を促

しても改善されない場合には、一定のペナルティを課したり、指定の取消し又は期間

を定めての業務の全部若しくは一部の停止（以下「指定の取消し等」という。）を命じ

たりすることが必要となる。 
 指定管理者に業務改善を促し、ペナルティを課すプロセスとしては、①改善勧告→

②指定管理料の減額→③指定の取消し等という流れと、①改善勧告→②指定の取消し

等という流れが考えられる１８。 
ア 改善勧告 
 指定管理者の業務が適切に行われていない場合には、指定管理者に自力改善の機

会を与えることが望ましい。業務不履行の状態が履行遅滞又は不完全履行の場合に

は追完の余地があるため、県は改善勧告を行うことが適切である。改善勧告を受け

た指定管理者は、速やかに県と協議の上、改善の期日及び改善の方法を定めた改善

計画書を作成し、県の承認を得、業務改善に当たるというプロセスが考えられる。 

                                                  
１８ 指定管理料の減額を行う場合には、この手続が指定管理者の収入に重大な影響を与える可能性があるこ
とに鑑み、募集要項でその旨を規定しておくことが望ましい。なお、指定管理料の減額を行うか否かは、

施設の特性、減額手続を行う県のコスト等を充分に吟味し決定することが必要である。 
 また、「改善勧告」が条例上の「指示」に当たるかが問題になる。条例では、指定管理者が指定管理業務

に関する県の「指示」に従わないときには、県は指定の取消し等ができることになっていることから、「改

善勧告」を行い、それでも業務の改善が認められない場合には、条例に基づく「指示」を行った上で、指

定の取消し等の手続を行うことも考えられる。 
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 なお、指定管理料の支払に関しては、履行確認までに改善計画書に基づいた追完

がなされれば支払手続（「精算払」の場合の「支払」、「概算払」の場合の「精算」）

を行うことができ、逆に、履行確認までに改善計画書に基づいて追完されなければ

支払手続（「精算払」の場合の「支払」、「概算払」の場合の「精算」）を行うことは

できないと考えられる１９。 
 以上のような改善勧告の要件と効果を整理すると次のとおりとなる。 

 要件・効果 
改善勧告の要件  県が指定管理者の業務が仕様書を充足していないと評価した

場合 
改善勧告の効果  改善勧告書には、①改善が必要な事項（仕様書のどの項目が

充足されていないか）、②仕様書を充足していなかった年月日、

③改善計画書の提出期限、を記載する。 
 改善計画書とは、指定管理者が県に対して提出する書類であ

り、どのような方法で、いつまでに改善を図るかを記載した書

類である。県は改善計画書の内容を承認する（県は改善計画書

の妥当性を評価し、妥当と判断するまで修正を要求する）。 
 
イ 指定管理料の減額 
 指定管理料は業務の対価であり協定の主要な内容となることから、指定管理料の

減額を行う場合には、募集要項に規定することが望ましい。 
 改善勧告を行っても業務改善が認められず、履行遅滞又は不完全履行の状態が解

消されない場合には、指定管理料の減額を行う。ＰＦＩの事例を参考にすると次の

三つの方法が考えられる。 
 ① 仕様書で示される業務毎に業務が遂行されない場合の減額ポイントを設定し、

その累積の状況により減額（率）を設定する方法 
 ② 業務が遂行されない都度に減額（率）を決定する方法 
 ③ あらかじめ減額（率）を設定し、一律にその率を適用する方法 
 ①と②の方法には、減額ポイントや減額（率）を客観的に設定できるかという問

題があり、場合によっては指定管理者との間で合意に達しないという懸念もある。

一方、③はどの率を用いるのが適当かという問題はあるが、実務的に簡便というメ

リットもあることから、本稿では合理的な率を設定する（本稿では、後述するよう

に契約保証金の額を参考に、指定管理料の 10％と設定する）ことを前提に③の方法
を採ることとする。 
 また、減額の法律的な意味合いも充分に検討する必要がある。減額の法律的な意

味合いについては次の三つが考えられる。 
 (a) 仕様書を充足していなかった部分の業務を差し引いた、つまり仕様書どおり

                                                  
１９ なお、仕様書を変更し（基本協定書を変更し）、履行が確認できた部分（改善計画書に従った改善がな
されたと判断できる部分）のみに対しての支払を行うことは可能と考えられる。ただし、この場合には、

履行が確認できた部分と当該部分に対応する対価（指定管理料）を確定するという作業が必要となる。 
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に履行された業務に係る指定管理料の確定なのか 
 (b) 仕様書どおりに履行されなかったことによって生じた損額賠償の額の予定な

のか 
 (c) 仕様書どおりに履行されなかったことに伴う違約金２０なのか 
 ③の方法を採ることを前提にすると(a)の考え方を採ることはできない（一定の率
を減額することと「仕様書を充足していなかった部分の業務を差し引く」ことが矛

盾する）。また、(b)の考えでは、減額の原因となった業務不履行により県が蒙った損
害の全てが減額により補填されることになり、減額以上の損害が県に生じた場合に

請求できなくなることから、県として適切とはいえない。それゆえ、本稿では、実

務的な簡便さを主眼におき、(c)の考え方を採用することとした。 
 なお、以上は減額の基本的な考え方を整理したものであって、仕様書どおりに行

われなかったことに伴う影響額を一応、指定管理料の 10％と設定したものである。
それゆえ、それ以上の損害を県が証明できる場合には、当該損害額を県が請求する

ことが可能と考えられる。 
 次に、具体的な減額の手続を検討する。 
 モニタリングの結果、指定管理業務が充分に行われない場合には、県に指定管理

者に対する違約金請求権が発生し、県の指定管理者に対する違約金を指定管理者が

県から受け取る指定管理料から減額できるものとし、結果的に指定管理料が減額さ

れることになる。 
 減額の要件と効果を整理すると次のとおりとなる。 

 要件・効果 
指定管理料の減

額の要件 
 改善計画書に記載されている改善の期限が到来した段階でモ

ニタリングを行う。このモニタリングは、立入による現地での

業務遂行状況の確認（随時モニタリング）による。当該モニタ

リングにおいては、改善計画書に記載されている内容が実施さ

れ、仕様書を充足したか否かを評価する。その結果、仕様書を

充足していないと判断された場合には、「減額の決定」を行う。 
指定管理料の減

額の効果 
 「改善勧告」の基となる月例モニタリングが属する支払期か

ら「減額の決定」が行われた日が属する支払期までの指定管理

料の 10％を減額する２１。 
 
 なお、概算払いの場合には、 
 ① 県が指定管理者に対して指定管理料の概算払を行い、 
 ② 県がモニタリングし、減額の決定を行い、 
 ③ 県の違約金を指定管理者から受け取る指定管理料から減額し、 

                                                  
２０ 違約金は違約罰か損害賠償額の予定かのいずれかであり、民法第 420条第 3項は損害賠償額の予定で
あると推定しているものの、違約罰であることを主張する当事者は、反証を挙げて、この推定を覆すこと

ができる。ここでいう「違約金」は違約罰として課すことを想定していることから、基本協定書上、違約

金が違約罰の性質を有していることを明確にしておくことが必要である。 
２１ 契約保証金の額を参考に設定 
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 ④ 県が履行確認（精算）を行い、指定管理料（減額後の額）を確定し、 
 ⑤ 指定管理者が概算払した指定管理料から差額を戻入する、 
というプロセスを踏む。 
 以上を図示すると次のとおりとなる。 
 
【図 概算払の場合の減額の概念図】 
 

⑤戻入（概算払い額－減額後の指定管理料） 

②モニタリング⇒減額の決定＝違約金請求権 

③違約金 
減額 

③指定管理料 

④履行確認⇒指定管理料（減額後の額）の確定 

①指定管理料の概算払  
 
 

指
定
管
理
者 

 
 
 
 

県 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ウ 指定の取消し等 
 改善勧告又は指定管理料の減額を行っても業務の改善が認められない場合には、

指定の取消し等を行う。 
 また、指定の取消し等の要件は条例により定められており、改善勧告又は指定管

理料の減額を行わずとも、条例の要件に該当する事態が発生し得る。この場合にも、

指定の取消し等を行うことになる。 
 なお、指定の取消し等は不利益処分に当たるため、行政手続条例の規定に従う必

要がある。 
 指定の取消し等の要件及び効果は次のとおりである。 

 要件・効果 
指定の取消し等の要件 条例に規定された要件に該当する場合 
指定の取消し等の効果 指定の取消し又は期間を定めての業務の全部若しくは一

部の停止 
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(3) モニタリングの手続 
 モニタリングの手続を区分すると、①減額を行う手続（改善勧告→減額→指定の取

消し等）と②減額を行わない手続（改善勧告→指定の取消し等）に分けられる。 
 

ア 減額を行う手続 
 減額を行う場合の手続は次のとおりである。 
① 「月例モニタリング」の結果、指定管理者の業務が適切に行われていない場

合には、県は「改善勧告」を行う。 
 ② 改善期日後に行う「随時モニタリング」の結果、改善が認められなければ「減

額の決定」を行う。 
 ③ 「減額の決定」後のモニタリングでも改善が認められない場合には、「指定の

取消し又は業務の全部若しくは一部の停止」を命じる。 
    なお、履行確認は①から③までの間のどのタイミングでも行われる可能性がある。

「精算払」の場合には、「履行確認」における確認対象期間内の指定管理業務が完全

に行われている場合に支払を行うことができることから、指定管理業務が完全に行

われたか否か確認できない場合には「支払を留保」することになり、「減額の決定」

があった場合には「指定管理料の減額」を行うことになる。 
    一方、「概算払」の場合には、支払が既になされていることから、「履行確認」に

おける確認対象期間内の指定管理業務が完全に行われた否か確認できない場合には、

「支払を留保」する措置がとれず、「精算を留保」することのみができると考えられ

る。例えば「月ごとに概算払し、履行確認を年度末に行うケース」では、年度末の

履行確認の直前に改善勧告がなされる場合もあり、履行確認までに改善結果を確認

できない場合もあり得る。この場合に「精算を留保」し続けると、決算を行うこと

ができない危険性があるので、改善勧告における改善期日及び随時モニタリングに

よる確認は、出納閉鎖期間までに完了し、履行確認を終了することが望ましい。 
    以上を図示すると次のとおりである。ここでは、「履行確認を改善勧告の後に行わ

れる随時モニタリングの前に
．．
位置付けるケース」と「履行確認を改善勧告の後に行

われる随時モニタリングの後に
．．
位置付けるケース」を示す。 
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(ｱ) 履行確認を改善勧告の後に行われる随時モニタリングの前に
．．
位置付けるケース 

月 例 モ ニ タ リ ン グ

改 善 勧 告

NO

履 行 確 認

減 額 の 決 定

NO

随 時 モ ニ タ リ ン グ

随 時 モ ニ タ リ ン グ

指 定 の 取 消 し 等

YES

YE S

N O

条
例
で
定
め
た
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
取
消
等
へ

指 定 管 理 料 の 支
払 (精 算 )留 保

指 定 管 理 料 の
支 払 (精 算 )

指 定 管 理 料 の 支 払 (精
算 )(減 額 後 の 額 )

指 定 管 理 料 の 支 払 (精
算 )（ 履 行 が 確 認 さ れ
た 期 間 の み ）

YES

業

務

の

継

続

 

(ｲ) 履行確認を改善勧告の後に行われる随時モニタリングの後に
．．
位置付けるケース 

月例モニタリング

改善勧告

NO

随時モニタリング

減額の決定

NO

履行確認

随時モニタリング

指定の取消し等

業

務

の

継

続

YES

YES

YES

NO

条
例
で
定
め
た
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
取
消
等
へ

指定管理料の
支払(精算)(減
額後の額)

指定管理料の支払(精
算)（履行が確認され
た期間のみ）

指定管理料の支
払(精算)留保
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 なお、「精算払」と「概算払」では、減額がある場合に事務の流れが異なることか

ら、次に両者の事務の流れを示す。 
 
(ｳ) 精算払の場合 

     減額を組み込んだ精算払の事務の流れは次のようになる。 
 指定管理者 県 

 
 

 
 

 

月

報

の

確

認 

 
 
 
 
 

  
 
通

常

の

場

合 
 

支

払

・ 
履

行

確

認 

  

月

報

の

確

認 

 
 
 
 
 

 

随

時

の

確

認 

  

 
減

額

さ

れ

る

場

合 

支

払

・

履

行

確

認 

 
 
 
 
 
 
 

 

年度協定の締結 

モニタリング ● 月例報告書 

モニタリング

結果通知 適正履行 

請求書 

● 

支払 

業務総括書 

モニタリング 

不完全履行 

● 月例報告書 

改善勧告 

履行確認 
履行確認の 
結果通知 

減額決定の通知 減額の決定 

モニタリング 

請求書（減額後の額） 

● 

支払 
（減額後の額） 

業務総括書 履行確認 
履行確認の 
結果通知 
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(ｴ) 概算払の場合 
     減額を組み込んだ概算払の事務の流れは次のようになる。 

 指定管理者 県 
 
 

 
 

 

 
支

払 

 
 
 

 

月

報

の

確

認 

  

 
 
通

常

の

場

合 
 

履

行

確

認 

  

 
支

払 

 
 
 

 

月

報

の

確

認 

 
 
 
 
 

 

随

時

の

確

認 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
減

額 
さ

れ

る

場

合 

履

行

確

認 

 
 
 
 

 

請求書 

支払 

● 

業務総括書 ● 

モニタリング 

減額の決定 減額決定の通知 

モニタリング 

不完全履行 

● 月例報告書 

改善勧告 

履行確認の 
結果通知 精算 

請求書 ● 

支払 

業務総括書 ● 履行確認 

精算 

戻入（減額の額） 

履行確認の 
結果通知 

履行確認 

モニタリング ● 月例報告書 

モニタリング

結果通知 
適正履行 

年度協定の締結 
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イ 減額を行わない手続 
 減額を行わない場合の手続は次のとおりである。 
① 「月例モニタリング」の結果、指定管理者の業務が適切に行われていない場

合には、県は「改善勧告」を行う。 
 ② 改善期日後に行う「随時モニタリング」の結果、改善が認められなければ「指

定の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止」を命じる。 
    なお、履行確認は①から②までの間のどのタイミングでも行われる可能性がある。

ここでは、「履行確認を改善勧告の後に行われる随時モニタリングの前に
．．
位置付ける

ケース」と「履行確認を改善勧告の後に行われる随時モニタリングの後に
．．
位置付け

るケース」を示す２２。 
 

(ｱ) 履行確認を改善勧告の後に行われる随時モニタリングの前に
．．
位置付けたケース 

月例モニタリング

改善勧告

NO

履行確認

随時モニタリング

指定の取消し等

業

務

の

継

続

YES

YES

NO

条
例
で
定
め
た
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
取
消
等

指定管理料
の支払(精
算)留保

指定管理
料の支払
(精算)

指定管理料の支払
(精算)（履行が確認
された期間のみ）

 

                                                  
２２ なお、前述した「減額を行う手続」と同様に、「精算払」の場合には、「履行確認」における確認対象期
間内の指定管理業務が完全に行われている場合に支払を行うことができることから、指定管理業務が完全

に行われたか否か確認できない場合には「支払を留保」することになる。一方、「概算払」の場合には、支

払が既になされていることから、「履行確認」における確認対象内の指定管理業務が完全に行われた否か確

認できない場合には、「支払を留保」する措置がとれず、「精算を留保」することのみができると考えられ

る。 
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(ｲ) 履行確認を改善勧告の後に行われる随時モニタリングの後に
．．
位置付けたケース 

月例モニタリング

改善勧告

NO

随時モニタリング

履行確認

指定の取消し等

業

務

の

継

続

YES

YES

NO

条
例
で
定
め
た
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
取
消
等

指定管理料
の支払(精
算)留保

指定管理料の支払
(精算)（履行が確認さ
れた期間のみ）

 

 39



 

第２節 指定管理業務のサービス水準の向上 
 指定管理業務のサービス水準を向上させるために、①利用者満足度調査及び②県に対す

る苦情などの、利用者からの情報を有効に活用する必要がある。 
 
１ 利用者満足度調査の考え方 
 利用者満足度調査については、①指定管理者がどのような調査を行い、②県が調査結

果をどのように活用するのか、という側面を考える必要がある。 
(1) 指定管理者がどのような調査を行うのか 
 指定管理者が利用者満足度を把握することは指定管理業務の一環であることから、

募集要項に規定し、指定管理者が調査を行う責務を負うこととする必要がある。この

責務を担保するために、県は仕様書にどのような調査を行うのかを規定する必要があ

る２３。以下に仕様書に規定すべき事項について記述する。 
ア 調査対象 

調査対象者は施設利用者とする。 
イ 調査頻度 

利用者満足度調査には①定期的に行う調査と②随時行う調査が考えられる。 
(ｱ) 定期的な利用者満足度調査 
 定期的な利用者満足度調査として「詳細アンケート調査」が考えられる。 
 「詳細アンケート調査」は、最低年１回行うこととする。ただし、指定管理者

が自らの責任・費用により年２回以上調査を実施することは妨げない。 
(ｲ) 随時の利用者満足度調査 
 随時に行う利用者満足度調査として、①窓口での「簡易アンケート調査」と②

ホームページでの「簡易アンケート調査」が考えられる。 
ウ 調査項目 
 既に指定管理者制度が導入されている施設で行われているアンケートの例２４から、

①接客対応、②施設・設備、③総合の満足度を調査することが考えられる。また、

施設に応じては、④利用条件、⑤利便施設、⑥企画内容の満足度を追加項目とする

ことも有効である（後述「『簡易アンケート調査』の例」参照）。 
 仕様書に規定する「利用者満足度調査の項目」は「簡易アンケート調査」の調査

項目とする。「詳細アンケート調査」の調査項目については、「簡易アンケート調査」

の調査項目を最低限含むこととし、指定管理者が自由に設定する。 
エ 利用者満足度調査報告書 
 指定管理者は、上記の調査方法で行った利用者満足度調査の結果を記した利用者

満足度調査報告書を県へ提出する。利用者満足度調査報告書は、定期的な利用者満

足度調査の結果がまとまりしだい速やかに県へ提出するものとする。 
 当該報告書には、指定管理者が調査結果をどのように活用したか（又はするつも

りか）についても記述する（後述(2)参照）。 
                                                  
２３ 年度協定書（又はその附属資料）に調査方法を規定することも考えられる。 
２４ 三菱総合研究所「施設利用者によるモニタリング実験」のホームページ（http://monitor.nckk.jp）を
基に作成 
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オ 留意事項 
 以上の(a)調査対象、(b)調査頻度及び(c)調査項目については、柔軟に対応すること
が必要である。例えば、指定期間の１年目（平成 18年度）の利用者満足度調査では、
上記の内容の調査を行い、翌年度以降は前年度に実施した調査結果を基に、(a)調査
対象、(b)調査頻度及び(c)調査項目を再検討することが必要である。 
 検討の際には次の視点が必要となる。 
○ 調査結果は原則公表する。これは各施設での利用者満足度を相対的に比較可能

とするために行う。それゆえ、各施設共通の調査項目を設定し、その上で施設の

独自性を勘案した調査項目を設定する必要がある。このためには、毎年度、施設

担当課が集い、調査結果を比較検討する場が必要となる。 
○ (a)調査対象については「施設利用者以外の者」を調査することが有効な場合が
ある。施設利用者が固定化しがちな施設については、当該施設の周辺住民に対し

て「なぜ施設を利用しないか」等を調査することが有効である。 
○ (b)調査頻度については、指定管理者が負担できる費用に配慮することが必要で
ある。募集要項では「指定管理者が利用者満足度調査を行う」旨しか記述してい

ない。それゆえ、指定管理者が見積もっている調査コストには限界があり、過大

な負担を強いる調査を要求することはできないことに配慮する必要がある。 
○ (c)調査項目は柔軟に設定する必要がある。以下に「簡易アンケート調査の例」
を提示するが、これは現時点で想定できる調査項目を例示したものである。実際

に指定管理者による運営が行われるなかで、必要な調査項目が浮かび上がること

があり得る。また、施設ごとに利用者が異なるため、施設に応じた調査項目を設

定することもあり得る。 
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【「簡易アンケート調査」の例】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 施設管理に対する満足度について 
  以下の項目について、該当する印象に○を付けてください。 
 ① 接客対応 
 （ とてもよい   よい   ふつう   あまりよくない   わるい ） 
 ② 施設・設備 
 （ とてもよい   よい   ふつう   あまりよくない   わるい ） 
 ③ 総合 
 （ とてもよい   よい   ふつう   あまりよくない   わるい ） 
 ④ 利用条件 
 （ とてもよい   よい   ふつう   あまりよくない   わるい ） 
 ⑤ 利便施設（自動販売機等） 
 （ とてもよい   よい   ふつう   あまりよくない   わるい ） 
 ⑥ 企画内容 
 （ とてもよい   よい   ふつう   あまりよくない   わるい ） 
 
２ 施設管理において改善して欲しい点 
  以下の項目について、改善して欲しい点があれば該当箇所に○を付けてください。 
 ① 接客対応 
   受付の対応   指導スタッフの専門性   指導スタッフの対応   利用者の要望への対応 
   施設内の雰囲気   その他 
 ② 施設・設備 
   清掃状況（ トイレ ・ 廊下 ・ その他館内 ・ 施設周辺 ・ その他 ） 
   冷房等の機器の作動状況     その他 
 ③ 利用条件 
   利用料金の設定   利用料金の割引・減免制度の設定   予約受付方法   閉館時間の設定 
   駐車場の料金設定や利用条件   その他 
 ④ 利便施設 
   自動販売機   売店   飲食施設   駐輪場   ベンチ   管理事務所 
   掲示板・照明   その他 
 ⑤ 企画内容 
   開催時間帯   内容   指導者の対応   参加料金   初回利用時の案内  その他 
 
３ 施設の管理・運営についての課題・要望について 
  施設の管理・運営について課題・要望等がありましたら自由に記入してください。 
 （                                            ） 
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(2) 県が調査結果をどのように活用するのか 
ア 基本的な考え方 
 指定管理者は仕様書に規定された調査対象、調査頻度及び調査項目に従い、利用

者満足度調査を行うことから、県は仕様書に規定された方法で利用者満足度調査が

行われたか否かを評価し、行われていなかった場合には改善勧告を行い、追加調査

等の要求を行うことが原則となる。 
 また、利用者満足度調査の目的がサービス水準の向上にあることから、調査結果

がサービス水準の向上につながる仕組み（調査結果のフィードバックの仕組み）が

必要となる。利用者満足度調査は、①指定管理者が自らの費用・責任で行うもので

あること、②利用者満足度調査がどのような結果であれば改善を図る必要があるの

かという客観的な基準を設定することが困難であることから、調査結果のフィード

バックは指定管理者の自主的な改善を基本とする。つまり、指定管理者は調査結果

を基にして業務を改善する努力義務を負うことになる。一方、県は、調査結果のフ

ィードバックが適切か否かを評価し、適切でないと判断した場合には指定管理者へ

協議を申し入れ、当該フィードバックの内容等について確認するとともに、是正方

法等を協議するといったソフトな関与を行うことを基本とする。 
イ 「利用者満足度調査報告書」の公表 
 県は指定管理者から提出された「利用者満足度調査報告書」を公表する。このこ

とにより、県民は各施設での満足度を比較することができるようになる（→県民に

よる監視）。 
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(3) 利用者満足度調査のスキーム 
   以上の事項を図示すると、利用者満足度調査は次のようなスキームとなる。 

 
   【図 利用者満足度調査のスキーム】 
 

 

（窓口）アンケート 

簡易アンケート 

（HP）アンケート 

詳細アンケート 

（郵送等）アンケート 

指 定 管 理 者 

利用者満足度調査報告書を作成 

集計→分析→検討→対応・改善策の検討（※） 
 

神 
奈 
川 
県 

必要に応じて、改善

勧告、協議の申入 

※重大な苦情

等へは迅速

に対応 

「利用者満足度調査報告書」の公表 

利用者満足度調査 

施 設 利 用 者  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 県による苦情対応の考え方 
 指定管理者制度では、施設の維持管理・運営を指定管理者に委ね、県職員が施設に常

駐していないため、県と利用者等２５との間に直接的なやり取りがなくなる。そこで、利

用者等が施設の運営等について、直接県に対して苦情を述べる機会を持つことが望まし

い２６。 
(1) 苦情とは 
 苦情とは、指定管理者が提供するサービスに関連する利用者等の不満足の表明をい

い、サービス自体に対するもののほか、サービス提供に関連する指定管理者及び県の

活動又は活動の結果によってもたらされる利用者等の不満足を含む２７。 

                                                  
２５ 利用者等とは、施設を直接利用する者とともに、施設周辺の県民を含む。 
２６ 横浜市では、利用者からの苦情を受け付ける専用電話「ご意見ダイヤル」を設置している（2005年 5
月 25日神奈川新聞） 
 また、三菱総合研究所が「施設利用者によるモニタリング実験」のホームページを開設している

（http://monitor.nckk.jp）。 
２７ JIS Z 9920:2000「苦情対応マネジメントシステムの指針」による「苦情」の定義（「製品又は付帯サー
ビスに関連する消費者の不満足の表明。苦情には、製品又は付帯サービスに対するもののほか、これらの
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(2) 苦情対応の手順 
 県に寄せられた苦情への対応手順を図示すると、「苦情対応の図」のようになる２８。 
 なお、利用者等が県に苦情を述べる手段については、一般的には電話、Ｅ-mail 等が
想定できるが、施設に県へ直接苦情を述べるための専用ハガキ（郵便料は県負担）を

配架するなどして多様な経路を確保することが望ましい。 
 

【苦情対応の図】 
指定管理者制度

担当課 
施設担当課 指定管

理者 
利用

者等 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    

①苦情受付 ● 

YES 

④苦情原因の調査 

NO 

⑤対応策の立案 

⑧ 

苦 

情 

受 
付 

票 

②即時対応が可能か 

③重大な苦情か 

対応協議 

YES 
指導 

集計・分

析・検討 

公表 ⑥翌年度「事業計画」への反映を
⑦指定管理者制度

に関する方針へ

の反映を検討 

 

 
 
 
回 
 
答 

 
① 苦情受付 
 ○ 指定管理者が導入されている施設毎に当該施設を管轄する施設担当課が苦情を受け

                                                                                                                                                  
提供に関連する組織の活動、又は活動の結果によってもたらされる消費者の不満足を含む。」）を参考にし

た定義。 
２８ 次の対応手順は、施設担当課が主体となって苦情の受付から対応までを行う場合を想定した。他に、全
庁的な受付窓口を設置し（苦情受付課）、当該受付窓口が主体となって苦情の受付から対応までを行う方法

もあり得る。ただし、①施設に関する情報は施設担当課に集約しているため苦情受付課が苦情を受け付け

る体制では迅速な対応が図れない場合があること、②指定管理者が導入されていない施設に関する苦情は

従前どおり施設担当課が受け付けること等に注意を要する。 
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付ける。 
○ 郵便、電話、E-Mail、苦情専用はがき等による受付を可能とする。 
○ 苦情窓口へのアクセス方法を充分に周知する必要がある。指定管理者に対しては、

対象施設での窓口での掲示、施設パンフレットへの記載等の協力を求める。 
○ 苦情の受付に当たっては次の事項に留意する２９。 
・ 申し出の内容を聴く。 

 ・ 苦情対応に適用するプロセスを説明する。 
 ・ 申し出者のプライバシーを尊重する。 
 ・ 申し出内容を確認し、問題点を明らかにする。 
② 即時対応が可能か 
 ○ 苦情内容から即時に対応又は回答が行えるものは、速やかに対応又は回答する。 
 ○ 指定管理者に対して必要な指導を行う。この場合に、苦情内容によっては、立入等

の随時モニタリングを行い、指定管理業務が仕様書を充足していないことを確認した

上で、指導に代えて改善勧告を行うことも考えられる。 
③ 重大な苦情か 
○ 苦情内容が、重大な身体危害やその可能性が高いと予測できる事例、多発可能性の

予測できる事例については、「重大な苦情」と判断し、直ちに対応を図る。 
④ 苦情原因の調査 
 ○ 「重大な苦情」とは判断されない苦情、例えば、施設の機能向上を望む苦情（「エレ

ベーターを設置して欲しい」等）等については、当該苦情の原因を調査・把握する。 
 ○ 調査に当たっては、施設担当課及び指定管理者が共同する。 
⑤ 対応策の立案 
 ○ ④で把握された苦情原因を基に、まず当該苦情へ対応すべきか否か（施設の設置目

的、利用形態等に鑑み当該苦情に応えることが望ましいか否か等）を検討する。 
 ○ 対応すべき苦情については、施設担当課及び指定管理者が共同して対応案の立案を

行う。 
 ○ 対応を要しない苦情については、対応を要しない理由等を整理する。 
 ○ 立案された対応策又は対応を要しない理由を申し出者へ回答する。 
 ○ 対応策の立案に当たっては実現可能性に留意する必要がある（設備投資を伴う対応

策の場合には、予算の制約上対応することが困難なときがある）。 
 ○ 回答に当たっては次の事項に留意する３０。 
  ・ 苦情対応の経緯及び決定に至った根拠を、必要に応じて知らせる。 
  ・ 申し出者に対し、当該苦情対応結果が適正、かつ、公平であることを説明できるように

する。 
⑥ 翌年度「事業計画」への反映を検討 
  同様の苦情が再発する可能性がある、予防処理が必要と考えられる等の場合には、翌

年度の「事業計画」へ未然防止策を反映することを検討する。 

                                                  
２９ JIS Z 9920の 4.1.1及び 4.4.1参照 
３０ JIS Z 9920の 4.1.1及び 4.2参照 
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⑦ 指定管理者制度に関する方針への反映を検討 
○ 利用者等から多く寄せられる苦情、苦情から一般化できる改善策等については、次

回の指定の際に募集要項の検討段階から未然防止策を検討する必要がある。それゆえ、

こうした苦情については、全庁的な指定管理者制度に関する方針への反映を検討する。 
 ○ 施設担当課は苦情受付票を指定管理者制度担当課へ送付する。 
 ○ 指定管理者制度担当課は苦情受付票を集計・分析・検討し、全庁的な指定管理者制

度に関する方針への反映を検討する。 
⑧ 苦情受付票 
○ 苦情申し出者との間での対応が終了するまで、①苦情の内容、②原因調査の経過、

③対応策の立案経過、④申し出者との連絡経過、⑤回答内容などを、適宜「苦情受付

票」に記録する。 
○ 「苦情受付票」は、利用者に対して積極的に情報提供を行う（個人情報部分を除く）。

このことにより、利用者の安心感を高めることができる。 
 
(3) 留意事項 
   以上では利用者等が県に苦情を寄せた場合の対応を整理してきたが、利用者等が指

定管理者に対して苦情を寄せるケースも想定できる。この場合には、指定管理者が当

該苦情の内容等を日報に記述するとともに、速やかに県へ報告し、対応等を協議する

ことが必要となる。 
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苦 情 受 付 票３１

 

受付日時    年   月   日（ ）   時   分 
対応者  
受付方法 １．電話  ２．E-Mail  ３．FAX  ４．手紙  ５．来庁 

６．その他（          ） 
申し出の種

類 
１．照会   ２．指定管理者のサービスに対する苦情 
３．県に対する苦情    ４．その他 

氏名  
住所  

申

し

出

者 
連絡先  

対象施設名  
申し出内容 （いつ） 

（だれが） 
（どこで） 
（何をして） 
（どうなった） 

原因調査者  
調査結果  
原因判定  
回答までの

経過 
 

回答者  
回答日時     年   月   日（ ）    時  分 
回答方法 １．電話  ２．E-Mail  ３．FAX  ４．手紙  ５．訪問 

６．その他（          ） 
回答内容  

翌年「事業

計画」への

反映 

 

 

                                                  
３１ 社団法人消費者関連専門家会議編『苦情対応マネジメントシステムの指針』（2001）・77頁及び下島和
彦・越野裕子『苦情対応マニュアル・手順の作り方』（2001）・161～162頁を基に作成 
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３ まとめ 
  以上の検討を踏まえ、利用者満足度調査と苦情対応の全体を図示すると次のようにな

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

随時受付 

苦情・要望等 

 

 

利用者満足度調査 

（窓口） 
アンケート 

簡易アンケート 

（HP） 
アンケート 

詳細アンケート 

（郵送等） 
アンケート 

日報へ記録 

指 定 管 理 者 

利用者満足度調

査報告書を作成 

毎月提出 

公表 
集計→分析→検討→対応・改善策の検討(※) 

詳細アンケート実施ご

とに提出 

集計→分析→検討→対応・改善策の検討(※) 

必要に応じ

て、改善勧告

等 

※重大な苦

情等へは迅

速に対応 

神 奈 川 県 

提案 
仕様書の見直し 翌年度「事業計画」の見直し 

指定管理者と神奈川県との協議 

指定管理業務の改善 

随時受付 

苦情・要望等 

施 設 利 用 者 

提案 
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 なお、指定管理者には、利用者満足度調査及び県に寄せられた苦情を基に、自主的

に業務改善を図ることが求められる。こうした自主的な業務改善の努力は、指定管理

者の①公益法人、企業等としての社会的責任及び②指定管理者としての社会的責任に

よっても根拠づけられる。指定管理者には、こうした責任を果たすために、利用者か

らの苦情等を真摯に受け止め、対応し、業務改善を図っていくことが求められる。 
① 公益法人、企業等としての社会的責任 
 指定管理者は公益法人又は企業という組織形態をとっていることが多い。 
 企業等が利用者満足度調査のなかに含まれる利用者からの苦情・要望等に対して

積極的かつ迅速・公平に対応することは、企業等の社会的責任の一部と考えられる。

また、企業等が利用者の声を経営に反映させることは、自らに利益をもたらすだけ

でなく、利用者から信頼を得ることにもつながる３２。 
 具体的にどのように苦情等へ対応するかについては、JIS Z 9920:2000（苦情対応
マネジメントシステムの指針）、ISO10002:2004（品質マネジメント～顧客満足～組
織における苦情処理の指針）及び ISO IWA 1:2001（品質マネジメントシステム～医
療福祉サービス機関におけるプロセス改善の指針）などの規格が参考になる。 
 指定管理者が自主的にこれらの規格に即した、又は準じた方法により、苦情等へ

対応を図ることが望まれる。 
② 指定管理者としての社会的責任 
 指定管理者制度は、指定により公の施設の管理権限を指定管理者に委任するもの

である。それゆえ、指定管理者はその組織形態（公益法人、企業等）に応じた社会

的責任を加え、公の施設の管理権限の委任を受けた者としての社会的責任を負って

いる。例えば、情報公開・個人情報保護については、法令上の義務ではないものの

地方自治体と同等の規律が求められる。 
 それゆえ、利用者からの苦情対応に当たっても、地方自治体と同程度の取り組み

が求められる。 
③ 留意事項 
 以上は、指定管理者となった者の社会的責任という観点から、利用者満足度調査

及び苦情にどのように対応すべきかを整理したものである。したがって、こうした

対応は指定管理者自らの努力の範囲を超えたものではない。 
 こうした対応を指定管理者の義務とするためには、募集要項に業務として位置付

けた上で募集を行い、仕様書に反映することが必要となる。このためには、募集要

項策定前に、指定管理者に委ねる業務にどのような水準を望むのかを明確にする必

要がある。 
 
 
 
 
 

                                                  
３２ JIS Z 9920:2000序文 
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第３節 財務状況のモニタリング 
１ 財務モニタリングの必要性 
 指定管理業務のサービス水準の維持及び向上は、指定管理者の財務状況が健全である

ことを前提としている。指定管理者の財務状況が不健全であれば提供されるサービス水

準が低下するおそれがあるし、また、財務状況が悪化し倒産等の事態に陥った場合には

指定管理者によるサービス提供自体が行えなくなる。 
 指定管理者が提供するサービスは公共サービスであることから、指定管理者から継続

的にサービスが提供される状態を確保する必要がある。そのためにも、県が指定管理者

の財務状況の健全性を確認し、必要な場合には指導・助言を行い、指定管理者の財務状

況の健全性を保つことが求められる。このように、県が指定管理者の財務状況をモニタ

リングし適切な対応を図ることが、公共サービスとしての指定管理業務の水準維持や継

続性に欠かせない事項となる３３。 
 以上のように指定管理者の財務状況をモニタリングする仕組みが求められるのだが、

その仕組みとして、指定管理者から財務状況の報告を受け（２項参照）、報告された内容

を県が評価し（３項参照）、評価結果を活用する（４項参照）という仕組みが考えられる。 
 
２ 指定管理者による財務状況の報告 

(1) 法令による報告義務 
   地方自治法第 244条の 2第 7項は「指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公

の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公

共団体に提出しなければならない。」と規定しており、指定管理者に報告義務を課して

いる。この「事業報告書」では、「管理業務の実施状況や利用状況、料金収入の実績や

管理経費等の収支状況等、指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項

が記載されるものである」３４とされており、指定管理者は県に対して、財務書類を提

出し、指定管理業務に関する財務状況（料金収入の実績、指定管理料等の収支状況等）

を報告する義務を負っている。 
   また、地方自治法第 244条の 2第 10項は「普通地方公共団体の長又は委員会は、指

定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該

管理業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示を

することができる」と規定しており、県が指定管理者の財務状況を徴収することを想

定している。 
 さらに、地方自治法第 199条第 7項、第 252条の 37第 4項及び第 252条の 42第 1
項は監査委員又は外部監査人が指定管理者の指定管理業務に係る出納関連の事務につ

いて監査を行うことができ、その結果については公表すると規定し、また、地方自治

                                                  
３３ ＰＦＩ事業での事例ではあるが、福岡市の「タラソ福岡」で事業が中断した。当該事業の中断原因の一
つとして、市がモニタリングの目的を施設のサービス水準を維持することのみと認識し、財務面で事業継

続が困難となる危険性を認識しておらず、財務モニタリングの役割を十分理解していなかったことが挙げ

られている（福岡市ＰＦＩ事業推進委員会「タラソ福岡の経営破綻に関する調査検討報告書（平成 17年 5
月 12日）・17頁）。 
３４ 平成 15年 7月 17日付総行行第 87号総務省自治行政局長通知「地方自治法の一部を改正する法律の公
布について（通知）」第 2－3(1) 
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法第 98 条第 2 項は議会が監査委員に対して地方公共団体の事務に関する監査を求め、
監査の結果に関する報告を請求することができると規定しており、監査委員等によっ

ても指定管理者の財務状況が調査対象となり得る。 
 

(2) 基本協定書等による報告義務 
   指定管理者が財務状況について報告義務を負っているとしても、指定管理者がどの

ような頻度でどのような情報を提供するのかについては基本協定書等に規定する必要

がある。 
 なお、指定管理者は指定管理業務のみを行っているとは限らないため、指定管理料

及び利用料金による収入については、指定管理業務以外からの収入とは別の口座で管

理することが必要であり、また、指定管理業務に係る経理とその他の業務に係る経理

を区分する必要がある。 
ア 定期的な報告 
 指定管理者は県に対して、会計年度の最終日より一定期間内に財務書類（指定管

理業務に係る貸借対照表及び収支計算書等）を提出する。 
 なお、財務書類の作成は多大なコストを伴うことがあるため、例えば６ヶ月経過

時に中間報告の提出を求めようとする場合は、あらかじめ募集要項に明示するなど、

慎重な対応をとる必要がある。 
イ 随時の報告 

    指定管理者は県に対して、監査委員等が県の事務を監査するために必要があると

認める場合には、帳簿書類その他の記録を提出する。 
ウ 財務書類の公表 
 県は、指定管理者から提出されたこれらの書類を公表することができるものとす

る。 
 
３ 県による指定管理者の財務状況の評価 
  法令又は基本協定書等の規定に基づき指定管理者から財務書類を徴収した後、当該財

務書類をどのように評価するかが問題となる。 
(1) 県職員による評価 
ア 提案書等との乖離 

    指定管理者は応募の段階で収支計画書を提出しており、当該収支計画については、

外部審査会の専門家がチェックしている。したがって、指定期間中に提出される財

務書類が応募段階の収支計画と乖離していなければ、一定程度健全な財務状況にあ

ると判断できる３５。また、指定期間中、指定管理者は県に対して、翌年度の事業計

画（収支計画を含む）を提出することから、提出された財務書類と当該事業計画と

の乖離をチェックすることも必要である。 

                                                  
３５ したがって、提案書には指定期間を通じた収支計画を記載してもらうことが望ましい。 
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イ 財務の健全性の評価 
    財務書類の分析・評価のポイントとして次の事項を挙げることができる３６。 
    ① 貸借対照表 
     ○ 事業あるいは認められた自主事業と関係のない勘定科目あるいは資産負債項目

はないか 
     ○ 注記事項の中に異常値がないか 
     ○ 資産・負債の中に大きな前期比増減がある場合その理由は何か 
     ○ 流動比率・負債比率等の財務指標に異常値が無いか、あるいは大きな前期比変化

がある場合その理由は何か 
    ② 損益計算書 
     ○ 当初想定した適正な利益率を確保できているか 
     ○ 特別損益項目に異常値はないか 
    ③ キャッシュフロー計算書 
     ○ 営業キャッシュフローがプラスを維持できているか 
     ○ 財務キャッシュフローが当初計画と乖離していないか 
    ④ 利益金処分計算書（提出のある場合） 
     ○ 社外流出額が適正な範囲内か 
    ⑤ 税務申告書（提出のある場合） 
     ○ 企業会計と税務会計の差異から事業存続に影響する要因はないか 
    ⑥ 監査報告書・監査人による監査結果および指摘事項（提出のある場合） 
     ○ 適正な会計手続がなされているか 
     ○ 偶発債務・簿外債務等の存在が指摘され、財務健全性が脅かされてないか 
     ○ 事業の存続を脅かす異常事項が指摘されていないか 

ウ 職員の能力開発の必要性 
    ア及びイの評価に当たっては企業等の財務内容を審査する能力が必要となる。一

般に県職員のなかでこうした能力を備えている者は少ないと考えられることから、

企業等の財務の安全性をきちんと評価できる能力を開発することが求められる。 
 

(2) 専門家による評価 
   提出された財務書類の評価に際して専門家を活用する方法が考えられる。 
   第一に、財務分析の専門家である会計事務所、税理士事務所又はコンサルタント会

社等へ業務委託することが考えられる。実際、本県のＰＦＩ事業では、ＰＦI事業者の
経営の安定性等を評価するために、企業会計に精通しているコンサルタント会社へ財

務書類の分析を委託している。 
 第二に、財団法人神奈川中小企業センター等の県外郭団体へ委託することが考えら

れる。財団法人神奈川中小企業センターには中小企業診断士もおり、日頃から中小企

                                                  
３６ 民間資金等活用事業推進委員会「モニタリングに関するガイドライン」（平成 15年 6月 23日）・25頁。 
 また、他に中小企業基盤整備機構が財務数値を入力すると財務状況と経営危険度を無料で点検できる経

営自己診断システムを公開しているので（http://k-sindan.smrj.go.jp/crd/servlet/diagnosis.CRD_0100）、
このようなシステムを活用することも有用である。 
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業の財務に関する相談にも応じていることから、財務分析に関して専門的なノウハウ

を有している。 
 
４ 財務状況の評価結果の活用 
  前項で整理した評価方法にしたがって実際に評価を行った結果が芳しくない場合には

何らかの対応が必要となる。 
(1) 協議の場の設定 
  指定管理者の財務状況が悪化していると評価した場合には、まず、県と指定管理者

とが協議を行う場を設定することが必要となる。協議の場において、県は指定管理者

から悪化原因や今後の対応策について説明を受ける。また、より詳細な検討が必要な

ときには、追加資料の提出を求めることが必要となる３７。 
 
(2) 県による指導・助言 
 協議の場における指定管理者からの説明に合理性が認められない場合には、県が指

導・助言を行い、指定管理者の財務運営の健全化を図ることが必要となる３８。 
 ただし、指定管理者は県から独立した法人等であることから過度の干渉を避けるべ

きであり３９、また、県からの指導・助言に従った財務運営を図ったとしても、指定管

理者自らの健全な財務運営を行う責任が免責されるわけではない。 
 したがって、指定管理者は、県の指導・助言を尊重しつつ、財務運営の健全化に向

けた対応策を自己の責任で行うことが求められる。一方、県は、指定管理者に対して

過度に干渉することなく、指定管理業務の継続的な運営を主眼として合理的・客観的

な指導・助言を行う必要がある４０。 
 

                                                  
３７ 原則として指定管理業務に係る収支が健全であるか否かが問題となるが、指定管理者の法人全体の財務
状況が健全であるか否かが問題となる場合があり得るので、必要に応じて、指定管理者の法人全体の財務

書類の提出を求めることも必要となる。 
 なお、こうした場合の詳細な調査の内容として、口座の出入状況と各種帳簿書類の記載内容との突合、

備品台帳と現物との突合等を想定できる。 
３８ 本来的には、指定管理者が自律的な経営を行うことによって、コスト削減やサービス水準向上といった
民間活力を活かすことになる。しかしながら、指定管理者が公共サービスである指定管理業務を行う以上、

①審査段階で健全な経営基盤を有している者であることを審査し、②運営段階でも健全な経営基盤が維持

されているかを確認する必要がある。そこで、指定管理者の自律性と県の関与とのバランスが問題となる。 
 本稿においては次の事項を考慮し、指定管理者の財務運営に対して県が指導・助言を行うこととしてい

る。 
①指定管理者の破綻は、公共サービスの継続的提供に影響を与えることから、県の関心事であること 
②指定管理者制度は、「指定」という行政処分により公共サービスの提供を企業等に委ねる制度であり、行

政が一方的に法律関係を設定するもの（県が指定管理者に対して、指定管理業務を実施する権利・義務を

与えるもの）であること 
３９ ＰＦＩの場合にも、民間事業者に対する関与を必要最小限のものにすることに配慮しつつ、適正な公共
サービスの提供を担保するため、財務の状況についての報告書（選定事業の実施に影響する可能性のある

範囲に限る。）の提出を求めることとしている（「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事

業の実施に関する基本方針」三２(3)）。 
４０ なお、指定管理者が県主導第三セクターの場合には指定管理者に対する指導とは別に、「第三セクター
の指導、調整等に関する要綱」及び「第三セクター指導調整指針」に基づく指導が行われる。 
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(3) 新たなサービス提供体制への準備 
 指定管理者の財務状況が悪化し破綻した場合には、指定管理業務の継続が不可能と

なることから、直営又は新たな指定管理者によって、サービス提供を継続することが

必要となる。 
 直営により施設の維持管理や運営を行うためには人事異動、予算措置等の体制整備

を行うことが必要になる。また、新たな指定管理者の指定のためには、公募等の指定

のための手続を行うことが必要になる。すなわち、直営又は新たな指定管理者による

サービス提供を行までには一定の時間が必要となる。 
 県は、指定管理者の財務状況を評価し、財務状況の悪化の兆しを早期に発見するこ

とによって、指定管理者が破綻する前に、新たなサービス提供体制へスムーズに移行

する準備を整えることが必要となる。 
  

第４節 第三者機関による評価 
 指定管理業務のサービス水準の維持、サービス水準の向上及び財務状況のモニタリング

のために、以上のような仕組みを整えていく必要があると考えられる。これらの仕組みで

はいずれも県を実施者として想定しているが、現在、県機関に対する透明性・公平性が求

められるなか、指定管理者のモニタリングについても、指定管理業務の利害関係者以外で

ある第三者からの意見を反映することが有効と考えられる。また、指定管理業務に利害を

有さない専門家の意見を採り入れることによって、モニタリングに客観性を確保できるこ

とにもなる。 
 そのために、学識者、財務の専門家などをメンバーとした第三者機関を設置し、当該機

関が県全体の指定管理者のモニタリングについて意見を述べることが考えられる。 
 第三者機関から意見を聴取する対象として次のことが考えられる。 
 ① サービス水準の維持のために行う県のモニタリングについては、 
  ・ 県が行うモニタリングが適正であるかについての検証・評価 
  ・ 改善勧告、指定管理料の減額、指定の取消し等を行う際には専門的に見て当該ペ

ナルティを課すことが妥当であるかについての検証・評価 
 ② サービス水準の向上のために行う県のモニタリングについては、 
  ・ 利用者満足度調査の結果に対する指定管理者又は県の対応が適切であるかについ

ての検証・評価 
  ・ 苦情に対する県の対応は適切であるかの検証・評価 
 ③ 財務状況のモニタリングについては、 
  ・ 指定管理者の財務状況に危険性があるかについての検証・評価 
  ・ 指定管理者に対する県の指導・助言が適切であるかの検証・評価 
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第３章 個人情報保護について 
 

第１節 基本的な考え方 
  個人情報の取扱いについては、従前から顧客情報の紛失・漏えい等、安全管理のあり

方が問題となっている。また、近年の高度情報通信社会の進展に伴って、取り扱われる

個人情報の規模や事故による影響が増大する傾向にあり、指定管理者制度を導入する際

に注意を払わなければならない課題の一つである。 
  仮に、指定管理者が業務の実施に伴って取得した個人情報を紛失・漏えい等した場合

には、指定管理者のみならず、制度を導入した県の責任が問われることになる１。 
  また、施設利用者の立場からは、県による直営の時には個人情報の保護や権利侵害に

関して条例に基づく対応が図られていたのに、指定管理者制度により民間事業者等によ

る管理に移行したために個人情報の取扱いの水準が低下したのでは、利用に当たっての

不安が増大し、県への信頼を損ねる結果にもなりかねない２。 
  企業の社会的責任（ＣＳＲ）への関心の高まりと相まって、県に代わって「公の施設」

の管理権限を行使する指定管理者の責務は重いと言わざるを得ない。 
  そこで、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）や神奈川県

個人情報保護条例（以下「県個人情報保護条例」という。）において、指定管理者に求め

られる責務及び事業者としての取組を整理した上で、指定管理者が個人情報保護のため

に自らつくる「個人情報保護方針のイメージ」及び「個人情報保護規程（案）」を提示す

こととする。 
 

                                                  
１ 責任の一例としては、県個人情報保護条例第 14条は、指定管理者による個人情報の取扱いを適切に行わ
せるため、実施機関に必要な措置を講ずることを義務付けており、指定管理者が個人情報を紛失・漏えい

した場合、所管部局は責任を持って指揮監督を行うことになる。 
 また、賠償責任については、次の二つの考え方がある。①全てのケースについて国家賠償法第 1条に基
づき県が賠償責任を負うという考え方と②国家賠償法第１条が適用されないケースがあり、その場合には

指定管理者のみが賠償責任を負うという考え方である。 
 ①は、国家賠償法第１条にいう「公務員」は指定管理者を含むことから、指定管理者が「その職務を行

うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた時」にはすべて県に賠償責任が発生すると

解するものである（成田頼明監修『指定管理者制度のすべて』（2005）・113頁）。 
 一方、②は、「公権力の行使」の意味が、判例の大勢を占める広義説、すなわち「国又は地方公共団体の

作用のうち純粋な私経済的作用と国家賠償法第２条の対象である営造物の設置管理作用を除く全ての作

用」（宇賀克也『国家補償法』（1997）・25頁）とされていることから、指定管理者が行う指定管理業務の
うち「純粋な私経済的作用」によって利用者に損害を与えた場合には国家賠償法第１条は適用されず、指

定管理者自身が賠償責任を負う場合があると解するものである。 
 本稿では、どちらの解釈を採用すべきかを判断していない。昨今、地方公共団体の事務の民間化が進む

なか、他の制度（ＰＦＩ、地方独立行政法人、市場化テスト等）も含めた体系的な検討が望まれる。なお、

総務省が「地方公共団体における民間委託の推進等に関する研究会」においてこの問題を取り上げている

（平成 17年 6月 16日総務省報道資料）。 
２ 平成 15年７月 17日付総行行第 87号総務省自治行政局長通知において、指定管理者が管理を通じて得
た個人情報の取扱いについては、「その取扱いについて十分留意し、「管理の基準」として必要な事項を定

めるほか、個人情報保護条例において個人情報保護に関して必要な事項を指定管理者との間で締結する協

定に盛り込むことを規定する等必要な措置を講ずべきであること。また、指定管理者の選定の際に情報管

理体制のチェックを行うこと等により、個人情報が適切に保護されるよう配慮されたいこと。」としている。 
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第２節 個人情報保護法における事業者の責務 
１ 個人情報保護取扱事業者の義務 
  個人情報保護法の適用対象となる事業者（個人情報取扱事業者）は、同法施行令の規

定により、「その事業の用に供する個人情報データ-ベース等を構成する個人情報によって
識別される特定の個人の数の合計が過去６月以内のいずれかの日において５０００件を

超える者」となっている３。５０００件を超えるかどうかについては、指定管理業務によ

り直接取り扱うもののほか、指定管理者が他の事業のために保有する顧客や役員・従業

員等の情報の全てを合計して判断することとなるので、注意が必要である。 
  なお、個人情報取扱事業者の義務等をまとめたものが表１である。 
 
２ 個人情報保護に関する基本指針 
  個人情報保護法に基づいて定められた「個人情報の保護に関する基本方針（平成16年
４月２日閣議決定）」により、経済産業省をはじめ各省庁は、事業等の分野の実情に応じ

たガイドラインを策定・公表している。個人情報取扱事業者は、これらを遵守すること

が求められる。また、個人情報保護法の各条項の解釈等の細目については、これらのガ

イドラインに従って取り扱うことが求められる。 

                                                  
３ 個人情報保護に関する法律施行令（平成 15年 12月 10日政令第 507号）第２条 
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表１ 個人情報保護法における個人情報取扱事業者の義務等 
項  目 主 な 内 容 備 考 

○利用目的を具体的に特定し、その範囲での

み取扱いが可能（第15条第１項、第16条） 
主 務 大 臣 の 勧

告・命令 

○利用目的の変更は合理的範囲でのみ可能

（第15条第2項） 
 

１利用目的の

特定・公表 

○利用目的の本人への通知・公表、利用目的

の変更の場合も同様（第18条） 
２適正な取得 ○偽りその他不正手段による取得の禁止（第

17条） 

主 務 大 臣 の 勧

告・命令 

○情報を正確かつ最新の内容に保つよう努力

（第19条） 
 

○安全管理措置４（第20条） 
○従業者の監督（第21条） 
○委託先の監督（第22条） 

３適正管理、

利用、第三

者への提供 

○第三者への提供の制限（第23条） 
○保有個人データに関する事項の公表・本人

への通知等（第24条） 
○本人からの請求による情報の開示（第25
条） 

○本人からの請求による情報の訂正等（第26
条） 

４本人の権利

と関与 

○本人からに請求による情報の利用の停止等

（第27条） 

主 務 大 臣 の 勧

告・命令 

○本人からの請求に応じない場合の理由の説

明（第28条） 
 

○本人の開示等の求めに応じる手続（第29
条） 

 

５本人の権利

への対応 

○合理的範囲内での手数料の徴収と合理的額

の決定（第30条） 
主 務 大 臣 の 勧

告・命令 

 
 
 
個

人

情

報

取

扱

事

業

者

に

課

せ

ら

れ

る

義

務 

６苦情の処理 ○苦情の適切かつ迅速な処理と必要な体制の

整備（第31条） 
 

   注 命令に違反した者は、６月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
 

 

 

                                                  
４ 「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」（平成 16年 10月）
によると、安全管理措置を行うためには、「組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理措置を講じなけれ

ばならない。」とされている。具体的には、安全管理について従業者（法第 21条参照）の責任と権限を明
確に定め、安全管理に対する規程や手順書（以下「規程等」という。）を整備運用し、その実施状況を確認

する組織的安全管理措置、従業者に対する、業務上秘密と指定された個人データの非開示契約の締結や教

育・訓練等を行う人的安全管理措置、入退館（室）の管理、個人データの盗難の防止等の物理的安全管理

措置、個人データ及びそれを取り扱う情報システムへのアクセス制御、不正ソフトウェア対策、情報シス

テムの監視等、個人データに対する技術的安全管理措置となっている。 
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第３節 県個人情報保護条例における個人情報保護 
 次に、県個人情報保護条例が規定する実施機関の義務と、指定管理業務に従事する者の

義務及び責務について整理し、指定管理者の個人情報管理のあるべき姿を検討することと

する。 
 
１ 実施機関の義務 
  県個人情報保護条例により実施機関（知事等の執行機関及び議会）に課せられている

義務には次のようなものがある。 
  ① 取扱いの制限（第６条） 

    思想、信条及び宗教等のセンシティブ情報の取扱いの禁止 
  ② 個人情報取扱事務の登録（第７条） 
    個人情報を取り扱う事務の名称、概要、事務を所管する組織等事務の目的・内容

等の明確化 
  ③ 個人情報の収集の制限（第８条） 
    目的を明確にした上で目的達成に必要な限度を超えないこと。適法かつ公正な手

段で原則本人からの収集 
  ④ 個人情報の利用及び提供の制限（第９条） 

取扱いの目的以外の利用、提供の原則禁止 
  ⑤ 個人情報のオンライン結合による提供の制限（第10条） 
    公益上の必要性があり、かつ、個人の権利利益侵害のおそれがない場合に限り、

審議会の意見を聴いた上でインターネットホームページ等により個人情報を提供 
  ⑥ 個人情報の安全性、正確性等の確保措置（第11条） 
    個人情報の適切な管理と正確、完全かつ最新な状態での保管 
  ⑦ 個人情報取扱事務等を委託する際の措置（第13条） 
    受託者が講ずべき措置の委託契約での明確化 
  ⑧ 指定管理者による個人情報の取扱い（第14条） 

 指定管理者が業務を通じて取得した個人情報を適切に取り扱わせるための措置を

実施機関に義務付け 

  ⑨ 廃棄（第 16 条） 

    必要のなくなった個人情報の確実かつ速やかな廃棄 

  ⑩ 苦情処理（第17条） 
    苦情に対する迅速かつ適正な処理 
   
   また、個人情報の本人に対して、自己情報のコントロール権の確保の観点から次の

ような権利を定めるとともに、実施機関に対して義務を課している。 
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   ① 自己情報の開示請求権５（第18条） 

     実施機関が保有する自己の情報の開示を求める権利 
      → 個人情報の開示義務（第20条） 
        開示請求に係る開示・不開示の決定６（第22条） 
   ② 自己情報の訂正請求権（第27条） 

     実施機関が保有する自己の情報の誤りがある場合に情報の訂正を求める権利 
      → 個人情報の訂正義務（第29条） 
        訂正請求に係る訂正・不訂正の決定７（第31条） 
        個人情報提供先への通知（第33条） 
   ③ 自己情報の利用停止請求権（第34条） 

     実施機関が条例の規定に違反して情報を利用・提供・保存されている場合に自

己の情報の利用の停止、消去又は提供の停止を求める権利 
      → 個人情報の利用停止の義務（第36条） 
        利用停止の請求に対する決定８（第38条） 
   ④ 実施機関の決定に対する不服申立て（第40～第44条） 

     実施機関が行った開示請求に係る決定、訂正請求に係る決定、利用停止請求に

係る決定に対する不服申立てがあった場合は、神奈川県個人情報保護審査会に諮

問し、審査会の議を経て決定、裁決を行う。 
 
   以上、実施機関の責務、義務、本人の権利等を図で整理すると、次のようになる。 

                                                  
５ 情報開示に当たって写しの交付に要する経費は請求者の負担となる。（条例第 26条） 
６ 開示、不開示の決定は、請求のあった日から起算して 15日以内にしなければならない（条例第 22条）。
ただし、事務処理上困難な場合に限り 45日以内で延長することができ（同条第４項）、さらに情報が大量
である場合等で 60日以内に決定することにより事務に著しい支障が生じる場合は相当期間内で決定すれ
ば足りる（同条第５項）。 
７ 訂正、不訂正の決定は、請求のあった日から起算して 30日以内にしなければならない（条例第 31条）。
ただし、事務処理上困難な場合に限り 45日以内で延長することができ（同条第４項）、さらに情報が大量
である場合等で 60日以内に決定することにより事務に著しい支障が生じる場合は相当期間内で決定すれ
ば足りる（同条第５項）。 
８ 前注参照 
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    図１ 個人情報保護措置の概要 
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２ 指定管理業務に従事する者の義務  
  指定管理者が個人情報保護法に基づく個人情報取扱事業者に該当すれば、第２節で整

理したような義務を負うことになるが、これに該当するしないにかかわらず、指定管理

業務に従事する者は、県個人情報保護条例第15条による個人情報の漏えい・不正使用を
してはならないという義務を負う。 

  また、正当な理由なく個人の秘密に属する事項が記録された行政文書９を提供した場合

には、２年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられ、行政文書に記録された個人情
報を、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供又は盗用した場合には、１年

以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる（県個人情報保護条例第63条、第64条）。 
  したがって、指定管理者は、単に業務の実施者としてのみならず、行政文書を扱う行

政権能の一部を担う者として、自らの従事者が行う個人情報の取扱いに関して適切かつ

厳正な措置を取ることが求められる。 

                                                  
９ ここでいう「行政文書」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するた
めに特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもののことであ

り、その全部又は一部を複製し、又は加工したものが含まれる。 
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  そこで、このような考え方から指定管理者自らの努力と責任において、個人情報保護

にどのように取り組むべきか、それを県としてどのように評価すべきかということを次

項において整理することとする。 
 
３ 指定管理者の責務（指定管理者自らの努力と責任） 
  一般に事業者が、個人情報保護法又は各省庁が定めたガイドラインの対象となる事業

者である場合は、それらの規定に従う。それ以外の事業者である場合は、具体的に個人

情報の取扱いに関して必要な措置を講ずる際のよりどころがない。そこで、県では、県

個人情報保護条例第47条の規定に基づいて「事業者が保有する個人情報の取扱いに関す
る指針」１０を作成し、公表している。 
 指定管理者が個人情報保護法又は各省庁のガイドラインの対象事業者でない場合、こ

の指針に沿って、個人情報の保護に取り組むことが望ましい。 
 
   表２ 事業者が保有する個人情報の取扱いに関する指針の概要 

 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
   ①個人情報の利用目的の特定等  ・利用目的の特定・公表 
  

  

  

  

  

  

  

                 ・各省庁ガイドラインの遵守 
                 ・不正取得の禁止 
 ②個人情報の利用目的による制限 ・事前に本人了解を得ない利用目的を超えた利用の制限 
 ③個人情報の第三者提供の制限  ・本人の同意のない個人情報の第三者への提供の制限 
 ④個人データの適正管理     ・データの最新性、データの安全管理措置 
                 ・委託者の適切な管理 
                 ・必要のなくなった個人情報の適切な廃棄 

    ⑤保有個人データの開示等    ・本人からの開示請求等への適切な対応 
    ⑥責任体制の整備        ・個人情報管理者の指名 
    ⑦財政援助団体の率先 

個
人
情
報
保
護
の
た
め
の
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要
な
措
置  

 
 
 
   なお、この指針によると、県が出資その他の財政上の援助を行う団体（財政的援助

団体）に対しては、個人情報保護に関して県が実施する施策に留意しつつ、他の事業

者に率先して積極的に個人情報保護に努めることとされていることから、指定管理者

が県の出資している第三セクター等の場合には、個人情報保護に関してより積極的な

対応が求められることになる。 
一方、指定管理者が、県から財政的な援助を受けていない民間事業者の場合１１にあ

っては、こうした率先性を県の指針は要求していないが、指定管理者として、「公の施

設」の管理代行を行うという観点から考えると、 

                                                  
１０ 平成２年 10月１日に作成し、公表。その後平成 12年４月１日の改正を経て、今般、個人情報保護法
の制定、各省庁ガイドラインの策定を踏まえて、平成 17年４月１日に改正が行われ、公表されている。 
１１ 単にサービスの対価として指定管理料の支払を受けるだけでは、財政的な援助には当たらないと考えら
れるが、指定管理者として一般の事業者以上に重い責務を負っていると考えるべきことは本文記載のとお

りである。 

 63



 

① 仮に個人情報の漏えいや不正利用があった場合には「公の施設」の設置条例に

より指定の取消し事由となること 

② 条例により従事者に対して厳しい罰則が適用されること 
③ 第三者に損害を生じさせた場合には国家賠償法第１条の適用の可能性があり、

県が賠償責任を負う可能性があること 

を考慮して、実施機関が負っている義務と同等の義務を負わせるべきであるという議

論もあり得る。 
このような考え方に立って、指定管理者の個人情報保護に関する取組については、

指定管理者の選定に際して評価項目として厳正に評価し、積極的な取組が見られる事

業者には選定に当たり加点する等の対応をすべきであるとともに、後述するように指

定管理者と締結することになる協定等で、指定管理者に個人情報保護に関する率先し

た対応を求めることが適当と考えられる。 
なお、個人情報保護に関する取組として、例えば、 
① JISQ15001に基づく「個人情報保護」管理能力強化のためのマネジメントシステ

ムの構築 

② プライバシーマーク（Ｐマーク）の取得 

  が考えられる。こうした制度の活用を指定管理者に働きかけることも考えられる。 
 
第４節 基本協定書等における個人情報の保護 
１ 基本的な考え方 
  これまで、個人情報保護法、県個人情報保護条例、県が作成した個人情報の取扱いに

関する指針に基づき、主に事業者として個人情報保護にどのように取り組むのかについ

て整理してきた。 
  こうした整理に基づき、条例における規定、基本協定書における規定を検討する。 
 
２ 条例における規定 
  指定管理者制度における個人情報保護に関しては、「公の施設」の設置条例１２に指定管

理業務の管理の基準として、例えば「指定管理業務に関連して取得した個人に関する情

報を適切に取り扱うこと」と定め、この基準を遵守しない場合を取消事由にすることが

ある。 
  なお、県個人情報保護条例第14条の規定により実施機関が指定管理者に対して個人情
報保護のために講じなければならない必要な措置とは、個人情報保護に関し「公の施設」

の設設置条例に規定したり、協定書等に記載したりするなどの全ての措置が含まれる。 
 
 
 
 

                                                  
１２ 指定管理業務に関して通則条例を定める場合にあっては、当該条例に規定する方法もある。 
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３ 基本協定書における規定 
  「公の施設」の設置条例、個人情報保護条例の規定内容（基本的事項としての個人情

報の適切な取扱い事項）を踏まえ、基本協定書で規定する事項を整理すると、およそ次

のような項目が考えられる。 
  【基本協定書における規定事項】 
   ① 秘密の保持  
     指定期間中、指定管理業務の実施に関し知り得た個人情報の漏えいの禁止 

指定期間終了後、又は指定の取消しを受けた場合も同様とすること 
   ② 関係法令等及び県の指示の遵守 
     個人情報保護法、県個人情報保護条例等関係法令を遵守すること及び県の指示

１３に従うこと 
   ③ 収集の制限 
     指定管理業務の遂行に当たり個人情報を取得するときは、指定管理業務の遂行

の目的の範囲内で、適法かつ公正な手段で行うこと 
   ④ 利用目的の特定及び制限 
     指定管理業務の遂行に当たり取得した個人情報を、本人の同意及び県の指示又

は承諾を得ることなしに指定管理業務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に

提供しないこと 
   ⑤ 委託の原則禁止 
     指定管理業務の遂行に当たり個人情報を処理する場合は、指定管理者自ら行い、

原則として第三者に委託しないこと１４

   ⑥ 複写、複製の禁止 
     指定管理業務を遂行するに当たり、県から提供された個人情報が記録された資

料等を県の承諾なしに複写、複製しないこと 
   ⑦ 県による調査への協力、勧告 
     指定管理業務の遂行に関わる個人情報の取扱いに関し県が行う随時の調査に協

力し、県は必要な勧告を行うこと 
   ⑧ 資料等の返還 
     指定管理業務の終了又は指定管理業務を取り消された場合には、県から指定管

理業務の遂行に関し提供された個人情報が記載された資料及び指定管理期間中自

らが収集、作成した個人情報が記載された資料等を直ちに県に返還すべきこと又

は県の指示に従った処理を行うこと 
   ⑨ 個人情報の適正管理 
     指定管理業務の遂行により知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止、

本人からの開示請求及び苦情への適切かつ迅速な対応その他個人情報の適正な管

                                                  
１３ 県の指示には、例えば神奈川県が作成した「事業者が保有する個人情報の取扱いに関する指針」に基づ
くものが考えられる。 
１４ この部分については、委託を認める方向で第三者に委託する場合にあっては、個人情報の安全管理が図
られるように指定管理者の必要かつ適切な管理を義務づけるととともに、必ず県の承認のもとに行わせる

という考え方もある。 
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理のために個人情報の取扱規程等を作成し、県の承認を得るとともに、利用者に

公表すること１５

   ⑩ 本人からの情報開示請求に関わる費用の負担 
     開示請求に応じて個人情報が記載された資料等の写しを交付する場合の当該写

しの交付に要する費用の負担を定めること１６

 
   こうした項目を以下に基本協定書の条項案として示す。 
 

個人情報保護に関わる基本協定書の条項案 

第○条 乙（※指定管理者を指す。以下同じ。）は、管理業務を行うに当たり、個人情報を

取り扱う場合は、知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この指

定の期間が終了し、又は指定の取消しを受けた後においても同様とする。 
２ 乙は、管理業務を行うに当たり、個人情報を取り扱う場合は、関係法令の規定に従う

ほか、甲（※神奈川県を指す。以下同じ。）が定めた「事業者が保有する個人情報の取扱

いに関する指針」その他甲の指示を受けて適切に取り扱うものとする。 
３ 乙は、管理業務を行うに当たり個人情報を収集するときは、本協定の目的を達成する

ために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 
４ 乙は、管理業務を行うに当たり収集、作成した個人情報を、甲の指示又は承諾を得る

ことなしに本協定の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 
５ 乙は、甲が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委

託してはならない。 
６ 乙は、甲が承諾した場合を除き、管理業務を行うに当たり、甲から提供された個人情

報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 
７ 乙は、個人情報の取扱いの状況について甲が随時の調査を実施する場合には協力しな

ければならない。 
８ 前項の調査の結果、甲は、個人情報の取扱いが不適正と認められるときは、必要な勧

告を行うことができる。この場合、乙は、甲の勧告に誠実に従うものとする。 
９ 乙は、管理業務を行うに当たり、甲から提供を受け、又は自らが取得し、若しくは作

成した個人情報が記録された資料等を、この指定の期間が終了し、又は指定の取消しを

受けた後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したとき

は、その指示に従うものとする。 
10 乙は、指定管理業務の遂行により知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止、
並びに本人からの開示請求及び苦情への適切かつ迅速な対応その他個人情報の適正な管

理の確保を図るために、個人情報の取扱規程等を作成し、公表するものとする。 

                                                  
１５ この部分については、具体的な方法を明示せず、個人情報に適正な管理のために必要な措置を講ずるこ
とといった規程にするという考え方もある。 
１６ 費用負担に関しては、想定される開示件数との関係で、本人負担とすることも事業者負担とすることも
可能であるが、請求者に対する予見性の観点から、基本協定書で基本的な考え方を決定するとともに、指

定管理者自らが策定する取扱規程等に規定しておくべきと考えられる。また、費用負担は、事業者自らが

当該自治体の条例における規定との整合も考慮し、決定すべきものと考えられる。 
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11 前項の個人情報の取扱規程等を定めるに当たっては、乙は、甲と協議するものとする。
当該個人情報の取扱規程等を変更する場合も同様とする。 

12 利用者本人からの開示請求に際して、個人情報の記載された資料等の写しの交付を行
うに当たって、当該写し等の交付に要する費用の負担を利用者本人に求める場合にあっ

ては、その旨を第10項の個人情報の取扱規程等に定めなければならない。 
 
第５節 指定管理者が定めるべき個人情報取扱規程等 
 次に、前節で示した基本協定書の条項案を踏まえて、指定管理者として定めるべき個人

情報取扱規程等について検討する。指定管理業務は単なる業務の委託ではなく、行政事務

の代行という性格を有していることから、「公の施設」の利用者にとって、「民間の事業者

に管理が移行して、利便性は向上したものの、個人情報保護等について適切な対応がとら

れていない」という状況が生じた場合には、指定管理者制度に対する信頼を揺るがせかね

ない。 
 そこで、指定管理者として、個人情報保護に関わる基本的な考え方を対外的に公表し、

実際に指定管理業務に当たる従業員全員に周知徹底し、適正な管理に当たらせることによ

り、指定管理者に対する社会的信頼感の向上を図ることが必要である。 
 

１ 指定管理者としての個人情報保護方針（プライバシーポリシー）の策定 
 このような観点から、指定管理制度を運用する県としては、指定管理者に対して、まず、

事業者としての個人情報保護方針を策定・公表することを指導することが重要である。 
 なお、この個人情報保護方針（プライバシーポリシー）の策定は、先に記述したＪＩＳ

Ｑ１５００１において、事業者に求められている基準であるが、国の「個人情報の保護

に関する基本方針」においても個人情報取扱事業者が講ずべき措置の一つとして位置付

けられている。 
 以下に、指定管理者が策定する「個人情報保護方針」のイメージを示す１７。 

                                                  
１７ 日本国際規格コンサルティング『よくわかるＪＩＳＱ１５００１』（2002）・59頁を参考に作成 
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指定管理者が策定すべき個人情報保護方針のイメージ 

 

個人情報保護方針 

 ○○○株式会社（財団）では、○○○県から○○施設の指定管理業務の指定を受け、

○○年から○○年まで、当該施設の管理運営を○○県に代行して行うに当たり、社会

的責任を認識し、個人情報の保護、個人情報に関する法規制その他の規範を遵守し、

事業を行うために、次の方針を制定します。 

 

■ 個人情報保護方針 

１ 個人情報は指定管理業務に必要な範囲に限定して取得・利用・提供します。 

２ 個人情報への不正なアクセス、又は、破壊、漏えい等の危険性に関しては、合理

的な安全対策を講じます。 

３ 個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守します。 

４ 個人情報の取扱いは、適時、適切に見直しを行い、適切に管理します。 

５ 本方針は、指定管理業務を行う全従業員（全職員）に配布して周知させます。ま

た、従業員各自の教育、啓発に努め、個人情報保護意識の高揚を図ります。 

 

                         平成○年○月○日（指定管理業務の開始日） 

                                   ○○○株式会社（財団） 
                                    社長（理事長）  ○ ○ ○ ○ 

定管理者が策定する個人情報取扱規程 
公の施設」の設置条例、基本協定書、個人情報保護方針で示した内容を組織内の実

面から担保するのは、指定管理者が策定する「個人情報取扱規程」である。 
こに、盛り込むべき内容としては、次のような項目１８が考えられる。 
 規程の目的・趣旨 
 基本協定書において規定した個人情報保護に関する事項（但し、地方公共団体の

調査、勧告に係る規定を除く。）－適正管理に関する事項 
 本人（代理人を含む）の開示請求、訂正・追加・削除及び利用の停止の請求に対

する対応（及び手続１９） 
 苦情への対応 
 責任体制 

                                       
を洗い出すに当たっては、情報公開課が作成した県の出資団体に対する個人情報保護規程、知事が

個人情報に関する神奈川県個人情報保護条例施行規則を参考にした。 
請求に関わる各種様式を含む。）については、個人情報取扱規程に規定することも可能であるが、

が大部になり利用しにくくなることも考えられることから、別に、細目等を定めて規定する方が

。（久保光太郎『個人情報保護法対策ハンドブック』（2005）・213頁以下参照） 
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  ⑥ その他（指定管理者としての社会的責任に起因する率先性） 
 
  これらの項目について、指定管理者の個人情報保護規程（案）としてまとめたものを

次のとおり示す。この規程案は個人情報の保護に関する基本的な内容を示したものに過

ぎず、実際には、この規程を運用するための様式や手続を定めた細目、さらには指定管

理業務の細目ごとの個人情報の保護に関わる留意点、相談等があった場合の具体的な対

応方法・行動方法などを規定したマニュアルを、当該施設の特性に応じて整備していく

ことが必要である。 
  

○○株式会社（財団）の指定管理業務の実施に係る個人情報保護規程（案） 

 
（目的） 
第１条 この規程は、高度情報通信社会において、個人の尊厳を保つ上で個人情報の

保護がきわめて重要であること、及び地方自治法第２４４条の２の規定に基づく指

定管理者制度の公共性にかんがみ、○○株式会社（以下「当社（当財団）」という。）

が県の指定を受けて行う○○施設の指定管理業務（以下「指定管理業務」という。）

に関し、取得、管理する個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることを

目的とする。 
 
（定義） 
第２条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、個人情報の保護に関する法律

第２条に定めるところによる。 
(1) 個人情報 
(2) 個人データ 
(3) 保有個人データ 
(4) 本人 

 
（当社（当財団）の責務） 
第３条 当社（当財団）は、指定管理業務に関して取得、管理する個人情報の保護に

努めるとともに、個人情報の保護のための県の施策に協力するものとする。 
 
（取扱いの制限） 
第４条 当社（当財団）は、思想、信条、人種その他の特に慎重を要する個人情報の

取扱いについては、○○省（庁）ガイドラインの規定の例による。 
（※ 所管省庁のガイドラインにこのような定めがない場合は、本条を置かない。） 
 
（利用目的の特定） 
第５条 当社（当財団）は、指定管理業務に関して個人情報を取り扱うに当たっては、

その利用の目的（以下「利用目的」という。）をできる限り特定するものとする。 
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（利用目的による制限） 
第６条 当社（当財団）は、法令に基づく場合等を除くほか、あらかじめ県の指示又

は承諾並びに本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人

情報を利用しないものとする。 

 

（取得の制限） 
第７条 当社（当財団）は、指定管理業務に関して個人情報を取得するときは、利用

目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得するものと

する。 
 
（利用目的の公表） 
第８条 当社（当財団）は、原則として、個人情報を取得した場合は、あらかじめ、

その利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を公表するもの

とする。 
 
（第三者提供の制限） 
第９条 当社（当財団）は、法令に基づく場合等を除くほか、あらかじめ県の指示若

しくは承諾又は本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとす

る。 
 
（個人データの適正管理） 
第10条 当社（当財団）は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを
正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。 
２ 当社（当財団）は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の
個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。 
３ 当社（当財団）は、その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人
データの安全管理が図られるよう、当該従業者（職員）に対する必要かつ適切な監

督を行うものとする。 
 
（個人データ処理の委託） 
第11条 当社（当財団）は、個人データの処理は自ら行い、県が承諾した場合を除き、
第三者にその処理を委託しないものとする。 
２ 当社（当財団）は、前項の承諾に基づいて、個人データの取扱いの全部又は一部

を委託する場合は、当該個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に

対する必要かつ適切な監督を行うものとする。 
 
（資料の複写及び複製の禁止） 
第12条 当社（当財団）は、県が承諾した場合を除き、指定管理業務に関して県から
提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製しないものとする。 
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（県が行う調査への協力） 
第13条 当社（当財団）は、県が随時に実施する、当社（当財団）の指定管理業務に
関して取り扱っている個人情報の状況に関わる調査に協力するものとする。 
２ 前項の調査の結果、県が行う勧告に当社（当財団）は誠実に従うものとする。 
 
（従業者（職員）の義務） 
第14条 当社（当財団）は、個人データの取扱いに従事する従業者（職員）が、指定
管理業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目

的に使用することのないよう、十分な注意を払いつつ、指定管理業務を行うものと

する。 
 
（指定管理業務の終了等に伴う個人情報の処理） 
第15条 当社（当財団）は、指定管理業務を行うに当たり、県から提供を受け、又は
自らが取得、作成した個人情報が記録された資料等を、指定の期間が終了し、又は

指定の取消しを受けた後直ちに県に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、県

が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 
 
（個人データの廃棄） 
第16条 当社（当財団）は、保有する必要のなくなった個人データは、確実に、かつ、
速やかに廃棄するよう努めるものとする。 

 
（保有個人データの開示義務） 
第17条 当社（当財団）は、本人（正当な権限を有する代理人を含む。）から、指定管
理業務に関して取得した保有個人データの開示を求められたときは、本人又は第三

者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合などを除き、原

則として本人に対し、遅滞なく、（※請求の日から起算して○日以内に）当該保有個

人データを開示するものとする２０。 
 
（費用の負担） 
第18条 当社（当財団）は、前条の規定による開示をするに当たり、文書（複写した
ものを含む。）その他のものの写しを交付する場合にあっては、当該写し等の交付に

要する費用は、請求者の負担とする。 
 （※費用負担を求めない場合は、この規定は必要ない。） 
 
（保有個人データの訂正等） 
第19条 当社（当財団）は、本人から、当該本人が識別される指定管理業務に関して

                                                  
２０ この他に開示に関わる手続として、①請求方法（窓口での請求、郵送による請求、閲覧請求、視聴請求）
及び様式、本人確認のための提出書類、②代理人の請求手続及び様式、代理人の権限確認のための書類、

③開示請求に関わる決定（開示決定、一部開示決定、非開示決定）手続及び様式、決定に関わる異議の申

立て手続様式、④請求から決定に関わる期間を定めた場合の延長規定、などを規定することが考えられる。 
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取得した保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人デー

タの内容の訂正、追加又は削除（以下「訂正等」という。）を求められた場合には、

その内容の訂正等に関して法令の規定により特別の手続が定められている場合を除

き、利用目的の達成に必要な範囲内で、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基

づき、（※請求の日から起算して○日以内に）当該保有個人データの内容の訂正等を

行うものとする２１。 
 
（保有個人データの利用停止等） 
第20条 当社（当財団）は、本人から、当該本人が識別される指定管理業務に関して
取得した保有個人データが利用目的による制限に反して取り扱われているという理

由又は偽りその他不正な手段により取得されたものであるという理由によって、当

該保有個人データの利用の停止又は消去を求められた場合であって、その求めに理

由があることが判明したときは、原則として、違反を是正するために必要な限度で、

遅滞なく、（※請求の日から起算して○日以内に）当該保有個人データの利用の停止

又は消去を行うものとする。 
２ 当社（当財団）は、本人から、当該本人が識別される指定管理業務に関して取得し
た保有個人データが第三者提供の制限に反して第三者に提供されているという理由

によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、

その請求に理由があることが判明したときは、原則として、遅滞なく、当該保有個

人データの第三者への提供を停止するものとする２２。 
 
（責任体制） 
第21条 当社（当財団）は、この規程に定められた内容の実効性を確保するため、従
業員（職員）のうちから指定管理業務に関して取り扱う個人情報の管理者を指名す

る。 
２ 前項の個人情報の管理者は、この規程に定められた事項を遵守するとともに、当社
（当財団）が指定管理業務に関して保有する個人情報の取扱いに係る規程等の整備

や個人情報の取扱いに従事する者に対する研修の実施等、必要な措置を講ずるもの

とする。 
 
（苦情の処理） 
第22条 当社（当財団）は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に

                                                                                                                                                  
２１ この他に訂正等に関わる手続として、①請求方法（窓口での請求、郵送による請求、閲覧請求、視聴請
求）及び様式、本人確認のための提出書類、②代理人の請求手続及び様式、代理人の権限確認のための書

類、③訂正等の請求に関わる決定（訂正等・否訂正等の決定）手続及び様式、決定に関わる異議の申立て

手続様式、④ 請求から決定に関わる期間を定めた場合の延長規定、などを規定することが考えられる。 
２２ この他に利用の停止等に関わる手続として、①請求方法（窓口での請求、郵送による請求、閲覧請求、
視聴請求）及び様式、本人確認のための提出書類、②代理人の請求手続及び様式、代理人の権限確認のた

めの書類、③利用の停止等の請求に関わる決定（停止等・否停止等の決定）手続及び様式、決定に関わる

異議の申立て手続様式、④請求から決定に関わる期間を定めた場合の延長規定、などを規定することが考

えられる。 
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努めるものとする。 
 
（委任） 
第23条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に代表取締役（理事長）が定める。 
 

附 則 
この規程は、平成○年○月○日から施行する。 
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第４章 基本協定書等の例 
 前章までの検討内容を基本協定書又は年度協定書に反映する必要がある。ここでは、第

１節で基本協定書の例、第２節で年度協定書の例を提示する。 
 
第１節 基本協定書の例 
 指定管理者制度は様々な形態を取り得ることから、指定管理者制度が導入されるすべて

の施設に共通の基本協定書を作成することは困難である。そこで、ここでは一般的な施設

を想定し、基本協定書の例を作成しており、次の事項に留意が必要である。 
 ① 福祉施設又は医療施設については、指定管理業務に対しても規律密度の高い法令等

の規律が働くことから、適用される法令と重複する条項については省略することも可

能である。 
 ② 以下に示す基本協定書の例には、指定管理者が自主事業を行う場合に必要となる規

定を含んでいないので、自主事業を行う施設については個別の検討が必要である。 
 

○○施設の管理に関する基本協定書１

 
神奈川県（以下、「甲」という。）と○○法人○○○○（以下、「乙」という。）とは、○

○施設管理条例（昭和○○年神奈川県条例第○○号。以下「条例」という。）第○条第○項

の規定により、○○施設の指定管理業務について、次のとおり協定を締結する。 
 
第１章 総則 
（協定の目的） 
第１条 本協定（本協定の附属書類としての仕様書を含む。以下同じ。）は、○○施設の指

定管理業務（以下「管理業務」という。）について、必要な事項を定めることを目的とす

る。 
 
（公共性及び民間事業の趣旨の尊重）２

第２条 乙は、○○施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び指定管理者が行う管理

業務の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとす

る。 
２ 甲は、管理業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十

分に理解し、その趣旨を尊重するものとする３。 

                                                  
１ 基本協定書の性質は、「指定自体は行政行為であり別に契約を結ぶ必要はないが、管理業務の実施に当た
っての詳細な事項は両者による協議で定めるもので、この場合は両者で協定等を締結することが適当」（成

田頼明監修『指定管理者制度のすべて』（2005）・110頁）とされている。 
２ 三菱総合研究所パブリックビジネス研究会「指定管理者標準協定書（第１版）の解説」（平成 17年 3月
24日）・2頁では、「指定管理者を通じた事業の実施には、公共性の確保と利益創出という相反する側面を
有するため、両者のバランスを適切に保つ必要がある。特に地方公共団体は、指定管理者（特に民間企業）

が主として利益の創出をその存在理由とするものであること、また過大な役割やリスクを負担させた場合

には事業撤退や倒産という事態が発生しうることをきちんと認識しておく必要がある。」としている。 
３ 指定管理者が公益法人の場合には、本項を削除することも可能である。 
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（信義誠実の原則）４

第３条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、本協定を誠実に履行しなければならな

い。 
 
（用語の定義） 
第４条 本協定で用いる用語の定義は、次の各号のとおりとする。 
 (1) 「指定開始日」とは、神奈川県告示第○号において告示した指定期間の開始日のこ

とをいう。 
(2) 「指定管理料」とは、甲が乙に対して支払う管理業務の実施に関する対価のことを
いう。 

(3) 「仕様書」とは、第７条第２項に規定する管理業務において満たさなければならな
い条件のことをいう。 

(4) 「提案書」とは、指定管理者の公募に当たり、乙が提出した業務提案書のことをい
う。 

(5) 「年度協定書」とは、本協定に基づき、甲と乙が指定期間中に毎年締結する協定の
ことをいう。 

(6) 「不可抗力」とは、天災（地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊
等）、人災（戦争、テロ、暴動等）及びその他甲並びに乙の責めに帰すことのできな

い事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。 
(7) 「制度等の変更」とは、法令等（すべての法律、法規、条例及び正規の手続を経て
公布された行政機関の規程をいう。）の変更、税制度の変更のうち管理業務の実施に

関して影響を与えるものの変更をいう。 
(8) 「政治又は行政上の理由による管理業務の変更」とは、政治、行政上の理由から管
理業務の継続に支障が生じた場合に、管理業務の内容等を変更することをいう。 

(9) 「募集要項」とは、指定管理者募集要項のことをいう。 
(10) 「募集要項等」とは、募集要項本体、募集要項添付資料（仕様書を含む。）及びそ
れらに係る質問回答のことをいう。 

(11) 「利用料金」とは、管理施設の利用の対価として、利用者が乙に支払い、乙の収入
となる施設利用料のことをいう。 

 
（管理物件） 
第５条 管理業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。）は、管理施設と管理物品

からなる。管理施設及び管理物品の内容は、別表１及び２のとおりとする５。 
２ 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。 
                                                  
４ 三菱総合研究所パブリックビジネス研究会「指定管理者標準協定書（第１版）の解説」（平成 17年 3月
24日）・2頁では、「信義誠実の原則は一般的であるが、ここでは特に地方公共団体と指定管理者が対等な
立場に立って協力し、管理業務等を実施することを明記した。」としている。 
５ 別表１については、その変更が「仕様書」の変更を伴うケースが多いと考えられることから基本協定書
の附属書類としたが、別表２については、施設によっては年度ごとの変更が必要となる場合もあるので、

年度協定書の附属書類とすることも考えられる。 

 76



 

 
（協定期間） 
第６条 本協定の期間は、協定締結日から指定期間の終了日である平成○年○月○日まで

とする。ただし、第 16条、第 17条、第 18条、第 30条、第 52条、第 53条及び第 54
条に基づき乙が負担する義務は本協定が終了後も存続するものとする。 

 
第２章 業務範囲 
（管理業務の内容等） 
第７条 乙が行う管理業務の内容は、次（別紙１）の各号のとおりとする。 
 ＜例示＞ 
 (1) 施設の維持管理に関する業務 

※仕様書で詳細を定める。 

  ア 施設における各設備の保守、清掃業務 
  イ 施設で使用する消耗品の調達及び管理業務 
  ウ 施設における利用者の案内、備品の貸出業務 
  エ ・・・ 
  オ ・・・ 
 (2) 施設の利用承認に関する業務 
     ・・・ 

(3) 利用料の徴収に関する業務 
     ・・・ 
 (4) ○○事業の実施に関する業務 
    ・・・ 
２ 前項各号に掲げる業務の細目及び乙が管理業務を実施するに当たって満たさなければ

ならない条件は、仕様書に定めるとおりとする６。 
 
（甲が行う業務の範囲）７

第８条 次の業務については、甲が自らの責任と費用において実施するものとする。 
＜例示＞ 
（１）施設の目的外使用許可 
（２）管理施設の修繕業務（１件当たり○万円以上のものに限る。） 
 
（管理業務の内容及び仕様書の変更）８

                                                  
６ 三菱総合研究所パブリックビジネス研究会「指定管理者標準協定書（第１版）の解説」（平成 17年 3月
24日）・3頁では、「仕様書は、できるだけ具体的かつ詳細に規定するのが望ましい。」としている。第２章
で述べたとおり、仕様書はモニタリングの基準となることから、できる限り具体的に規定することが必要

となる。 
７ 三菱総合研究所パブリックビジネス研究会「指定管理者標準協定書（第１版）の解説」（平成 17年 3月
24日）・3頁では、「指定管理者が行う業務だけでなく、地方公共団体が行う業務についても明記しておく
必要がある。」としている。 
８ 指定期間が長期に及ぶ場合には仕様書等に変更の必要が生じることが想定されること、また、指定期間
が短期であっても仕様書等にある程度の柔軟性を確保する必要性があることから、管理業務と仕様書の変

更手続を定めたものである。（三菱総合研究所パブリックビジネス研究会「指定管理者標準協定書（第１版）
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第９条 甲又は乙は、必要と認める場合には相手方に対する通知をもって、第７条第１項

に定めた管理業務の内容及び第７条第２項に定めた仕様書の変更を求めることができる。 
２ 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。 
３ 管理業務の範囲若しくは実施条件の変更又はそれらに伴う事業計画等若しくは指定管

理料の変更については、前項の協議において決定するものとする。 
 
（事業計画等）９

第 10条 乙は、第７条の管理業務を行うに当たっては、提案書に基づき、毎年度、次の各
号に掲げる計画を策定しなければならない。 
 (1) 事業計画 
 (2) 人員配置計画   ※年度協定書で詳細を定める。 
 (3) 収支計画 
２ 乙は、前項に規定する計画をその前年度の７月下旬までに作成し、甲に提出しなけれ

ばならない。甲及び乙は、その計画について協議を行い、当該年度の年度協定書に定め

るものとする。 
３ 甲及び乙は、第１項に規定する計画を変更しようとするときは、甲と乙との協議によ

り決定するものとする。 
 
第３章 管理業務の実施 
（管理業務の実施） 
第 11条 乙は、○○施設の管理業務を行うに当たり、○○条例及び○○規則その他関係法
令、その他行政機関が定めた計画、指針、要綱、通知等を遵守するとともに、善良な管

理者の注意をもって、誠実かつ公正に履行しなければならない１０。 
２ 乙は、本協定、年度協定書、条例及び関係法令等のほか、募集要項等及び提案書に従

って管理業務を実施するものとする。 
３ 本協定、募集要項等及び提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、募集要項

等、提案書の順にその解釈が優先されるものとする。 
 
（開業準備）１１

第 12 条 乙は、指定開始日に先立ち、管理業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、

                                                                                                                                                  
の解説」（平成 17年 3月 24日）・3頁参照） 
９ 指定管理者が事業計画等を策定する趣旨は、①指定管理者が仕様書を充足するために提案書に基づき具
体的にどのように事業を遂行するのかを明らかにし、県が当該事業遂行方法を把握すること、②翌年度の

指定管理料の予算化のための基礎資料とすること、である。 
１０ 指定管理者が法令等（すべての法律、法規、条例及び正規の手続を経て公布された行政機関の規程をい
う。）に従って業務を行うことは当然であり、基本協定書に規定する必要性はないが、確認的に規定するも

のである。しかしながら、指定管理者は当然に、その他行政機関が定めた計画、指針、要綱、通知等に従

うものではないことから（一般に指針、要綱等は外部効果を持たない）、県が定めた計画、指針、要綱や国

が定めた通知等に従って、指定管理者に業務を行ってもらう必要がある場合には、基本協定書上にその旨

規定し、当該指針等を列挙する必要がある。 
１１ 指定管理者が指定開始日よりスムーズに業務を行えるように必要な事項を定める。本条規定の事項以外
にも必要な事項があれば随時定める必要がある。 
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必要な研修等を行わなければならない。 
２ 乙は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、甲に対して管理施設の視察を申

し出ることができるものとする１２。 
３ 甲は、乙から前項の申出を受けた場合には、合理的な理由のある場合を除いてその申

出に応じなければならない１３。 
 
（管理業務の一括委託の禁止）１４

第 13条 乙は、管理業務を一括して第三者に対して委託してはならない。ただし、管理業
務の一部についてあらかじめ甲の承認を得た場合はこの限りではない。 
２ 乙が管理業務の一部を第三者に委託する場合には、すべて乙の責任及び費用において

行うものとし、管理業務に関して乙が委託する第三者の責めに帰すべき事由により生じ

た損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び

増加費用とみなし、乙が負担するものとする。 
 

（事故、火災等への対応） 
第 14 条 乙は、管理業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態が発生した場合には、
速やかに必要な措置を講じるとともに、あらかじめ定められた連絡先１５に対して緊急事

態の内容を報告しなければならない。 
２ 緊急事態が発生した場合には、乙は甲と協力してその原因調査に当たるものとする。 
 
（苦情への対応） 
第 15条 乙は、管理施設の利用者等から苦情を受けた場合には、速やかに必要な措置を講
じ、第 39条に規定する業務日報に記録するとともに、甲に対して苦情内容を報告しなけ
ればならない。 

２ 苦情を受け付けた場合には、乙は甲と協力しその原因調査に当たるものとする。 
 
（文書の管理・保存） 
第 16条 乙は、管理業務に伴い作成し、又は受領した文書等について、神奈川県行政文書
管理規程（平成 11年 3月 31日訓令第 1号）・同運用通知に基づいて作成する文書管理規
程等により、適正に管理・保存することとし、指定の期間が終了し、又は指定の取消し

を受けた後に甲の指示に従って引き渡すものとする１６。 
２ 前項の文書管理規程等を定めるに当たっては、乙は、甲と協議するものとする。当該

文書管理規程等を変更する場合も同様とする。 

                                                  
１２ 指定管理者が管理委託制度での受託者と同一である場合には、本項を削除することも可能である。 
１３ 前注と同様 
１４ 清掃、警備といった個々の事実上の行為を指定管理者から第三者へ委託することは差し支えないが、管
理業務を一括して第三者へ委託（いわゆる丸投げ）をすることはできない（成田頼明監修『指定管理者制

度のすべて』（2005）・106頁参照）。 
１５ あらかじめ、指定管理者と県との連絡体制を記した緊急連絡網等を作成する。 
１６ 指定管理者が既に文書管理規程を作成している場合には、その内容を確認の上、利用することも考えら
れる。 
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（守秘義務に関する事項） 
第 17条 乙又は管理業務の一部に従事する者は、管理業務を行うに当たり、業務上知り得
た内容を第三者に漏らしてはならない。指定の期間が終了し、又は指定の取消しを受け

た後も同様とする。 
 
（個人情報の保護） 
第 18条 乙は、管理業務を行うに当たり、個人情報を取り扱う場合は、知り得た個人情報
の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この指定の期間が終了し、又は指定の取消

しを受けた後においても同様とする。 
２ 乙は、管理業務を行うに当たり、個人情報を取り扱う場合は、関係法令の規定に従う

ほか、甲が定めた「事業者が保有する個人情報の取扱いに関する指針」その他甲の指示

を受けて適切に取り扱うものとする。 
３ 乙は、管理業務を行うに当たり個人情報を収集するときは、本協定の目的を達成する

ために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 
４ 乙は、管理業務を行うに当たり収集、作成した個人情報を、甲の指示又は承諾を得る

ことなしに本協定の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 
５ 乙は、甲が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委

託してはならない。 
６ 乙は、甲が承諾した場合を除き、管理業務を行うに当たり、甲から提供された個人情

報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 
７ 乙は、個人情報の取扱いの状況について甲が随時の調査を実施する場合には協力しな

ければならない。 
８ 前項の調査の結果、甲は、個人情報の取扱いが不適正と認められるときは、必要な勧

告を行うことができる。この場合、乙は、甲の勧告に誠実に従うものとする。 
９ 乙は、管理業務を行うに当たり、甲から提供を受け、又は自らが取得し、若しくは作

成した個人情報が記録された資料等を、この指定の期間が終了し、又は指定の取消しを

受けた後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したとき

は、その指示に従うものとする。 
10 乙は、管理業務の遂行により知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止、並び
に本人からの開示請求及び苦情への適切かつ迅速な対応その他個人情報の適正な管理の

確保を図るために、個人情報の取扱規程等を作成し、公表するものとする１７。 
11 前項の個人情報の取扱規程等を定めるに当たっては、乙は、甲と協議するものとする。
当該個人情報の取扱規程等を変更する場合も同様とする。 

12 利用者本人からの開示請求に際して、個人情報の記載された資料等の写しの交付を行
うに当たって、当該写し等の交付に要する費用の負担を利用者本人に求める場合にあっ

ては、その旨を第 10項の個人情報の取扱規程等に定めなければならない。 

                                                  
１７ 個人情報の取扱規程等のモデルについては第３章参照。なお、指定管理者が既に個人情報の取扱規程等
を作成している場合には、その内容を確認の上、利用することも考えられる。 
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（情報公開） 
第 19条 乙は、管理業務を行うに当たり作成し、又は取得した文書であって、乙が管理し
ているものの公開については、別に定める情報公開規程等により行うものとする１８。 

２ 前項の情報公開規程等を定めるに当たっては、乙は、甲と協議するものとする。当該

情報公開規程等を変更する場合も同様とする。 
 
（環境への配慮） 
第 20条 乙は、管理業務を行うに当たっては、次のとおり環境への配慮に留意するものと
する。 
(1) 環境に配慮した商品・サービスの購入（グリーン購入）を推進し、また、廃棄に当
たっては資源の有効活用や適正処理を図ること 

(2) 電気・ガス・ガソリン等のエネルギー使用量の削減に向けた目標を設定し、取組を
推進すること 

(3) 化学物質・感染性廃棄物等のリスク管理を行い、環境や人に影響を及ぼす事故を防
止すること 

(4) 施設の利用者等に対して環境の保全及び創造に関する情報提供に努めるとともに、
管理業務に関わる者に対する教育及び学習の推進に努めること 

 
第４章 管理施設の利用者等 
（利用に関する具体的基準） 
第 21条 乙は、神奈川県行政手続条例（平成 7年神奈川県条例第 1号。以下「行政手続条
例」という。）第 5条に規定する審査基準、第 6条に規定する標準処理期間及び第 12条
に規定する処分基準（以下「審査基準等」という。）を定めるときは、あらかじめ甲の承

認を得るものとする。審査基準等を変更する場合も同様とする。 
 
（不利益処分の手続） 
第 22条 乙は、行政手続条例第 3章第 2節及び第 3節に規定する聴聞及び弁明の機会の付
与に関する手続については、神奈川県聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成 6
年神奈川県規則第 156号）の規定に準じて行うものとする。 

 
（聴聞関係資料の写しの交付） 
第 23 条 乙は、行政手続条例第 38 条に規定する写しの交付については、同条の規定に準
じて行うものとする。 

 
（利用者等に対する指導） 
第 24条 乙は、管理施設の利用者等に対する指導については、行政手続条例第 4章の規定

                                                  
１８ 情報公開規程等のモデルについては参考資料③参照。なお、指定管理者が既に情報公開規程等を作成し
ている場合には、その内容を確認の上、利用することも考えられる。 
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に準じて行わなければならない。 
 
第５章 指定管理者の収入 
（利用料金）１９

第 25条 管理施設の利用者が納付する利用料金は、乙の収入とする。 
２ 乙は、条例第○条に規定された額を利用料金の額と定めるものとする２０。また、利用

料金の減免を行う場合には、条例第○条に定める基準に基づいて行うものとする２１。 
 
（指定管理料の支払方法等）２２

第 26条 指定管理料の額は、歳出予算の範囲内で、別途締結する年度協定書によるものと
する。 
２ 前項の規定により定めた指定管理料の額は、第 9 条の管理業務若しくは仕様書の変更
の場合又は特別な事情があると認められる場合を除き、管理業務に要した経費、利用料

金収入及びその他の収入に増減があっても、増額又は減額しないものとする。 
３ 指定管理料の支出の方法及び履行確認の方法は、年度協定書において定めるものとす

る。 
 
(口座の管理及び経理の区分)  
第 27条 乙は、指定管理料及び利用料金による収入について、乙の他の口座とは別の口座
で管理するとともに、管理業務に係る経理とその他の業務に係る経理を区分して整理す

るものとする。 
２ 管理業務に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 
 
第６章 管理施設等の使用料等２３

（管理施設等の使用料等） 
第 28条 甲と乙は、管理施設等の使用料等の取扱いについて、別途「○○施設の使用料等
徴収事務委託契約」を締結するものとする２４。 

 
第７章 リスク分担２５

（管理施設の修繕等）２６

                                                  
１９ 本条は、利用料金制が採られている場合の規定である。 
２０ 利用料金の額の定め方は施設により異なるので、条例に定められた方法による。例えば、条例に「利用
料金は、別表に定める範囲内において、指定管理者が知事の承認を得て定める。」と規定されている場合に

は、この規定に応じた条文とする。 
２１ 前注と同様 
２２ 本条は利用料金制により費用の全額を賄う場合には不用である。 
２３ 使用料等とは、指定管理者が利用者から徴収する金銭のうち、県の収入となるもの（施設の使用料、手
数料等）を指す。 
２４ 指定管理者に利用者からの使用料を徴収・収納させる場合には、地方自治法第 243条及び同法施行令
第 158条の規定による私人に対する徴収又は収納の委託によらなければならない。（成田頼明監修『指定管
理者制度のすべて』（2005）・124頁参照） 
２５ 本章では募集要項で示しているリスク分担表を条文化する。リスク分担は施設毎に異なることから、必
要な条項は施設毎に検討が必要であり、ここでは一例を示している。 
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第 29条 管理施設の改修、改造、増築又は移設（以下「改修等」という）については、甲
が自己の費用と責任において実施するものとする。 
２ 乙は、管理業務の効率的又は効果的な運営を目的として管理施設の改修等を行おうと

する場合には、甲に協議を申し出ることができる。当該協議においては当該改修等の必

要性、妥当性等を検討するものとし、甲がその必要性、妥当性等を適正と認めた場合に、

乙は当該改修等を自己の費用と責任において実施することができるものとする。 
３ 管理施設の修繕に係る費用については、次の表の左欄に掲げる内容に応じ、右欄に掲

げる者が負担するものとする。  
修   繕   の   内   容 負担する者 

経年劣化によるもの（○万円未満の修繕費） 乙 
経年劣化によるもの（乙の責めに帰さない修繕で、上記以外のもの） 甲 
第三者の行為により生じたもので、相手方が特定できないもの（○万円未

満の修繕費） 
乙 

第三者の行為により生じたもので、相手方が特定できないもの（上記以外

のもの） 
甲 

 
（物品類の使用、帰属に関する事項）２７

第 30条 甲は、乙に対し、別表２に記載する管理物品を、普通財産及び物品の交換、出資、
無償譲渡、無償貸付け等に関する条例（昭和 39年３月 31日神奈川県条例第 78号）第 8 
条の規定により無償で貸し付けるものとする。 

２ 別表２に記載する物品の修繕又は更新（以下「修繕等」という。）に係る費用について

は、次の表の左欄に掲げる内容に応じ、右欄に掲げるものが負担するものとする。 
修  繕  等  の  内  容 負担する者 

経年劣化によるもの（○万円未満の費用） 乙 
経年劣化によるもの（乙の責めに帰さない修繕で上記以外のもの） 甲 
第三者の行為により生じたもので、相手方が特定できないもの（○万円

未満の費用） 
乙 

第三者の行為により生じたもので、相手方が特定できないもの（上記以

外のもの） 
甲 

３ 管理業務の開始以降、乙が行った管理物品の修繕等及び新たな物品の購入に係る管理

物品の帰属については、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、それに対応する右欄に掲げ

る所有者の所有とする２８。 
区               分 所有者 

別表２に掲げる管理物品の修繕 甲 

                                                                                                                                                  
２６ 管理施設の修繕等のリスク分担に関しては、施設の種別、使用年数等により様々な考え方があり得る。

ここでは一例を挙げるが、施設ごとに検討が必要となる。 
２７ 物品類の修繕等のリスク分担に関しては、物品の特性、使用年数等により様々な考え方があり得る。こ

こでは一例を挙げるが、施設ごとに検討が必要となる。 
２８ 物品購入額を指定管理料に含めて指定管理者に交付した場合であっても、それはあくまで管理の対価と
して支出するものであり、当該物品の購入は指定管理者において行うものであるから、当該物品は指定管

理者の所有するところとなる（成田頼明監修『指定管理者制度のすべて』（2005）・120頁参照）。 
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別表２に掲げる管理物品の更新（甲の費用負担） 甲 
別表２に掲げる管理物品の更新（乙の費用負担） 乙２９

新たな物品の購入 乙３０

４ 乙は、別表２に記載する管理物品の修繕等を行おうとする場合には、あらかじめその

旨を甲に通知するものとする。甲は、当該通知を受け、別表２の修正が必要な場合には、

別表２を修正し、乙に通知するものとする。 
５ 乙は、別表２に記載する管理物品の使用に当たっては、善良な管理のもとに使用する

とともに、故意又は過失により管理物品をき損又は滅失したときは、甲との協議により、

必要に応じて甲に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物品と同等の機能及び価値を有

する物品を購入又は調達しなければならない。 
６ 乙は、指定の期間が終了し、又は指定の取消しを受けた後は、別表２に記載されてい

る管理物品を速やかに甲に返還し、又は甲が指定する者に引き継ぐものとする。 
 
（物価及び金利変動によって発生した費用等の負担） 
第 31条 人件費、物品費等の物価変動や金利変動に起因して乙に損失や増加費用が発生し
た場合には、当該物価変動や金利変動が不可抗力に起因するものである場合を除き、乙

が負担するものとする。 
 
（指定管理料の支払遅延によって発生した費用等の負担） 
第 32条 甲からの指定管理料の支払遅延に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した
場合には、乙はその内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。 
２ 甲は、前項の通知を受け取った場合には、支払遅延の原因を調査した上で乙と協議を

行い、支払遅延の原因が乙の責めに帰すことのできない理由と判断された場合には、甲

は遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24年 12月 12日法律
第 256 号）及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示（昭和 24 年 12
月 12日大告 991号）に定められた遅延利息の率３１で計算した額を負担する。 

 
（不可抗力発生時の対応） 
第 33条 不可抗力が発生した場合には、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に
対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう

努力しなければならない。 
２ 乙が不可抗力の発生に起因して管理業務の一部を実施できなかった場合には、甲は、

乙との協議の上、乙が実施しなかった業務に関する費用を指定管理料から控除すること

ができるものとする。 
３ 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合には、乙は、そ

                                                  
２９ なお、乙の所有としている物品類のうち、公の施設における行政サービスの継続性に鑑み、指定期間中
又は指定期間終了後に甲の所有とすべきものについては、甲の所有とすること（指定期間中又は指定期間

終了後に甲へ無償譲渡すること）を別途規定することも考えられる。 
３０ 前注と同様 
３１ 現行 3.6％ 
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の内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。 
４ 甲は、前項の通知を受け取った場合には、損害状況の確認を行った上で乙と協議を行

い、不可抗力の判定、管理業務の継続、費用負担等を決定するものとする。 
５ 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合には、当該費用

については合理性の認められる範囲内で甲が負担するものとする。なお、乙が付保した

保険によりてん補された金額相当分については、甲の負担から控除するものとする。不

可抗力により管理業務の全部が実施できなくなった場合及び当該事由による条例第○条

に規定する指定の取消しの場合も同様とする。 
６ 不可抗力の発生に起因して甲に損害・損失や増加費用が発生した場合には、当該費用

については甲が負担するものとする。 
 
（制度等変更によって発生した費用等の負担） 
第 34 条 制度等の変更に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合には、乙は、
その内容の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。 
２ 甲は、前項の通知を受け取った場合には、制度変更の影響を調査した上で乙と協議を

行い、管理業務に影響を及ぼすか否かの認定、管理業務の継続、費用負担等を決定し、

合理性が認められる範囲内で甲が負担するものとする。 
 
（政治又は行政上の理由による管理業務の変更によって発生した費用等の負担） 
第 35条 政治又は行政上の理由による管理業務の変更に起因して乙に損害・損失や増加費
用が発生した場合には、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって甲に通知するも

のとする。 
２ 甲は、前項の通知を受け取った場合には、管理業務の変更の確認を行った上で乙と協

議を行い、管理業務に影響を及ぼすか否かの認定、管理業務の継続、費用負担等を決定

するものとする。 
３ 政治又は行政上の理由による事業変更に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生し

た場合には、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。

政治又は行政上の理由による管理業務の変更により管理業務の全部が実施できなくなっ

た場合及び当該事由による条例第○条に規定する指定の取消しの場合も同様とする。 
４ 政治又は行政上の理由による管理業務の変更の発生に起因して甲に損害・損失や増加

費用が発生した場合には、当該費用については甲が負担するものとする。 
 
（不可抗力等による一部の管理業務実施の免除） 
第 36条 第 33条第 2項、第 34条第 2項又は第 35条第 2項の協議の結果、管理業務の一
部の実施ができなくなったと認められた場合には、乙は影響を受ける限度において本協

定に定める義務を免れるものとする。 
 
（管理物件に対する損害賠償等） 
第 37条 乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによっ
て生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めた
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ときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。 
 
（第三者への賠償） 
第 38条 管理業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた
場合には、乙はその損害を賠償しなければならない。また、甲の責めに帰すべき事由又

は甲乙双方の責めに帰すことができない事由により第三者に損害が生じた場合には、甲

はその損害を賠償しなければならない。 
２ 乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について甲が第三者に対して当該損害に

つき賠償した場合には、乙は、甲からの請求にしたがって直ちに当該賠償額を甲に対し

て支払うものとする３２。 
 
第８章 モニタリング 
（管理業務の業務日報）３３

第 39条 乙は、管理業務の実施に関し自ら次の各号に掲げる項目を日報管理し、管理業務
の実施状況を把握しなければならない。 
 ＜例示＞ 
 (1) 管理業務の業務別実施状況 
 (2) 管理施設の利用状況 
 (3) 利用料金の収入状況 
 (4) 指定管理料等の収支状況 
 (5) 手数料、使用料の収入状況 
 (6) 人員の異動に関する状況 
 (7) 施設利用者からの苦情、要望、意見及びそれに対する対応状況 
２ 甲は、必要に応じて随時に乙に前項の業務日報の提出又は管理業務全般に関する実施

状況の報告を求めることができる。 
 
（管理業務の実施状況の確認） 
第 40条 甲は、乙が行う管理業務の実施状況を把握し、良好な管理状況を確保するために、
次の各号に掲げる管理業務の実施状況の確認を行うものとする。 
(1) 月例の管理業務の実施状況の確認（以下「月例モニタリング」という。） 
乙は、業務日報等に基づき、月ごとの月例業務報告書３４を作成し、翌月○日までに

甲に提出し、管理業務の実施状況の確認を受けなければならない。 

                                                  
３２ 公の施設の設置又は管理において、通常有すべき安全性が欠けていたことが原因で、利用者に損害を与
えた場合は、国賠法第 2条の規定により設置者である地方公共団体が責任を負い、また、管理業務の執行
に当たって指定管理者の行為（例えば暴力）が原因で利用者に違法に損害を生じた場合には国家賠償法第

1条の規定により設置者たる地方公共団体が責任を負うことになるが（成田頼明監修『指定管理者のすべ
て』（2005）・113頁参照）、本項は、国家賠償法等に基づき、甲が第三者に対して損害賠償を行い当該損害
が乙の責めに帰すべき事由により発生した場合には、甲が乙に対して求償権を有することを規定したもの

である。 
３３ 業務日報の例については参考資料①参照 
３４ 月例業務報告書の例については参考資料①参照 
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 (2) 立入りによる管理業務の確認（以下「随時モニタリング」という。） 
   甲は、前項のほか、乙による管理業務の実施状況を確認することを目的として、随

時に、管理物件へ立ち入り、管理業務の実施状況を確認し、又は関係書類の提出を求

めることができる。 
２ 前項に規定する月例モニタリング及び随時モニタリングに係る報告書等の作成費用は

原則として乙の負担とする。 
３ 乙は、甲が第 45条の規定に基づいて年度途中に乙の指定を取り消した場合には、指定
が取り消された日から○日以内に当該年度の指定取消日までの間の第 1 項第 1 号に規定
する月例業務報告書及び第 42条第 1項に規定する業務総括書を提出しなければならない。 

 
（管理業務の実施状況の確認の方法） 
第 41条 甲は、前条第１項に規定するモニタリングにより、乙の管理業務が第 7条第 2項
に定める条件を充足しているかを確認する。 
２ 甲は、前項の確認終了後○日以内に、その結果を乙に通知するものとする。 
 
（履行確認） 
第 42条 乙は、第 40条第 1項第 1号に規定する月例業務報告書等に基づき、業務総括書
を作成し３５、年度協定書において定めた期日までに甲に提出する。 

２ 甲は、前項の業務総括書を基に、年度協定書に定められた手続により履行の確認を行

う。 
 
（改善勧告） 
第 43条 第 40条第１項に規定するモニタリングの結果、乙の管理業務が第 7条第 2項に
定める条件を充足していないと甲が判断した場合には、甲は乙に管理業務の改善等の必

要な措置をとることを勧告することができる（以下「改善勧告」という。）。 
２ 乙は甲と協議の上、改善方法及び期日を記した改善計画書を作成し、甲の承認を得て、

速やかにその達成に努めなければならない。 
 

（指定管理料の減額）３６

第 44条 甲は、前条第１項の改善勧告があった場合で、前条第 2項の期日に実施される第
40条第１項第 2号の随時モニタリングの結果、指定の期日までに乙の管理業務の改善等
が行われなかったと判断したときには、乙に対する違約金請求権を取得するとともに、

減額決定を行い、乙に通知するものとする。 
２ 前項の減額決定の通知後、甲は、乙が支払う違約金を指定管理料から減額することが

できる。 
３ 前項の減額の額は、前条第１項の改善勧告の基となる月例モニタリングの属する支払

期から第１項の減額決定を行った日の属する支払期までの指定管理料の支払額の 10パー

                                                  
３５ 業務総括書の例については参考資料①参照 
３６ 本条は、減額を行う手続を採用した場合の規定である。 
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セントに相当する額とする３７。 
４ 第 1項の通知に際して、甲は乙に管理業務の改善等の必要な措置をとることを勧告し、
乙は甲と協議の上、改善方法及び期日を記した改善計画書を作成し、甲の承認を得て、

速やかにその達成に努めなければならない。 
５ 甲と乙は、第１項の違約金請求権が違約罰の性質を有し、損害賠償の額を予定したも

のでないことを確認する３８。 
６ 第１項の減額決定は甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。 
 
（指定の取消し） 
第 45 条 前条第１項の減額決定があった場合で、前条第４項の期日に実施される第 40 条
第１項第 2 号の随時モニタリングの結果３９、指定の期日までに乙の管理業務の改善等が
行われなかったと甲が判断したときには、甲は指定の取消しの手続を行うものとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、乙の管理業務の実施状況等が条例○条に規定された指定の

取消し事由に該当すると甲が認めるときは、甲は指定の取消し又は期間を定めて管理業

務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。 
３ 甲は、指定の取消し又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じよう

とする際には、神奈川県行政手続条例（平成７年条例第１号）第３章に定める手続によ

るものとする。 
４ 乙は、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、甲に対

して、速やかに報告しなければならない。この場合に、乙は、指定の取消し又は期間を

定めての管理業務の全部若しくは一部の停止を、甲に対して申し出ることができる。甲

は、当該申出に対して誠実に対応するものとする４０。 
 
（損害賠償） 
第 46条 前条第１項又は第２項の規定により甲が指定の取消し又は期間を定めて管理業務
の全部若しくは一部の停止を命じた場合、又は乙の責めに帰すべき事由により管理業務

の全部又は一部が履行されず、甲に損害が生じた場合には、乙は甲に生じた損害を賠償

するものとし、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない

ものとする。 
 
（利用者満足度調査） 
第 47条 乙は、管理業務のサービス水準向上を目的として、利用者の満足度を調査（以下
「利用者満足度調査」という。）するものとする。 

                                                  
３７ 契約保証金の額を参考にした。 
３８ 違約金は違約罰か損害賠償の額の予定のいずれかである。本条にいう違約金は違約罰の性質を有してい
ることを明確にしている。したがって、第３項で規定した減額の額（違約金請求権の額）は損害賠償の額

を予定する条項ではない。 
３９ 減額規定を置かない場合には、「第 43条第１項の改善勧告があった場合で、第 43条第 2項の期日に実
施される第 40条第 1項第 2号の随時モニタリングの結果」 
４０ 指定は行政処分であることから、県のみがその取消しを行うことができる。したがって、指定を取り消
すか否かの最終的な判断は県が行うことになる。 
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２ 利用者満足度調査の実施方法等については、年度協定書の締結の際に甲と乙とが協議

し決定する４１。 
３ 乙は、利用者満足度調査により把握した利用者の要望、苦情等を真摯に受け止め、業

務改善等に活かすよう努めるものとする。 
４ 乙は、会計年度終了後○日以内に、利用者満足度調査の結果、利用者満足度調査への

乙の対応等を記した報告書（以下「利用者満足度調査報告書」という。）を甲に提出する

ものとする。 
５ 甲は、管理業務のサービス水準向上を目的として、利用者満足度調査報告書を基に仕

様書又は事業計画等の改善について、乙に協議を申し出ることができる。 
６ 乙は、前項の協議に誠実に対応するものとする。 
 
（県に対する苦情） 
第 48条 甲は利用者から直接苦情を受け付けた場合には、当該苦情への対応について、乙
に対して必要な指導をし、又は協議を申し出ることができる。 
２ 乙は、前項の指導又は協議の申出を受けた場合には誠実に対応するものとする。 
３ 甲は、管理業務のサービス水準向上を目的として、甲が受け付けた苦情を基に仕様書

又は事業計画等の改善について、乙に協議を申し出ることができる。 
４ 乙は、前項の協議に誠実に対応するものとする。 
 
（実績報告書及び財務書類の提出） 
第 49条 乙は、会計年度の終了後○日以内に、管理業務の実績を記載した実績報告書４２及
び財務書類４３に、必要な書類を添付して甲に提出しなければならない。 

２ 甲は、前項の財務書類を評価した上で、その内容に疑義がある場合には、乙の説明を

求めることができる。 
３ 甲は、前項の説明に合理性が認められない場合には、乙の財務運営について指導・助

言を行うことができる。ただし、甲は当該指導・助言を理由として、乙の財務運営につ

いて何ら責任を負担するものではない。 
４ 乙は、前項の指導・助言を受けた場合には誠実に対応するものとする。 
 
(帳簿類等の提出要求) 
第 50条 甲は、監査委員等が甲の事務を監査するために必要があると認める場合には、乙
に対して帳簿書類その他の記録の提出及び当該監査への関係者の出席を求めることがで

きる４４。 

                                                  
４１ 本協定に添付する仕様書に実施方法等を定めている場合にはこの項は削除 
４２ 実績報告書には、業務総括書では把握できない指定管理者の活動結果（例えば、施設の１年間の利用者
数等）を記述する。 
４３ 財務書類としては、区分経理された会計についての貸借対照表及び収支計算書が考えられる。 
４４ 監査については、監査委員による監査、包括外部監査人による監査、個別外部監査人による監査にいず
れについても、地方自治法第 252条の 42で条例の定めをおいている場合に、管理業務に係る出納関連の
業務について監査を行うことは可能であるが、管理業務自体については監査の対象とならない（成田頼明

監修『指定管理者のすべて』（2005）・109頁参照）。 
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第９章 その他 
（保険） 
第 51条 管理業務の実施に当たり、甲が付保しなければならない保険は、次のとおりであ
る。 
＜例示＞ 
（１）火災保険 
２ 管理業務の実施に当たり、乙が付保しなければならない保険は、次のとおりである。 
＜例示＞ 
（１）施設賠償責任保険 
 
（業務の引継ぎ等） 
第 52条 乙は、本協定の終了に際し、甲又は甲が指定する者に対し、管理業務の引継ぎ等
を行わなければならない。 
２ 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定す

る者による管理施設の視察を申し出ることができるものとする。 
３ 乙は、前項の申出を受けた場合には、合理的な理由のある場合を除いて、その申出に

応じなければならない。 
 
（原状回復義務） 
第 53 条 乙は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、
甲に対して管理物件を返還しなければならない。 
２ 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、

別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を引き渡すことができるものとする。 
 
（指定期間終了時の取扱い） 
第 54条 第 52条乃至前条の規定は、第 45条の規定により本協定が終了した場合に、これ
を準用する。ただし、甲と乙とが合意した場合はその限りではない。 

 
（年度協定書） 
第 55条 本協定に定めるものの他、年度ごとに定める必要がある事項については、別途締
結する年度協定書に定めるものとする。 

 
（権利・義務の譲渡の禁止） 
第 56条 乙は、本協定により生じる一切の権利・義務を第三者に譲渡し、又は継承させて
はならない。 

 
（県民への周知） 
第 57条 乙は、自らの名称と連絡先、甲の所管課名を施設内に表示し、又はパンフレット
等に明記しなければならない。 
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（請求、通知等の様式その他） 
第 58条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、この協定に
特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。 
２ 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 
３ 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合

を除き、計量法（平成 4年法律第 51号）の定めるところによる。 
 
（協定の変更） 
第 59条 管理業務に関し、管理業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が
生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 

 
（解 釈） 
第 60条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若
しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき管理業務の全部又は

一部について責任を負担するものと解釈してはならない。 
 
（疑義についての協議） 
第 61条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めの
ない事項については、甲と乙との協議の上、これを定めるものとする。 

 
（管轄裁判所） 
第 62条 本協定について訴訟が生じたときは、横浜地方裁判所を第一審の専属裁判所とす
る。 

 
  本協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙がそれぞれ記名押印の上、各１通を保有
する。 
 
平成○年○月○日 

 
                甲  横浜市中区日本大通１ 
                   神奈川県知事（神奈川県教育長）○ ○ ○ ○ 
 
                乙  ○○市○○ ○丁目○番○号 
                   ○○法人  ○ ○ ○ ○ 
                   （代表者 職・氏名） 
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別表１ 管理施設一覧表 
区分 番号 種別・名称 面積・構造・規模・型式 概略図又は写真 備考 
      
      
      

 
 
 
別表２ 管理物品一覧表 
番号 品   名 規  格 単位 数量 備考 
      
      
      

 
 
添付資料（仕様書） 
施設の設置目的 機能 業務 水準 業務の細目 水準 遂行方法 
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第２節 年度協定書の例 
 前節で示した「基本協定書の例」の第 55条に基づき、県と指定管理者とが毎年度締結す
る年度協定書の例は次のとおりである。 
 
 

平成○○年度における○○施設の管理に関する年度協定書 
 
 神奈川県（以下、「甲」という。）と○○法人○○○○（以下、「乙」という。）とは、平

成○年○月○日に締結した「○○施設の管理に関する基本協定書」（以下「基本協定書」と

いう。）に基づき、平成○○年度の○○施設の管理業務の実施に当たり、次のとおり協定を

締結する。 
 
（協定の目的） 
第 1 条 本協定は、管理業務の各年度の業務内容、管理業務の実施の対価として支払われ
る指定管理料の支払方法等を定めることを目的とするものである。 

 
（協定の期間） 
第２条 本協定の期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。 
 
（事業計画） 
第３条 平成○○年度における管理業務は、別紙に定める次の計画のとおりとし、乙は計

画に沿って管理業務を行わなければならない。 
 (1) 事業計画 
    （当該年度における管理業務の実施に関する事項を記載）  
 (2) 人員配置計画 
    （管理業務の実施における職員の配置に関する事項を記載）       

（責任者の配置、どの業務にどの程度職員を配置するかなど） 

※別紙で詳細を定める 

(3) 収支計画４５

     (当該年度における収支に関する事項を記載) 
２ 乙は、事業計画、人員配置計画若しくは収支計画の内容又は経費の配分を変更しよう

とする場合には、甲の承認を得なければならない。ただし、経費の配分の変更で予算費

目相互間のいずれか低い額の○％以内の変更についてはこの限りではない。  
 
（指定管理料） 
第４条 甲が乙に支払う指定管理料は、年額 ○○○,○○○,○○○円とする。 
 
（指定管理料の支払方法） 
※ 本条は概算払の場合に適用する。  

                                                  
４５ 概算払の場合には、支払期ごとの内訳を示した収支計画とする。 
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第５条 甲は、前条に定められた指定管理料を、毎月ごとに４６概算払により乙に支払うも

のとする。 
２ 指定管理料の支払日は、乙の正当な請求書により毎月４７○日４８とする。なお、当該支

払日が金融機関の休日に当たるときは、その翌営業日４９とする。 
３ 指定管理料は、甲が乙の正当な支払請求書を受領後に、神奈川県指定金融機関公金取

扱店株式会社横浜銀行県庁支店において支払うものとする。 
４ 乙は、基本協定書第 42条第 1項に規定する業務総括書を、概算払期間（第 1項に規定
する指定管理料の支払の対象となる期間）終了後○日以内に甲に提出する５０。 
５ 甲は、前項の業務総括書の確認をもって、当該概算払期間の管理業務の履行の確認を

行い、その結果を乙に通知する。 
６ 前項の履行確認の結果に従って、次の場合には、乙は、甲の指定する期日までに相当

額を甲に戻入しなければならない。 
 (1) 基本協定書第 44条第１項に規定する減額決定があった場合、当該減額の相当額５１

 (2) 残額が生じた場合、当該残額の相当額 
 
（指定管理料の支払方法） 
※ 本条は精算払の場合に適用する。 
第５条 甲は、前条に定められた指定管理料を、毎月ごとに５２精算払により乙に支払うも

のとする。 
２ 指定管理料は、神奈川県指定金融機関公金取扱店株式会社横浜銀行県庁支店において

支払うものとする。 
３ 乙は、基本協定書第 42条第 1項に規定する業務総括書を精算払期間（第１項に規定す
る指定管理料の支払の対象となる期間）終了後○日以内に甲に提出する。 
４ 甲は、前項の業務総括書の確認をもって、当該精算払期間の管理業務の履行の確認を

行い、その結果を乙に通知する。 
５ 乙は、前項の履行確認の結果に従って、甲へ正当な支払請求書を送付する。 
６ 甲は、前項の正当な支払請求書を受領後○日以内に支払を行うものとする。 
７ 基本協定書第 44条第１項に規定する減額決定があった場合の請求書に記載すべき金額
は、減額の決定がなかった場合の請求金額から当該減額決定による減額相当額を控除し

た金額とする５３。 
                                                  
４６ 四半期払の場合には「四半期ごとに」 
４７ 四半期払の場合には「４月、７月、10月及び１月」 
４８ 月により支払日が異なる場合には（例えば６月及び 12月の支払日が異なる場合には）、その旨も規定
する。 
４９ 「前営業日」とすることも可能 
５０ 乙が業務総括書を甲に提出する日についは、甲が履行確認を行う日に合わせて設定する。この履行確認
を行う日については、指定管理者から提供される役務の内容が概算払期間ごとに確定しないケースもある

ことから、指定管理者から提供される役務の内容が確定し、履行確認が行える状態になった日を設定する。

例えば、指定管理業務が年度末にならないと確定しないケースにあっては、年度末に履行確認を行うこと

になる（この場合にはあっては、「業務総括書」を「実績報告書」に代えることもできる）。 
５１ 減額を行わない場合にはこの号は削除 
５２ 四半期払の場合には「４月、７月、10月及び１月」 
５３ 減額を行わない場合にはこの項は削除 
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（協定の変更） 
第６条 管理業務に関し、管理業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が

生じたときは、甲と乙との協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 
 
（疑義等の決定） 
第７条 本協定に定めのない事項については、基本協定書によるものとする。基本協定書

にも定めのない事項については、甲と乙との協議の上、これを定めるものとする。 
 
 本協定の締結を証するため、本書２通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各１通を保

有するものとする。 
 
  平成○○年○月○日 
               甲  横浜市中区日本大通１ 
                  神奈川県知事（神奈川県教育長）○ ○ ○ ○ 
          
               乙  ○○市○○ ○丁目○番○号 
                  ○○法人  ○ ○ ○ ○ 
                  （代表者 職・氏名） 
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おわりに 
 
 本稿では、指定管理者の指定後、実際に公の施設が管理・運営される段階で問題になる

であろう論点を取り上げた。具体的には、①モニタリングをどのように行うのか、②個人

情報をどのように保護するのかを整理した上で、これらの検討結果を③基本協定書等にど

のように規定するのかについて検討した。 
 地方自治法の改正により創設された指定管理者制度については、詳細な制度設計が地方

公共団体に委ねられていることから検討を要する事項は上記以外にも多々あると考えられ

るが（例えば、公募の手続をどのように設定するか、審査基準をどのように設定するか等）、

研究チームに与えられた時間と能力の制約から管理・運営の問題に絞り、その他の指定管

理者制度をめぐる論点を検討することは叶わなかった。 
 また、本稿で取り上げた管理・運営に係る論点についても、今後の検討に委ねざるを得

なかったものがある。本稿を閉じるにあたって、管理・運営上の問題のうち、今後特に検

討を要する事項を述べていきたい。なお、これらの事項は専門家を交えた検討に加え、実

際の指定管理業務の遂行とその評価が不可欠であることを付記しておく。 
① 仕様書の重要性 
 指定管理者制度に限らず、民間活力導入にあたっては、仕様書の作成が重要となる１。

このことは本文中でも指摘したが、具体的にどのように仕様書を作成するのかについて

は詳しく触れることはできなかった。 
 仕様書の種類にはインプット仕様書とアウトプット仕様書があるのだが、インプット

仕様書については、従前から公の施設の管理委託制度や業務委託で用いられてきたこと

もあり、作成の際に参考となるモデルがある２。しかしながら、アウトプット仕様書に

ついては、その重要性が指摘されはじめ、作成の試みがなされているのが現状であり３、

その「作成手引」は見当たらない。 
 仕様書の作成には、民間に委ねる業務の性質に応じた検討が必要となり、そこで要求

される専門的な知識も多岐にわたる。建築物や設備の維持管理を委ねる際には、建築・

設備の専門家の知識が必要であろうし、水準の定義に際しては法律的な知識も必要とな

るだろう。このような学際的な視点から仕様書の作成、特にアウトプット仕様書の作成

について更なる検討が必要となる。 
② モニタリングの詳細 
  モニタリングの仕組みを構築する際には、(ⅰ)モニタリングの手続、ペナルティ又は
インセンティブ付与の(ⅱ)要件と(ⅲ)効果を合理的に設定する必要があるが、本稿では

                                                  
１ 民間活力導入における仕様書の重要性を指摘するものとして、分権型社会に対応した地方行政組織運営
の刷新に関する研究会「分権型社会における自治体経営の刷新戦略」（平成 17年 3月）・35頁、指定管理
者制度については㈱三菱総合研究所『指定管理者制度導入実践ガイド』（2004）・73頁以下、ＰＦＩにつ
いては民間資金等活用事業推進委員会「契約に関するガイドライン」（平成 15年 6月 23日）・73頁及び
同「モニタリングに関するガイドライン」（平成 15年 6月 23日）・23頁、市場化テストについては荒川
潤・左近靖博「指定管理者制度における適正なモニタリング・評価手法のあり方 －内外の「市場化テス
ト」（官民競争入札）などの事例を参考に－」地域政策研究 31号（2005）・36頁以下、が挙げられる。 
２ 例えば、国土交通省大臣官房官庁営繕部『建築保全業務共通仕様書 平成 15年版』（2003） 
３ 例えば、官庁施設のストックマネジメント技術検討委員会「性能水準設定・評価手法（案）」（平成 12
年 12月）及び同「保全水準設定手法（案）」（平成 12年 12月） 
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(ⅰ)と(ⅲ)に重点を置いている。また、インセンティブ付与については触れていない。 
  具体的にどのような場合にペナルティ等が発動されるのかというペナルティ等の発動

要件は、仕様書に設定された業務の水準等の指標を充足したか否かにかかっている４。

つまり、仕様書において客観的で測定可能な指標を設定することが、ペナルティ等を発

動する前提となるのである。では、どのように仕様書に客観的で測定可能な数値を設定

するのか。本稿はこの問いには応えておらず、この点に関して更なる検討が必要である。 
  さらに、モニタリングの結果が仕様書の水準を超えている場合には、指定管理者に対

してボーナス等のインセンティブを与えることが、民間の創意工夫を促すと考えられる

が、こうしたインセンティブの仕組みについても更なる検討が必要となる。 
③ 賠償責任 
  本稿では、指定管理者制度に限らず、民間活力導入に際して国家賠償法がどのように

機能するのかについては検討することができなった。一般的には、指定管理者が管理・

運営する施設内で事故等により利用者に損害をあたえたときの賠償責任は、①指定管理

業務の遂行に当たっての指定管理者の行為が原因で利用者に違法に損害が生じた場合に

は国家賠償法第 1条により、②施設の設置又は管理において通常有すべき安全性が欠け
ていたことが原因で、利用者に損害が生じた場合には国家賠償法 2条により、設置者た
る地方公共団体が賠償責任を負うと解されている５。 

  しかしながら、国家賠償法第 1条 1項は「公権力の行使に当たる公務員」の賠償責任
を定めたものであるのだが、指定管理者の行為が「公権力の行使」に当たらない場合が

あり得るのかについては明確になっていない。また、国家賠償法第 1条第 2項は求償権
について規定しているが、地方公共団体の指定管理者に対する求償権についてこの条項

が適用されるか否かも明らかではない６。 
  指定管理者制度に限らず、民間活力導入に際しての賠償責任について総合的な検討が

必要となる。 

                                                  
４ 荒川潤・左近靖博「指定管理者制度における適正なモニタリング・評価手法のあり方 －内外の「市場
化テスト」（官民競争入札）などの事例を参考に－」地域政策研究 31号（2005）・36頁以下 
５ 成田頼明監修『指定管理者制度のすべて』（2005）・113頁 
６ 国家賠償法第 1条 2項が適用されると「故意又は重大な過失があったとき」にしか求償できないこと
になる。 
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参考資料① 日報、月報及び業務総括書の例１

 
１ 日報（業務日報）の例（p.102～106） 
【留意事項】 
 ○ 日報は指定管理者が日々の業務内容等を記録するものであり、管理業務の履行

状況についての第一次データとなることから、その様式について年度協定書にお

いて合意しておくことが望ましい。 
 ○ 日報の様式は、基本協定書で定められる管理業務の範囲及び仕様書や年度協定

書で定められる事業計画により、その内容が異なるため（施設ごとにその内容が

異なるため）、ここでは日報のイメージを提示することを目的に一例を示す。 
 ○ また、例は施設管理業務のみを取り上げている。運営業務は各施設により内容

が異なることから一般的な様式は提示していない。 
 ○ なお、例に記載してある仕様書及び事業計画は一部分のみであり、追加する項

目があり得る。 
 ○ 例の基本的な考え方は、 
  ① 仕様書及び事業計画の項目ごとに、指定管理者が作業内容を記録する。 
  ② 作業内容は業務ごとの責任者（担当責任者）が記録し、管理業務を統括する

責任者（総括責任者）が評価する。 
２ 月報（月例業務報告書）の例（p.107～111） 
 ○ 月報の例に関しても、上記の日報に関する留意事項に留意する必要がある。 
 ○ 月報には当月分の日報を添付する必要がある。 
３ 業務総括書の例（p.112） 
 ○ 業務総括書は、県が行う履行確認のために必要となる書類であることから、そ

の様式について年度協定において合意しておくことが望ましい。 
 ○ 履行確認で行う業務の確認は、対象となる期間の月報により行うことができる

ため、月報を総括した書類を提出してもらう。 
 

                                                 
１  日報及び月報の様式の作成の際には、設備保守等の専門的な側面があることから、現在行われて
いる管理委託制度での管理運営状況を充分に把握した上で作成する必要がある。 
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日 報 
 
施設名：○○○○○              
平成○年○月○日        天候：○○                      業務名：清掃

記録者（担当責任者）：○○○○ 
 
１ 勤務員氏名 

氏名 勤務時間 主な業務 
①    ：   ～   ：     
②    ：   ～   ：     
③    ：   ～   ：     
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２ 業務記録 

基本協定で定められた仕様を予め

記入しておく 
年度協定で定められた事業計画を予め

記入しておく 
当日の作業内容を記入する 

室名等 仕様書 事業計画 作業内容 
玄関ホール ゴミがなく、玄関周り等に

汚れがない 
床掃き・壁ふき（１回以上

／日） 
 

エレベータ

ホール 
ゴミがなく、ホールに汚れ

がない 
床水ふき（１回以上／日）  

事務室① 適切な方法により、埃・ゴ

ミがない状態にする 
真空掃除機で吸塵・ごみ箱

のごみを収集し、容器の外

面で汚れた部分はタオル

で水ふき（１回以上／日） 

 

事務室② 同上 同上  
会議室 同上 床全面をモップで水ふき

（１回以上／日） 
 

 
 
 
 
日

常

清

掃 

男子・女子ト

イレ（１階） 
衛生陶器は清潔な状態に

保つ、消耗品は常に補充さ

れている、間仕切りは汚

損・破損がなく、洗面台・

鏡は汚れがない 

汚れた部分は水ふき又は

適正洗剤でふく・トイレッ

トペーパー、水石鹸等を補

充する。（２回以上／日） 

 

定

期

清

掃 

○○○○ ○○○○○○○○○○○ 
 
 
 

○○○○○○○○○○○  

特記事項（異常の有無、事故報告、苦情、その他） 
 

担当責任者 
 
 

３ 総括責任者による評価 
 （ 良  否 ） 
コメント 
 

統括責任者 
 
 

※ 必要に応じて図面を添付 
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日 報 
 
施設名：○○○○○                            
平成○年○月○日          天候：○○                  業務名：設備保守 
記録者（担当責任者）：○○○○ 

設備保守については、仕様書又は事業計画により、①運転日誌、②点検記録、③整備・事故

記録を作成することとしている場合には、当該日誌又は記録を日報に代えることができる。 

 
 
 
 
 
１ 勤務員氏名 

氏名 勤務時間 主な業務 
①    ：   ～   ：     
②    ：   ～   ：     
③    ：   ～   ：     

 
 
 
 
 
２ 業務記録 

基本協定で定められた仕様を予め

記入しておく 
年度協定で定められた事業計画を予め

記入しておく 
当日の作業内容を記入する 

設備名等 仕様書 事業計画 作業内容 
事務室 
照明器具 

業務に支障のない良好な

状態に保つ 
「建築保全業務共通仕様書」

に則した点検・保守を行う 
 日

常

点

検 
外灯 良好な状態に保つ 「建築保全業務共通仕様書」

に則した点検・保守を行う 
 

自動ドア 安全で、適切な作動を確保

する 
「建築保全業務共通仕様書」

に則した点検・保守を行う 
 定

期

点

検 
エレベータ

ー 
安全で、適切な作動を確保

する 
「建築保全業務共通仕様書」

に則した点検・保守を行う 
 

冷熱源機器 室温を28度に保つ 「建築保全業務共通仕様書」

に則した運転・監視を行う 
 日

常

運

転 
給排水衛生

機器 
水漏れ等の異常のない状

態に保つ 
「建築保全業務共通仕様書」

に則した運転・監視を行う 
 

特記事項（異常の有無、事故報告、苦情、その他） 
 
 

担当責任者 
 
 

３ 総括責任者による評価 
 （ 良  否 ） 
コメント 
 
 

統括責任者 
 
 

※ 必要に応じて図面を添付 



日 報 
 
施設名：○○○○○              
平成○年○月○日        天候：○○                   業務名：建築物保守 
記録者（担当責任者）：○○○○ 
 
 
１ 勤務員氏名 

氏名 勤務時間 主な業務 
①    ：   ～   ：     
②    ：   ～   ：     
③    ：   ～   ：     
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２ 業務記録 

基本協定で定められた仕様を予め

記入しておく 
年度協定で定められた事業計画を予め

記入しておく 
当日の作業内容を記入する 

部位等 仕様書 事業計画 作業内容 
視覚障害者

誘導用ブロ

ック 

誘導の妨げとなる障害物

等がない状態に保つ 
「建築保全業務共通仕様

書」に則した点検・保守を

行う 

 日

常

点

検 扉枠・シャッ
ター 

避難扉・シャッターの開閉

の妨げとなる障害物等が

ない状態に保つ 

「建築保全業務共通仕様

書」に則した点検・保守を

行う 

 

屋外階段 排水が良好であり、通行に

支障のない状態に保つ 
「建築保全業務共通仕様

書」に則した点検・保守を

行う 

 

屋根 塗装の状態を確認し、錆の

発生が認められたら再塗

装を行う。ルーフドレーン

等に堆積物がない状態に

保つ 

「建築保全業務共通仕様

書」に則した点検を行う 
 

定

期

点

検 

外壁 浮きによる漏水がない状

態に保つ（ある場合には応

急措置を施し、県へ連絡す

る） 

「建築保全業務共通仕様

書」に則した点検を行う 
 

特記事項（異常の有無、事故報告、苦情、その他） 
 

担当責任者 
 
 

３ 総括責任者による評価 
 （ 良  否 ） 
コメント 
 
 

統括責任者 
 
 

※ 必要に応じて図面を添付 



日 報 
 
施設名：○○○○○              
平成○年○月○日        天候：○○                    業務名：植栽管理 
記録者（担当責任者）：○○○○ 
 
 
１ 勤務員氏名 

氏名 勤務時間 主な業務 
①    ：   ～   ：     
②    ：   ～   ：     
③    ：   ～   ：     
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２ 業務記録 

基本協定で定められた仕様を予め

記入しておく 
年度協定で定められた事業計画を予め

記入しておく 
当日の作業内容を記入する 

仕様書 事業計画 作業内容 
敷地内の緑樹を保護し、周辺環境と

調和した施設の景観を保持する 
・緑地清掃（適宜） 
・天候、気象に応じて強風対策、寒さ

対策を実施（適宜） 

 

施肥、散水及び害虫防除等を行い、

植栽を良好な状態に保つ 
・薬剤散布・化学肥料を施工（１回／

年） 
・天気、気象状況に応じて散水（適宜） 
・高中木、低木への害虫予防のための

薬剤散布（２回／年） 

 

剪定、除草は計画的に行い、近隣へ

の迷惑防止を図る 
・枯枝、弱小枝、病虫害枝、障害枝、

危険枝等の剪定（１回／年） 
・雑草の除草（１回／年） 
・芝生の刈込み（２回／年） 

 

特記事項（異常の有無、事故報告、苦情、その他） 
 

担当責任者 
 
 

３ 総括責任者による評価 
 （ 良  否 ） 
コメント 
 
 

統括責任者 
 
 

 
※ 必要に応じて図面を添付 



日 報 
 
施設名：○○○○○              
平成○年○月○日        天候：○○                      業務名：警備 
記録者（担当責任者）：○○○○ 
 
 
１ 勤務員氏名 

氏名 勤務時間 主な業務 
①    ：   ～   ：     
②    ：   ～   ：     
③    ：   ～   ：     

 
 
 
 
 
２ 業務記録 

仕様書・事業計画 作業内容 
職員等の出入管理を行う 別紙「出入管理表」のとおり 
外来者の受付の受付及び応接を行う 別紙「出入管理表」のとおり 
不審者の侵入を防ぐ  
電話の応対をする  
収受した文書、物品等は厳重に保管し引き継ぐ 収受文書：    通／収受物品：    件 
鍵の収受及び保管を行い、記録簿に付ける 鍵美保管：   件／緊急開扉：   件 
拾得物、遺失物を保管し、記録を付ける 拾得：   件／遺失：   件／警察届出：   件 
定期的に巡回を行い、安全を確認する 巡回時間・回数： 

未施錠：  件／不消灯：  件／火気未処置：

件／深夜残業者  名／残留駐車車両：  件 
不法侵入者、不審物を発見した場合は、警察への通報

等適切な処置をとる 
 

火災、盗難の初期発見と予防を行う  
火災等の緊急の事態が発生したときは、直ちに関係機

関に連絡・通報する 
 

火災等が発生した場合時は、在館者を安全な場所まで

誘導する 
 

特記事項（異常の有無、事故報告、苦情、その他） 
 
 

担当責任者 
 
 

３ 総括責任者による評価 
 （ 良  否 ） 

※ 必要に応じて図面を添付 

コメント 
 
 

統括責任者 
 
 

基本協定で定められた仕様及び年度協定で定められた事業計画を

予め記入しておく 
当日の作業内容を記入する 
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月 報
 
施設名：○○○○○              
平成○年○月                                     業務名：清掃

記録者（担当責任者）：○○○○ 
 
１ 作業人員等 

計画内実績 計画外実績 主な業務 
計画内人員     名 計画外人員    名 
作業時間     時間 作業時間    時間 
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２ 作業実績 

基本協定で定められた仕様を予め

記入しておく 
年度協定で定められた事業計画を予め

記入しておく 
当月の作業内容を記入する 

室名等 仕様書 事業計画 作業実績 
玄関ホール ゴミがなく、玄関周り等に

汚れがない 
床掃き・壁ふき（１回以上

／日） 
作業日数：   日 
状況： 

エレベータ

ホール 
ゴミがなく、ホールに汚れ

がない 
床水ふき（１回以上／日） 作業日数：   日 

状況： 
事務室① 適切な方法により、埃・ゴ

ミがない状態にする 
真空掃除機で吸塵・ごみ箱

のごみを収集し、容器の外

面で汚れた部分はタオル

で水ふき（１回以上／日） 

作業日数：   日 
状況： 

事務室② 同上 同上 作業日数：   日 
状況： 

会議室 同上 床全面をモップで水ふき

（１回以上／日） 
作業日数：   日 
状況： 

 
 
 
 
日

常

清

掃 

男子・女子ト

イレ（１階） 
衛生陶器は清潔な状態に

保つ、消耗品は常に補充さ

れている、間仕切りは汚

損・破損がなく、洗面台・

鏡は汚れがない 

汚れた部分は水ふき又は

適正洗剤でふく・トイレッ

トペーパー、水石鹸等を補

充する。（２回以上／日） 

作業日数：   日 
状況： 

定

期

清

掃 

○○○○ ○○○○○○○○○○○ 
 
 
 

○○○○○○○○○○○ 作業日数：   日 
状況： 

特記事項（異常の有無、事故報告、苦情、その他） 
 

担当責任者 
 
 

３ 総括責任者による評価 
 （ 良  否 ） 
コメント 
 
 

統括責任者 
 
 

※ 当月分の日報を添付する。 



月 報 
 
施設名：○○○○○                            
平成○年○月                                   業務名：設備保守 
記録者（担当責任者）：○○○○ 
 
 
１ 作業人員等 

計画内人員 計画外人員 主な業務 
計画内人員    名 計画外人員    名 
作業時間   時間 作業時間    時間 

 

 
 
 
 
 

 108

２ 業務実績 

基本協定で定められた仕様を予め

記入しておく 
年度協定で定められた事業計画を予め

記入しておく 
当日の作業内容を記入する 

設備名等 仕様書 事業計画 作業実績 
事務室 
照明器具 

業務に支障のない良好な

状態に保つ 
「建築保全業務共通仕様

書」に則した点検・保守を

行う 

作業日数：  日 
状況： 

日

常

点

検 外灯 良好な状態に保つ 「建築保全業務共通仕様

書」に則した点検・保守を

行う 

作業日数：  日 
状況： 

自動ドア 安全で、適切な作動を確保

する 
「建築保全業務共通仕様

書」に則した点検・保守を

行う 

作業日数：  日 
状況： 

定

期

点

検 エレベータ
ー 

安全で、適切な作動を確保

する 
「建築保全業務共通仕様

書」に則した点検・保守を

行う 

作業日数：  日 
状況： 

冷熱源機器 室温を28度に保つ 「建築保全業務共通仕様

書」に則した運転・監視を

行う 

作業日数：  日 
状況： 

日

常

運

転 給排水衛生
機器 

水漏れ等の異常のない状

態に保つ 
「建築保全業務共通仕様

書」に則した運転・監視を

行う 

作業日数：  日 
状況： 

特記事項（異常の有無、事故報告、苦情、その他） 
 

担当責任者 
 
 

３ 総括責任者による評価 
 （ 良  否 ） 
コメント 
 
 

統括責任者 
 
 

※ 当月分の日報を添付する。 
 
 



月 報 
 
施設名：○○○○○              
平成○年○月                                  業務名：建築物保守 
記録者（担当責任者）：○○○○ 
 
 
１ 作業人員等 

計画内人員 計画外人員 主な業務 
計画内人員    名 計画外人員    名 
作業時間    時間 作業時間    時間 
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２ 業務実績 

基本協定で定められた仕様を予め

記入しておく 
年度協定で定められた事業計画を予め

記入しておく 
当月の作業内容を記入する 

部位等 仕様書 事業計画 作業実績 
視覚障害者

誘導用ブロ

ック 

誘導の妨げとなる障害物

等がない状態に保つ 
「建築保全業務共通仕様

書」に則した点検・保守を

行う 

作業日数：  日 
状況： 

日

常

点

検 扉枠・シャッ
ター 

避難扉・シャッターの開閉

の妨げとなる障害物等が

ない状態に保つ 

「建築保全業務共通仕様

書」に則した点検・保守を

行う 

作業日数：  日 
状況 

屋外階段 排水が良好であり、通行に

支障のない状態に保つ 
「建築保全業務共通仕様

書」に則した点検・保守を

行う 

作業日数：  日 
状況： 

屋根 塗装の状態を確認し、錆の

発生が認められたら再塗

装を行う。ルーフドレーン

等に堆積物がない状態に

保つ 

「建築保全業務共通仕様

書」に則した点検を行う 
作業日数：  日 
状況： 

定

期

点

検 

外壁 浮きによる漏水がない状

態に保つ（ある場合には応

急措置を施し、県へ連絡す

る） 

「建築保全業務共通仕様

書」に則した点検を行う 
作業日数：  日 
状況： 

特記事項（異常の有無、事故報告、苦情、その他） 
 

担当責任者 
 
 

３ 総括責任者による評価 
 （ 良  否 ） 
コメント 
 
 

統括責任者 
 
 

※ 当月分の日報を添付する。 



月 報 
 
施設名：○○○○○              
平成○年○月                                   業務名：植栽管理 
記録者（担当責任者）：○○○○ 
 
 
１ 作業人員等 

計画内人員 計画外人員 主な業務 
計画内人員     名 計画内人員     名 
作業時間     時間 作業時間     時間 
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２ 業務記録 

基本協定で定められた仕様を予め

記入しておく 
年度協定で定められた事業計画を予め

記入しておく 
当月の作業内容を記入する 

仕様書 事業計画 作業実績 
敷地内の緑樹を保護し、周辺環境と

調和した美術館の景観を保持する 
・緑地清掃（適宜） 
・天候、気象に応じて強風対策、寒さ

対策を実施（適宜） 

作業日数：   日 
状況： 

施肥、散水及び害虫防除等を行い、

植栽を良好な状態に保つ 
・薬剤散布・化学肥料を施工（１回／

年） 
・天気、気象状況に応じて散水（適宜） 
・高中木、低木への害虫予防のための

薬剤散布（２回／年） 

作業日数：   日 
状況： 

剪定、除草は計画的に行い、近隣へ

の迷惑防止を図る 
・枯枝、弱小枝、病虫害枝、障害枝、

危険枝等の剪定（１回／年） 
・雑草の除草（１回／年） 
・芝生の刈込み（２回／年） 

作業日数：   日 
状況： 

特記事項（異常の有無、事故報告、苦情、その他） 
 

担当責任者 
 
 

３ 総括責任者による評価 
 （ 良  否 ） 
コメント 
 
 

統括責任者 
 
 

 
※ 当月分の日報を添付する。 
 



月 報 
 
施設名：○○○○○              
平成○年○月                                     業務名：警備 
記録者（担当責任者）：○○○○ 
 
 
１ 作業人員等 

計画内人員 計画外人員 主な業務 
計画内人員    名 計画外人員    名 
作業時間    時間 作業時間    時間 

 

 
 
 
 
 
２ 業務記録 

仕様書・事業計画 作業実績 
職員等の出入管理を行う 作業日数：   日、状況： 
外来者の受付の受付及び応接を行う 作業日数：   日、状況： 
不審者の侵入を防ぐ 作業日数：   日、状況： 
電話の応対をする 作業日数：   日、状況： 
収受した文書、物品等は厳重に保管し引き継ぐ 作業日数：   日、状況： 
鍵の収受及び保管を行い、記録簿に付ける 作業日数：   日、状況： 
拾得物、遺失物を保管し、記録を付ける 作業日数：   日、状況： 
定期的に巡回を行い、安全を確認する 作業日数：   日 

状況： 

不法侵入者、不審物を発見した場合は、警察への通報

等適切な処置をとる 
作業日数：   日 
状況： 

火災、盗難の初期発見と予防を行う 作業日数：   日、状況： 
火災等の緊急の事態が発生したときは、直ちに関係機

関に連絡・通報する 
作業日数：   日 
状況： 

火災等が発生した場合時は、在館者を安全な場所まで

誘導する 
作業日数：   日 
状況： 

特記事項（異常の有無、事故報告、苦情、その他） 
 
 

担当責任者 
 
 

３ 総括責任者による評価 
 （ 良  否 ） 

 

コメント 
 
 

統括責任者 
 
 

基本協定で定められた仕様及び年度協定で定められた事業計画を

予め記入しておく 
当月の作業内容を記入する 

※ 当月分の日報を添付する。 
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業務総括書  
 

平成○○年○○月○日 
 
 
 神奈川県知事 ○○ ○○ 殿 
 
 

△△△△△△△△ 
（指定管理者名） 

 
 

○○○施設の指定管理業務に係る業務総括書 
 
 「○○施設の管理に関する基本協定書」第○○条に基づき、指定管理業務の実施状

況を次のとおり報告します。 
 
 １ 報告対象期間 
   平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで 
 
 ２ 指定管理業務の遂行状況 

 別添「月例業務報告書」のとおり、「○○施設の管理に関する基本協定書」及び

「平成○○年度における○○施設の管理に関する年度協定書」に基づき、指定管

理業務を適正に遂行した。 
 
 ３ 指定管理料の執行状況２

   概算払済み額        円 
   精算予定額         円 
  

 
 

                                                 
２  概算払の場合には概算払済み額と精算予定額を記載し、それぞれについて収支計画の区分に応じ
た内訳を添付する。 
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参考資料② モニタリングの例 
 
１ 月ごとの概算払の場合（年度末に履行確認） 

月 指定管理者 県 備考

4

・4月の支払は年度協定に定められた日までに
行う

5

・4月の業務遂行状況のモニタリング(4月月例
モニタリング)の結果、適正履行

6

・5月の業務遂行状況のモニタリング(5月月例
モニタリング)の結果、不完全履行
→改善勧告（改善期日：6/30）

 

4

・3月の業務遂行状況のモニタリング(3月月例
モニタリング)の結果、不完全履行
→改善勧告（改善期日：4/10）

※　「指定管理料の減額」は、「改善勧告」の基となる月例モニタリングの属する支払期から「減額の決定」がなされた日の属す
る支払期までの指定管理料の１０％
　→　上記の例では、３月（「改善勧告」の基となる月例モニタリングの属する支払期）から４月（「減額の決定」がなされた日
の属する支払期）までの指定管理料の１０％

4月月例報告書● 4月月例モニタリング

適正履行4月モニタリング結果通知

・5月の支払は年度協定に定められた日まで
に行う

5月月例報告書● 5月月例モニタリング

不完全履行
改善勧告

(改善期日6/30)

業務改善モニタリング結果通知 ※6/30　随時モニタリング
・改善期日（6/30）に「随時モニタリング」
により改善状況を確認
→改善が認められた（業務改善）

3月月例報告書● 3月月例モニタリング

不完全履行
改善勧告

(改善期日4/10)

・6月の支払は年度協定に定められた日まで
に行う

4/10
減額の決定

減額の決定通知
(改善期日4/25)

※ 4/10　随時モニタリング

・改善期日（4/10）に「随時モニタリング」
により改善状況を確認
→改善が認められなかったので「減額の決
定」を行い通知する
・減額の決定通知には改善期日4/25を記す

● 業務総括書 履行確認できず ・年度の業務総括書が提出されるが、3月の
不完全履行が改善されていない→履行確認で
きない（精算を行えない）履行確認の結果通知

※4/25　随時モニタリング業務改善モニタリング結果通知
・改善期日（4/25）に「随時モニタリング」
により改善状況を確認
→改善が認められた（業務改善）

● 業務総括書 履行確認

履行確認の
結果通知

精算

戻入(減額分)

4月請求書●

4月支払

5月請求書●

5月支払

6月請求書●

6月支払

・再度、年度の業務総括書を提出してもら
い、年度全体の履行状況を確認
→適正に履行されているので精算を行う
→4/10に「減額の決定」がなされているの
で、減額分を戻入してもらう

4月請求書●

4月支払

・4月の支払は前年度の履行が確認された後
に行う

 

 113



２ 四半期ごとの概算払の場合（四半期ごとの履行確認） 

月 指定管理者 県 備考

4

・第1四半期の支払は年度協定に定められた
日までに行う

5

・4月の業務遂行状況のモニタリング(4月月
例モニタリング)の結果、適正履行

6

・5月の業務遂行状況のモニタリング(5月月
例モニタリング)の結果、適正履行

7

・6月の業務遂行状況のモニタリング(6月月
例モニタリング)の結果、適正履行

2

・1月の業務遂行状況のモニタリング(1月月
例モニタリング)の結果、不完全履行
→改善勧告（改善期日：2/15）

3

・2月の業務遂行状況のモニタリング(2月月
例モニタリング)の結果として、2月の確認
状況（2/15に「減額の決定」）を通知

4

・3月の業務遂行状況のモニタリング(3月月
例モニタリング)の結果、適正履行

4月月例報告書●

適正履行4月モニタリング結果通知

5月月例報告書● 5月例モニタリング

●

● 第1四半期業務総括書

6月モニタリング結果通知

改善勧告
(改善期日2/15)

1月月例報告書●

不完全履行

※2/15
 減額の決定

減額の決定通知
(改善期日3/1)

●

3月モニタリング結果通知

・改善期日（2/15）に「随時モニタリン
グ」により改善状況を確認
→改善が認められなかったので「減額の
決定」を行い通知する
・減額の決定通知には改善期日3/1を記す

●

2月モニタリング結果通知

※業務改善モニタリング結果通知

2/15
 減額の決定

第1四半期請求●

第1四半期支払

適正履行5月モニタリング結果通知

適正履行

2/15　随時モニタリング

3/1　随時モニタリング

4月月例モニタリング

6月月例報告書 6月月例モニタリング

1月月例モニタリング

2月月例報告書 2月月例モニタリング

・改善期日（3/1）に「随時モニタリン
グ」により改善状況を確認
→業務改善

3月月例報告書 3月月例モニタリング

● 第4四半期業務総括書

戻入（減額分）

履行確認

履行確認の
結果通知 戻入なし

精算

・4～6月の業務遂行状況を確認（履行確
認）した結果、適正履行
→精算
→戻入なし

履行確認

履行確認の
結果通知

精算 2/15減額の決定

・1～3月の業務遂行状況を確認（履行確
認）
→精算（2/15に「減額の決定」）
→戻入（減額分）

第1四半期請求●

第1四半期支払

・第1四半期の直近の支払期の履行が確認
された後に行う

※　「指定管理料の減額」は、「改善勧告」の基となる月例モニタリングの属する支払期から「減額の決定」がなされた日の属する支払期ま
での指定管理料の１０％
　→　上記の例では、第４四半期（「改善勧告」の基となる月例モニタリングの属する支払期から「減額の決定」がなされた日の属する支払
期）の指定管理料の１０％

適正履行
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３ 月ごとの精算払の場合（月ごとの履行確認） 

月 指定管理者 県 備考

4

5

・4月の業務遂行状況のモニタリング(4
月月例モニタリング)の結果、適正履行

6

・5月の業務遂行状況のモニタリング(5
月月例モニタリング)の結果、不完全履
行
→改善勧告（改善期日：6/15）

4

・3月の業務遂行状況のモニタリング(3
月月例モニタリング)の結果、不完全履
行
→改善勧告（改善期日：4/10）

業務改善モニタリング結果通知

・5月分の履行確認は業務改善が確認
できた後に行う
→業務が改善されたので5月分の支払
（全額）を行う

・改善期日（4/10）に「随時モニタ
リング」により改善状況を確認
→改善が認められなかったので「減
額の決定」を行い通知する
・減額の決定通知には改善期日4/20
を記す

※ 6/15　随時モニタリング

4月月例報告書● 4月月例モニタリング

適正履行4月モニタリング結果通知

5月月例報告書● 5月月例モニタリング

不完全履行改善勧告
(改善期日6/15)

3月月例報告書● 3月月例モニタリング

不完全履行改善勧告
(改善期日4/10)

4/10
減額の決定

減額の決定通知
(改善期日4/20)

※ 4/10　随時モニタリング

●

・4月の業務総括書を提出してもら
い、履行の確認の結果、適正履行
→請求書の提出
→支払
＊業務総括書が月例報告書を兼ねるこ
ととしても可

4月請求書

4月支払

4月業務総括書● 履行確認

・改善期日(6/15)に改善状況を確認
→業務改善

※ 4/20　随時モニタリングモニタリング結果通知
・改善期日（4/20）に「随時モニタ
リング」により改善状況を確認
→業務改善

業務改善

・3月分の履行確認は業務改善が確認
できた後に行う
・3月の支払は、4/10に減額の決定が
あったので、減額後の額で行う

※　「指定管理料の減額」は、「改善勧告」の基となる月例モニタリングの属する支払期から「減額の決定」がなされた日の属する支払期
までの指定管理料の１０％
　→　上記の例では、３月（「改善勧告」の基となる月例モニタリングの属する支払期）から４月（「減額の決定」がなされた日の属する
支払期）の指定管理料の１０％

履行確認の
結果通知

5月請求書

5月支払

5月業務総括書● 履行確認

履行確認の
結果通知

3月請求書（減額後の額）

3月支払
（減額後の額）

3月業務総括書● 履行確認

履行確認の
結果通知

 

 115



 116

 
 
 
 
 



 

参考資料③ 情報公開モデル規程１

 

（目的）                                 

第１条 この規程は、神奈川県情報公開条例（平成 12 年神奈川県条例第 26 号）の趣旨に

のっとり、〇〇（指定管理者の名称）が行う××（公の施設の名称）の管理に関する業

務の情報公開について必要な事項を定めることを目的とする。   

                           

（解釈運用方針）                 

第２条 この規程の解釈、運用に当たっては、個人の秘密、個人の私生活その他の他人に

知られたくない個人に関する情報がみだりに公にされないように最大限の配慮をするも

のとする。 

 

（定義）                                   

第３条 この規程において「文書等」とは、〇〇の役員及び職員（以下「役職員」という。）

が、○○が行う××の管理に関する業務に関して作成し、又は取得した文書、図画及び

電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られた記録をいう。以下同じ｡）であって、〇〇において管理しているものを

いう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発

行されるもの及び文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録

を除く。  

 

株式会社等の場合、上記の「職員」を「従業員」、「役職員」を「役員等」とする。 

      

（公開の申出ができる者）                   

第４条 県内に住所を有する者、県内に勤務する者、県内に在学する者、県内に事務所又

は事業所を有する法人その他の団体その他文書等の公開を必要とする理由を明示するも

のは、この規程の定めるところにより、〇〇に対し、文書等の公開を申し出ることがで

きる。 

                                         

（文書等の原則公開）                           

第５条 〇〇は、文書等の公開の申出（以下「公開の申出」という。）があったときは、公

開の申出に係る文書等に次の各号のいずれかに該当する情報（以下「非公開情報」とい

う。）が記録されている場合を除き、当該文書等を公開するものとする。 

 (1) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、特

定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはでき

                                                  
１ 本モデル規程は神奈川県情報公開課が作成した。 
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ないが、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次

に掲げる情報を除く。 

  ア 法令又は条例（以下「法令等」という。）の規定により何人にも閲覧、縦覧等又は

謄本、抄本等の交付が認められている情報                   

   イ 慣行として、公にされ、又は公にすることが予定されている情報           

    ウ 次に掲げる者の業務の遂行に関する情報のうち、当該者の職及び当該職務遂行の

内容に係る情報 

(ｱ) 国家公務員法（昭和 22 年法律第 120 号）第２条第１項に規定する国家公務員（(ｲ)

に掲げる役職員のうち法令で国家公務員とされる者を除く。） 

(ｲ) 独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13

年法律第 140 号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下この条にお

いて同じ。）の役職員 

(ｳ) 地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第２条に規定する地方公務員 

(ｴ) 地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）第２条第１

項に規定する地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。）の役職員 

(ｵ) ○○の役職員 

 

  株式会社等の場合、上記の「役職員」を「役員等」とする。 

            

    エ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であ

ると認められる情報           

  (2) 法人その他の団体（○○を除く。以下「法人等」という。) に関する情報又は事業

を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当

該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、

人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると

認められる情報を除く。                                 

  (3) ○○の内部又は○○と国、独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立行政

法人との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することによ

り、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当

に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは

不利益を及ぼすおそれがあるもの 

 

  株式会社等の場合、県民の前に「○○の株主、債権者若しくは」を加える。 

 

  (4) 〇〇が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げる

おそれその他事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす
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おそれのあるもの。 

 （例示）＊指定管理者ごとに異なる。  

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にする

おそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするお

それ  
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、〇〇の財産上の利益又は当事者としての

地位を不当に害するおそれ                         
   ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ    

   エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ   

  オ ○○が行う収益事業に関する情報であって、○○の財産上の利益を不当に害する

おそれ 

カ ○○が行う経営又は業務等に関する情報であって、株主及び債権者の利益を害す

るおそれ （株式会社等の場合に加える。）   

 (5) 〇〇の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、個人

又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を

付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。

ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要で

あると認められる情報を除く。 

  (6) 公開することにより、犯罪の予防、犯罪の捜査、個人の生命、身体及び財産の保護

その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの           

  (7) 法令等の定めるところにより公開することができないとされている情報    

 

（部分公開） 

第６条  〇〇は、公開の申出に係る文書等に非公開情報とそれ以外の情報とが記録されて

いる場合において、当該非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、文書等の公開

を求める趣旨を失わない程度に合理的に分離できるときは、当該非公開情報が記録され

ている部分を除いて、当該文書等を公開するものとする。                             

２ 公開の申出に係る文書等に前条第１号に該当する情報（特定の個人が識別され、又は

識別され得るものに限る。）が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個

人が識別され、又は識別され得ることとなる記述等の部分を除くことにより、公開して

も、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部

分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。             

 

（文書等の存否に関する情報）             

第７条 公開の申出に対し、当該公開の申出に係る文書等が存在しているか否かを答える

だけで、非公開情報を公開することとなるときは、〇〇は、当該文書等の存否を明らか
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にしないで、当該公開の申出を拒むことができるものとする。                               

 

（公開の申出の手続）                   

第８条 公開の申出をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した申出書（第１号様

式）を〇〇に提出しなければならない。 

 (1) 公開の申出をしようとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに

法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名及び連絡先の電話番号                   

 (2) 公開の申出に係る文書等の内容       

  (3) その他必要な事項 

２ 〇〇は、申出書に形式上の不備があると認めるときは、公開の申出をしたもの（以下

「申出者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。こ

の場合において、〇〇は、申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努める

ものとする。 

 

（公開の申出に対する回答等）              

第９条 〇〇は、公開の申出があったときは、当該公開の申出があった日から起算して 15

日以内に、当該公開の申出に対する諾否の回答（以下「諾否回答」という。）を行うもの

とする。ただし、前条第２項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要

した日数は、当該期間に算入しない。      

２ 諾否回答は、申出者に対し、書面（第２号様式、第３号様式、第４号様式）により行

うものとする。 

３ 前項の場合において、公開の申出に係る文書等の全部又は一部の公開を拒むとき（第

７条の規定により公開の申出を拒むとき及び公開の申出に係る文書等を管理していない

ときを含む。）は、その理由を併せて通知するものとする。この場合において、当該文書

等の公開を拒む理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期

日を明らかにするものとする。 

４ 〇〇は、事務処理上の困難その他正当な理由により、第１項に規定する期間内に諾否

回答することができない場合にあっては、当該期間後 45 日以内に諾否回答するよう努め

るものとする。この場合において、〇〇は、申出者に対し、遅滞なく、延長後の期間及

び延長の理由を書面（第５号様式）により通知するものとする。 

５ 公開の申出に係る文書等が著しく大量であるため、公開の申出があった日から起算し

て 60日以内にそのすべてについて諾否回答をすることにより業務の遂行に著しい支障が

生ずるおそれがある場合には、第１項及び前項の規定にかかわらず、〇〇は、公開の申

出に係る文書等のうち相当の部分につき当該期間内に諾否回答をし、残りの文書等につ

いては相当の期間内に諾否回答をすれば足りる。この場合において、〇〇は、第１項に

規定する期間内に、申出者に対し、次に掲げる事項を書面（第６号様式）により通知す
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るものとする。     

  (1) この項の規定を適用する旨及びその理由       

 (2) 残りの文書等について諾否回答をする期限                                 

 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等）  

第 10 条 公開の申出に係る文書等に〇〇以外のもの（以下「第三者」という。）に関する

情報が記録されているときは、〇〇は、諾否回答をするに当たって、当該第三者に対し、

公開の申出に係る文書等の内容等を通知して、意見書を提出する機会を与えることがで

きるものとする。 

２ 第三者に関する情報が記録されている文書等を公開しようとする場合であって、当該

情報が第５条第１号エ、同条第２号ただし書又は同条第５号ただし書に規定する情報に

該当すると認められるときは、〇〇は、公開の申出に係る文書等の全部又は一部を公開

する旨の回答（以下「公開回答」という。）に先立ち、当該第三者に対し、公開の申出に

係る文書等の内容等を書面（第７号様式）により通知して、意見書を提出する機会を与

えるものとする。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。                    

３ 〇〇は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該文書等の

公開に反対の意思を表示した意見書（以下「反対意見書」という。）を提出した場合にお

いて、公開回答をするときは、公開回答の日と公開を実施する日との間に少なくとも２

週間を置くものとする。この場合において、〇〇は、公開回答後直ちに、反対意見書を

提出した第三者に対し、公開回答をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面

（第８号様式）により通知するものとする。 

 

（文書等の公開の実施）                      

第 11 条 〇〇は、公開回答をしたときは、速やかに、当該文書等を公開するものとする。          

２ 文書等の公開は、○○の指定する場所において、文書又は図画については閲覧又は写

しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して○○

が定める方法で行うものとする。          

３ 公開の申出に係る文書等の公開をすることにより、当該文書等を汚損し、又は破損す

るおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、

当該文書等の公開に代えて、当該文書等を複写したものにより、これを行うことができ

るものとする。 

 

（法令等による公開との調整）            

第 12 条 法令等の規定により、何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付が認められ

ている文書等にあっては、当該法令等が定める方法（公開の期間が定められている場合

にあっては、当該期間内に限る。）と同一の方法による公開については、この規程は適用
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しない。 

 

（費用負担）                               

第 13 条 公開の申出に係る文書等（第 11 条第３項に規定する文書等を複写したものを含

む。）の写し等の交付に要する費用は、申出者の負担とする。                     

 

（異議の申出）                             

第 14 条 ○○が行った諾否回答について、異議のあるものは、当該回答を知った日の翌日

から起算して 60 日以内に○○に対して異議を申し出ることができる。    

２ 前項による異議の申出は、書面によるものとし、次に掲げる事項を記載するものとす

る。 

(1)  異議を申し出ようとする者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法

人その他の団体にあっては、その代表者の氏名及び連絡先の電話番号  

(2)   異議の申出の対象となった諾否回答を知った日及びその内容 

(3)  異議の申出の趣旨及びその理由     

（異議の申出に係る処理）                   

第 15 条  前条による異議の申出があったときは、○○は、次の各号のいずれかに該当する

場合を除き、県の所管室課長の助言を求めることができる。                                   

 (1) 異議の申出をしたものが、当該申出についての正当な理由がないものであるときそ

の他異議の申出が不適切であることが明らかであるとき。                           

  (2) 諾否回答を取り消し、又は変更し、当該異議の申出に係る文書等の全部を公開する

こととするとき。ただし、当該諾否回答について反対意見書が提出されているときを

除く。 

２  ○○は、県の所管室課長から当該異議の申出について、意見若しくは説明又は必要な

書類の提出を求められた場合はこれに応じるものとし、当該異議の申出の対象となって

いる文書等については、これを提示するものとする。                 

 

（異議の申出に係る回答）                   

第 16 条  前条第１項の規定により県の所管室課長からの助言があった場合は、○○は、こ

の意見を尊重し、速やかに当該異議の申出について書面により回答するものとする。              

 

（利用者の責務）                         

第 17 条 この規程の定めるところにより文書等の公開を申し出ようとする者は、適切な申

出に努めるとともに、文書等の公開によって得た情報を適正に用いなければならない。           

 

（文書等の管理）                  
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第 18 条 ○○は、この規程の適切かつ円滑な運用に資するため、××の管理に関する文書

等の管理に関して必要な事項について別に定めを設け、これに基づき、文書等を適正に

管理するものとする。 

 

（情報提供の推進） 

第 19 条 ○○は、○○の保有する××の管理に関する情報が適時に、かつ、適切な方法で

県民に明らかにされるよう、情報の提供に努めるものとする。 

 

（運用状況の報告）                         

第 20 条 この規程の運用の状況については、○○は、毎年４月 30 日までに、前年度分を

とりまとめて県の所管室課長に報告するものとする。   

 

（委任）                                   

第 21 条 この規程の施行に関し必要な事項は、○○が別に定めることができる。                         

 

   附 則                                   

（施行期日等）                           

１ この規程は、平成 年 月 日から施行する。                                 

２ この規程は、平成 年 月 日以降に作成し、又は取得した文書等について適用する。      
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第 1号

様式（第８条関係）（用紙  日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

                           文書等公開申出書      

                                                                     年    月    日 

  ○○ 代表者△△  殿 

 

                                    郵便番号 

                                    住    所. 

                                  （法人その他の団体にあっては、事務所の所在地） 

                                    氏    名 

                                  （法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                                    電話番号 

 

〇〇情報公開規程第８条第1項の規定により、次のとおり申し出ます。 

 

 

 

公開を申し出 

るものの区分 

□ 県内に住所を有する者 

□ 県内に勤務する者 

 （勤務先                         所在地                        ） 

□ 県内に在学する者 

 （学校名                         所在地                        ） 

□ 県内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体 

 （事務所等の名称         所在地           ） 

□ その他文書等の公開を必要とする理由を明示するもの 

（理由                                                         ） 

（公開の申出に係る特定の文書等が分かるように、文書等の件名又 

  は申出者が知りたいと思う事項の概要を具体的に記載してください｡) 

 

 

 

 

 

 

公開の申出に係

る文書等の内容 

文書等の処理年度                     年度 

公 開 の 申 出 

の 内 容 

□ 文書等の閲覧又は視聴を申し出ます。 

□文書等の写しの交付を申し出ます。（□郵送を希望します。） 

□その他（                                                        ） 

備          考  

  備考  該当する□内にレ印を記入し、（  ）内に必要な事項を記入してください。 
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第２号様式（第９条関係）（全部公開用）（用紙  日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

                            文書等公開通知書     

 

                                                                      年    月    日 

 

                        様 

 

 

                                                        ○○ 代表者△△    印 

 

 

      年  月  日に公開の申出がありました文書等については、次のとおり公開します。 

 

 

公開の申出に係  

る文書等の内容 

 

 

 

 

 

 

 

文書等の公開の 

期日及び場所        

 年    月    日午前・午後    時    分から    時    分までの 

間に、（                            ）にお越しください。 

 なお、当日御都合が悪い場合には、あらかじめその旨を電話等で担当まで

御連絡ください。 

事 務 担 当         

  

                   電話番号 

  備考  １  文書等の公開により得た情報は、適正に用いなければなりません。 

２  「文書等の公開の期日及び場所」の欄は、文書等の公開を受けるためにお越しいただ

く場合に記入してあります。 

        ３  文書等の公開を受けるためにお越しいただく際には、この通知書を係員に提示してく

ださい。 
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第３号様式（第９条関係）（－部公開用）（用紙  日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

                              文書等一部公開通知書     

 

                                                                      年    月    日 

                          様 

 

                                                            ○○ 代表者△△    印 

 

      年    月    日に公開の申出がありました文書等については、次のとおり公開します。 

ただし、当談文書等には、公開することができない部分が一部あることを御了承ください。 

  なお、この通知内容に異議がある場合には、この通知があったことを知った日の翌日から起  算

して60日以内に○○代表者に対して異議の申出をすることができます。 

公開の申出に係 

る文書等の内容 

 

                                                                

 

 

公 開 を 拒 む 

部分及び理由 

（公開することができない部分の概要） 

○○情報公開規程第  条第  項第  号該当 

（理由） 

 

文書等の公開の 

期日及び場所        

  年    月    日午前・午後    時    分から    時    分までの 

間に、（                      ）にお越しください。 

 なお、当日御都合が悪い場合には、あらかじめその旨を電話等で担 

当まで御連絡ください。 

時 限 性 公 開        

上に示した非公開理由のうち              については 

 年    月    日以後であればその理由がなくなりますので、同日以後 

に改めて公開の申出をしてください。 

事 務 担 当                           電話番号 

 備考  １  文書等の公開により得た情報は、適正に用いなければなりません。 

       ２  「文書等の公開の期日及び場所」の欄は、文書等の公開を受けるためにお越しいた          

だく場合に記入してあります。 

       ３  文書等の公開を受けるためにお越しいただく際には、この通知書を係員に提示して          

ください。 

       ４  「時限性公開」の欄は、公開の申出に係る文書等の一部の公開を拒む理由がなくな          

る期日をあらかじめ明示することができるときに記入してあります。 
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第４号様式（第９条関係）（用紙  日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

                                    公開拒否   

                          文 書 等  不存在      通 知 書     

                                    存否応答拒否 

 

                                                                      年    月    日 

                          様 

 

                                                            ○○ 代表者△△    印 

 

 

      年    月    日に公開の申出がありました文書等については、 

                                              次のとおり公開できません。 

                                              管理していないので通知します。 

                                              存否を明らかにできないので通知します。 

   なお、この通知内容に異議がある場合には、この通知があったことを知った日の翌日から起  算

して60日以内に○○代表者に対して異議の申出をすることができます。 

 

公開の申出に係 

る文書等の内容 

 

 

 

 

公開しないこと 

(申出を拒むこ

と) とする根拠

規定及び当該規

定を適用する理

由 

 

 

〇〇情報公開規程第    条第    項第    号該当 

（理由） 

時限性公開 

 

   年    月    日以後であれば公開の申出に係る文書等を公開する 

 ことができますので、同日以後に改めて公開の申出をしてください。 

事務担当                      

                    電話番号 

備考  「時限性公開」の欄は、公開の申出に係る文書等の公開を拒む理由がなくなる期日をあ      

らかじめ明示することができるときに記入してあります。 
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第５号様式（第９条関係）（用紙  日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

                    文書等公開諾否回答期間延長通知書     

 

                                                                      年    月    日 

 

                            様 

                                                            ○○ 代表者△△    印 

 

 

       年    月    日に申出のありました文書等の公開については、〇〇情報公開規程第９条   

第４項の規定により次のとおり諾否の回答期間を延長します。 

    なお、諾否の回答を行ったときは、通知書を送付します。 

 

公開の申出に係 

る文書等の内容 

 

 

 

 

 

回 答 期 間 を        

延長する理由        

 

 

回答期間を延長 

した後の諾否の 

回答を行う期限 

 

事 務 担 当         

                    電話番号 
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第６号様式（第９条関係）（用紙  日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

                      文書等公開諾否回答期間特例延長通知書     

 

                                                                      年    月    日 

 

                            様 

                                                            ○○ 代表者△△    印             

 

 

       年    月    日に公開の申出がありました文書等の公開については、〇〇情報公開規程  第

９条第５項の規定により、申出があった日から起算して 60 日以内に文書等の相当部分について

諾否の回答を行い、残りの文書等については、相当の期間内に諾否の回答を行いますので、次の

とおり通知します。 

    なお、諾否の回答を行ったときは、それぞれ通知書を送付します。 

 

公 開 の 申 出 に 係 

る 文 書 等 の 内 容 

60 日以内に文書等の

全てについて諾否の

回答を行うことがで

きない理由 

文書等の相当部分に 

ついて諾否の回答を 

行 う 期 限          

残りの文書等につい 

て諾否の回答を行う 

期 限          

事 務 担 当          

                  電話番号 
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第７号様式（第10条関係）（用紙  日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

                            意見書提出機会付与通知書    

 

                                                                      年    月    日 

 

                            様 

 

                                                            ○○ 代表者△△    印 

 

 

    〇〇では、管理している文書等についての公開をするため、〇〇情報公開規程を定めています。

今回あなたに関する情報が記録されている文書等について、〇〇情報公開規程第４条の規定に基づ

き公開の申出がありましたが、この文書等を公開することに関し、意見書を提出することができま

すので、同規程第10条第１項（第２項）の規定により次のとおり通知します。  

 

公開の申出に係

る文書等の内容

 

 

 

公開の申出に係る 

文書等に記録され 

ているあなたに関 

する情報の内容 

 

公 開 の 申 出

が あ っ た 日

     年      月      日 

 

当 該 通 知 の

根 拠 及 び 理 由

 

 

〇〇情報公開規程第10条第  項適用 

（理由） 

意見書の提出期限      年   月   日 

意見書の提出先

（ 事 務 担 当 ）

 

所在地                                郵便番号 

 

名 称                ファックス 
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第８号様式（第10条関係）（用紙  日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

                           文書等公開通知書       

 

                                                                      年    月    日 

 

                            様 

 

                                                            ○○ 代表者△△    印 

 

   〇〇では、管理している文書等についての公開をするため、〇〇情報公開規程を定めていま  す。

あなたに関する情報が記録されている文書等を公開しますので、〇〇情報公開規程第10  条第３項

の規定により通知します。 

 

公開の申出に係

る文書等の内容

 

 

公開の申出に係る 

文書等に記録され 

ているあなたに関 

する情報の内容 

 

公 開 の 回 答

を し た 理 由

 

公開を実施する日       年      月      日 

事 務 担 当         

                  電話番号 
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研 究 チ ー ム 員 名 簿 等 
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東京大学大学院法学政治学研究科 教 授 碓 井 光 明 
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